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１．はじめに 

 

  平成８年の水道法改正により創設された指定給水装置工事事業者制度（以下、「指定工事事業者制

度」という。）については、制度創設から 10 年を経過した平成 19 年に「指定給水装置工事事業者制度

に関する検討委員会」（以下、「平成 19 年検討委員会」という。）を開催し、施行状況の把握と評価、

課題と解決の方向を取りまとめ、「給水装置工事事業者の指定制度等の適正な運用について（平成 20

年 3 月 21 日、健水発第 3221001 号 水道課長通知）」（以下、「平成 20 年水道課長通知」という。）に

より、指定給水装置工事事業者（以下、「指定工事事業者」という。）及び給水装置工事主任技術者（以

下、「主任技術者」という。）に対する講習会等の実施、需要者への情報提供、指定取消しの処分基準

の整備、適切な配管技能者の確保等について所要の措置を講じるよう求め、水道事業者や関係団体に

おいては、それらの取組みを進めてきたところである。 

しかしながら現在においても、給水装置工事に関して水道事業者が指定した指定工事事業者の所在

確認が取れない、無届工事や不良工事といった一部指定工事事業者に係るトラブルが依然として発生

している。こうした状況下において関係団体から厚生労働省に対して、対策の実施の要望があげられ、

また、厚生科学審議会生活環境水道部会（平成 27 年 2 月 5 日開催）においても指定工事事業者制度の

実態把握や評価とともに、今後のあり方等について検討を進めるべきとの意見が寄せられた。 

これを受けて、厚生労働省水道課では、「平成 27 年度給水装置の構造材質及び指定給水装置工事事

業者制度に関する調査検討業務」を委託により実施し、その受託者である日本水道協会が、有識者の

参加による「平成 27 年度指定給水装置工事事業者制度に係る検討会（以下、「本検討会」という。）」

を設置した。 

本検討会では、現行の指定工事事業者制度の問題点、課題等の実態を具体的に把握・評価し、その

結果を基に今後の指定工事事業者制度についての課題解決の方向性や対策案について検討を行った。 

 

２．指定工事事業者制度に係る実態調査 

  本検討会の開催に当たり、指定工事事業者制度に係る現状の問題点、課題等の実態を具体的に把握

するため、厚生労働省水道課と（公社）日本水道協会にて、アンケート調査を実施した。 

 

（1）調査方法 

1）厚生労働省水道課 

・調査期間：平成 27年１月 13日から平成 27年２月６日 

・調査対象：水道事業者（簡易水道事業者を除く） 平成 26年３月 31日現在 1,401者 

・回答者数：1,372水道事業者（回答率約 98％） 

2）公益社団法人 日本水道協会 

・調査期間：平成 27年１月 27日から平成 27年２月 16日 

・調査対象：大規模 14水道事業者（東京都、大阪市、広島市、札幌市、仙台市、横浜市、千葉県、

名古屋市、新潟市、京都市、神戸市、岡山市、福岡市、北九州市） 

・回答者数：14事業者（回答率 100％） 
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（2）調査項目 

1）指定工事事業者等の状況 

2）指定申請内容等の現状 

3）工事実績のない指定工事事業者の状況 

4）連絡のつかない指定工事事業者の状況 

5）違反行為の状況 

6）苦情の状況 

7）違反行為の処分の状況 

8）指定工事事業者に対する講習会の実施状況 

9）指定工事事業者制度に関する水道事業者の取組事例 

10）水道事業者の現行制度への問題意識 

 

 

３．指定工事事業者制度に関する現状 

実態調査の結果を基に、(1)指定工事事業者の指定等の状況、（2）給水装置工事に係る違反行為や

苦情等の状況、（3）指定工事事業者制度の施行状況の評価についてとりまとめる。 

 

（1）指定工事事業者の指定等の状況 

  1）指定工事事業者の指定 

    平成 9 年度から平成 25 年度末における指定工事事業者数の推移については、24,965 者から

227,552 者と 9 倍以上の増加となっている。また、指定を受けた水道事業者の給水区域内に所在す

る指定工事事業者数は微増傾向であるのに対し、給水区域外に所在する指定工事事業者数は平成 13

年に給水区域内の指定工事事業者数を上回り、以後増加が続き、平成 25 年度末には給水区域内の

指定工事事業者の２倍程度となっている。（図-１） 

     給水人口別の指定工事事業者数では、給水人口が少ない水道事業者ほど給水区域外に所在する指

定工事事業者が多い。（図-２） 
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図-１ 指定給水装置工事事業者数の推移 
※H17、18年度については、調査未実施 
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2）主任技術者免状の交付 

    平成 10 年度から平成 25 年度末における主任技術者免状の交付者数については、166,385 者から 

275,639 者と約 1.7 倍の増加となっており、指定工事事業者数と同様に年々増加傾向にある。（図-

３）なお、主任技術者の国家試験は、平成９年から毎年実施されている。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）給水装置工事に係る違反行為や苦情等の状況 

   1）連絡のつかない指定工事事業者の存在 

      平成 19 年検討委員会で示された課題解決の方向性に基づき、平成 20 年水道課長通知では水道事

業者に対し指定工事事業者への定期的な講習の実施に努め、これに併せて事業の廃止や変更の届出

等の遺漏についても確認に努めるよう周知されたところである。 

    これを受け、水道事業者は講習会実施に努めているところであるが、指定工事事業者に開催案内

を発出しても不着となるなど、各水道事業者が公表している指定工事事業者リストの中に連絡がと

れない指定工事事業者（以下「不明工事事業者」という。）が存在していることが明らかとなって

いる。 

厚生労働省水道課が実施したアンケート調査では、不明工事事業者を「把握している（一部、全

部に関わらず）」と回答した水道事業者 240 者（給水人口 5 万人超の水道事業者の 62.3％）におけ 
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図-３ 主任技術者数の推移 

図-２ 給水人口別の指定工事事業者数 

 

総数 給水区域内 給水区域外

100万人以上 15 19,981 12,790 7,191 1,332

50万～100万人未満 11 6,190 3,550 2,640 563

25万～50万　〃 56 20,486 9,662 10,824 366

10万～25万　〃 144 36,837 12,162 24,675 256

5万～10万　〃 205 39,211 11,364 27,847 191

3万～5万　〃 198 30,100 7,634 22,466 152

2万～3万　〃 148 18,425 4,395 14,030 124

1万～2万　〃 257 27,408 6,222 21,186 107

0.5万～1万　〃 243 22,209 6,531 15,678 91

0.5万人未満 81 5,888 1,646 4,242 73

その他
（給水人口未記入）

8 817 306 511 102

合計 1,366 227,552 76,262 151,290 167

給水人口による区分 水道事業者数
指定事業者数 水道事業者あた

りの
指定事業者数
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る「不明工事事業者数」は、3,169 者で不明工事事業者が占める割合は全指定工事事業者 79,731

者の約 4.0％であり、中には 19.6％が不明工事事業者となっている水道事業者も存在する。 

平成 25 年度における給水装置工事の新設等の工事実績については、約３割（約 7.3 万者）の指

定工事事業者が施行の実績が無い結果となった。この理由としては、①複数の水道事業者で指定を

受けており当該給水区域以外で主に業務を行っている、②一般的に給水装置工事の申請を必要とし

ない修繕工事を専門としている、③廃業等で既に事業を行っていない不明工事事業者が潜在してい

る、等と想定される。（図-４） 

不明工事事業者が判明した場合の水道事業者の対応としては、事業所所在地の現地調査や登記簿

謄本、役員の住民票の確認等が挙げられており、水道事業者にとって非常に労力を要するものとな

っている。また、所在が確認できないため、そもそも処分ができないといった意見もあり、対応に

苦慮している実態がある。 

不明工事事業者が存在することによる弊害や不具合については、①水道利用者が漏水等の修繕工

事の依頼時に連絡が取れないため業者再選定の負担がかかる、②水道事業者が公表している指定工 

事事業者のリストに不明工事事業者が存在することにより水道利用者からの信頼を損なう、③水道

事業者が不明工事事業者へ指導監督や情報提供が行えないため資質の低下が懸念される、といった

意見があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2）違反行為及び処分の状況 

    ① 違反行為の状況 

平成 25 年度の違反件数は、水道事業者が把握しているだけでも 1,740 件となっており、この

他にも水道事業者の指導等により是正されているものや不明工事事業者約３千者の中にも法令

に定める届出義務違反が含まれていると考えられ、この違反件数は、氷山の一角と推測される。 

違反内容については、無届工事が 47.3％と最も多く、続いて水道事業者の指導監督に応じな

いケースが 18.3%と多い。また、少数ではあるが、水質事故に直接つながりかねないクロスコ

ネクションも依然として発生している。中には、虚位報告や納付書の偽造、所有者に無断での給

水装置工事の申込等、悪質な違反行為もある。（図-５） 

 

 

 

 

 

 

図-４ 工事実績の有無及び不明工事事業者の状況 

実績あり 実績なし

全体 154,166 73,386

給水人口5万人超 81,135 41,570

給水人口5万人以下 73,031 31,816

工事実績の有無別指定工事事業者数 

連絡のつかない指定事業者を把握

しているを回答した水道事業者数

　指定事業者数
　不明事業者数
　　　　(うち　給水区域内) （1460）
　　　　(うち　給水区域外) （1709）

240
79,731
3,169

不明工事事業者の把握状況及び不明工事事業者数 
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② 処分基準の整備状況 

平成 20 年水道課長通知では、全国標準的な処分基準による処分の公平な実施が求められ、そ

の標準的な処分基準例として、日本水道協会が平成 19 年 11 月に発出した  「指定工事事業者

の違反行為に係る処分基準例等」が紹介されている。 

今回のアンケート調査結果では、処分基準を整備している水道事業者数は、1,344 水道事業者

のうち 876 水道事業者（約 65.2％）に止まっている。 

③ 違反行為の処分状況 

違反行為 1,740 件に対し、指定取消しや指定停止、または口頭注意や文書注意等の処分や指導

を行ったのは 1,002 件でその実施率は 57.6％に止まり、すべての違反行為に対し、適切に処分

が行えている状況ではない。（図-６） 

また、処分や指導 1,002 件のうち、指定取消し（67 件）や指定停止（61 件）の割合は、12.8％

に止まり、ほとんどが口頭注意や文書注意等の行政指導である。 

この理由としては、指定取消し等の処分は、不利益処分となるため、行政手続法に則った聴聞

委員会の設置等、水道事業者の業務量が非常に増加すること、また、対応する職員が減ってい

ることが原因と推測され、水道事業者が違反行為を処分しにくい状況にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3）苦情や相談の状況 

    水道事業者へ寄せられた水道利用者からの苦情のほとんどは、修繕工事の際に発生していると考

えられ、平成 25 年度の苦情件数は 4,864 件となっている。その内容を分析すると、対応が遅い

（20.3％）、連絡不通（14.5％）、対応拒否（6.4％）等のお客様サービス意識が欠けているケースが 

 

図-５ 違反の内容 

【その他の主な違反行為】 

・メーターの不正使用 

・検査前通水 

・指定事業者以外の施行 

・工事申請の不備 

・虚偽報告 

839件,
47.3%

38件,
2.1%

81件,
4.6%

115件,
6.5%

324件,
18.3%

98件,
5.5%

279件,
15.7% 無届工事

クロスコネクション

基準不適合材料使用

指定材料の不使用

指導監督に応じない

安全管理の怠り

その他

図-６ 違反行為の処分・指導状況 

違反件数 処分、指導件数 割合

給水人口

５万人超 1,144 683 59.7%

給水人口

５万人以下 596 319 53.5%

合　計 1,740 1,002 57.6%

合計 1,740 件 
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41.2％と多く、続いて、対応が悪い（17.8％）、押し売り（8.6％）、過大広告（0.6％）等のモラル

に問題があるケースが 27.0％、施工不良による再漏水や漏水個所を特定できない等の技術力に問題

がるケースが 10.7％、高額請求が 12.8％、その他 8.3％となっている。（図-７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     また、国民生活センター及び全国の消費生活センター等に寄せられた水道工事（衛生設備工事）

及び水道等の修理サービスに関する消費生活相談件数（提供元：独立行政法人国民生活センター）

では、平成 20 年水道課長通知以降も 1,000 件前後で横這いで推移し減っていない。（図-８） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4）給水装置工事の事故状況 

    （公財）給水工事技術振興財団が平成 27 年３月に水道事業者（計画給水人口上位 400 事業者）

と関係工業会（給水管、給水用具類関係工業会 18 団体）に実施した「給水装置の事故に関するア 

 

図-７ 苦情の内容 

【その他の主な苦情内容】 

・十分な説明不足 

・手続きの不備 

756件,
14.5%

1057件,
20.3%

554件,
10.7%

925件,
17.8%

667件,
12.8%

332件,
6.4%

446件,
8.6%

31件,
0.6%

433件,
8.3% 連絡不通

対応が遅い

施行不良

対応が悪い

費用が高額

対応拒否

押し売り

過大公告

その他

【水道工事及び水道等の修理サービスに係る主な相談内容】 

・家の水道が水漏れし慌てて電話帳で修理業者を探した。６

～７件電話したが、全部「忙しい」と断られた。理由が嘘

と分かり不満だ。 

・水道管の漏水の修理をしたが、工事の始末がずさんだ。 

・蛇口水漏れのため業者にパッキンの交換をしてもらったが

２万３千円もかかった。 

・台所の床下の水道管から水漏れがあり業者に電話をした。

見積もりだけを頼むつもりだったが配管を外され強引に

契約させられた。 

・修理を依頼したが、依頼者である当方に作業を手伝わせ、

言葉の上げ足を取り、作業中も文句と愚痴を言われ不愉快

だった 

・マグネットに記載の業者へ連絡し修理を依頼。工事は終了

したが、翌日再度水が漏れ修理できていない 

・見積を依頼したが、対応が遅かったので別業者に工事依頼

した。当該業者から嫌がらせを受けている。 

図-８ 国民生活センター、消費生活センター等に寄せられた相談件数（2015年 4月 21日までのＰＩＯ-ＮＥＴ登録分） 

≪ 図-８の注釈≫ 
注）1「水道工事に関する相談」について 

「水道水」、「給水設備（全般）」、「貯水槽」、「水道管」、「水道混合栓」、「蛇口」、「活水・浄水装置」、「他の給水設備」の「衛生設備工事」について集計 

注)２「水道等の修理サービスに関する相談」について】 

「水道水」、「給水設備（全般）」、「貯水槽」、「水道管」、「水道混合栓」、「蛇口」、「活水・浄水装置」、「他の給水設備」の「修理サービス」について集計 

合計 4,864 件 

- 7 -



 

 

ンケート調査」（回答率 60.3％）では、平成 18 年度から平成 26 年度までにおける配水管の分岐か

ら水道メーターまでの給水装置工事に関する事故件数は 100 件となっており、その主な内容は誤分

岐接続 11 件、誤穿孔 6 件、分岐穿孔時の事故 52 件（内 サドル付き分水栓での事故=51 件）、配管

工事での事故 9 件等となっている。（図-９） 

これは、水道法施行規則第 36 条第 2 号に規定する「適切に作業を行うことのできる技能を有す

る者」（配管技能者）としての技能、知識の不足や、適正な配置がなされていないことが原因と考

えられる。また、水道メーター以降の事故（クロスコネクション、合成樹脂管等への有機溶剤の浸

透、パッキン離脱等）も 293 件発生している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）指定工事事業者制度の施行状況の評価 

指定工事事業者制度については、現在、99.8％の水道事業者（1372 者中 1369 者）で導入され、

指定工事事業者も９倍以上増加しており、広域的な事業活動や新規参入者に対して門戸開放を行う

という指定工事事業者制度の所期の目的を達成していると評価される。なお、導入していない 3 者

は別荘地域のﾘｿﾞｰﾄ会社等である。 

また、平成 19 年検討委員会の検討結果を踏まえ発出された平成 20 年水道課長通知に示す課題解

決の具体的対策についての実施状況と効果については以下のとおりである。 

 

（具体的対策の実施状況） 

①指定工事事業者に対する講習・研修の実施 

指定工事事業者への講習会の実施率は 45.5％と、まだ半数以上の水道事業者が未実施であり、

講習会を実施していても 42.1％の指定工事事業者が不参加となっている。 

②主任技術者に対する研修の実施 

（公財）給水工事技術振興財団が実施している主任技術者への研修（e-ラーニング）の受講者数

は年平均で 495 者（H20.8～H26 年度末、年最大 963 者）となっている。 

 

 

 

図-９ サドル付分水栓による分岐工事の事故原因と要因（推定） 
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③需要者のニーズに応じた指定工事事業者に関する情報提供、各主体からの啓発・広報活動の充実 

約９割の水道事業者が指定工事事業者に関する情報提供を実施しており情報の内容は名称、所在

地、電話番号がメインとなっている。休業日や対応時間の情報提供は少なく、修繕工事の対応可

否について情報提供をしている水道事業者は 4.4％となっている。 

④指定工事事業者の取消しの処分基準の整備 

65.2％の水道事業者で処分基準を作成している一方で 35％が未作成であり、また、違反行為に

対して処分や指導を行った割合は 57.6％である。 

⑤適切な配管技能者の確保 

公益財団法人給水工事技術振興財団のアンケート調査結果（平成 24 年及び 25 年度、大臣認可

水道事業者等 356 事業者が回答）によると、「技能を有する者」の資格等を供給規定等に明示し

ている水道事業者は 82 事業者（約 23％）となっている。 

 

（効 果） 

①指定工事事業者への講習会を実施している水道事業者では違反・苦情割合が低くなっている。 

（図-10） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②修繕工事に対応可能な指定工事事業者の情報提供をしている水道事業者では苦情割合が低くな

っている。（図-11） 

※修繕対応の可否情報については、提供している水道事業者が 4.4％とサンプル数が少ないため、明確な評価は難しいが、苦

情の減少に一定の効果があると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-10 講習会実施の有無による違反、苦情割合 

図-11 修繕対応の可否状況の提供による苦情割合 
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以上のことから、平成 20 年水道課長通知で示された具体的対策については、水道事業者等におい

て実施が進められ、違反や苦情等のトラブルの減少に一定の効果が認められる一方、各種対策が完

全には実施されていない実態も明らかとなった。 

また、実態調査結果から、現場では依然として苦情や違反、事故が発生し、不明工事事業者の存

在等、新たな課題も認められており、これらの問題や課題に対し、更なる方策の検討が必要と考え

る。 

 

 

４．指定工事事業者制度に関する課題 

  「２.指定工事事業者制度に係る実態調査」で示すアンケート調査結果及びその他の実態調査結果

の分析から、現行制度に対する問題や課題が明らかとなった。本検討会では、現行制度の問題や課

題を整理し、改善を要する主な課題とその課題解決の方向性と対策案について取りまとめた。 

 

（1）改善を要する主な課題  

｢３、指定工事事業者制度の現状｣から、現行制度の課題として大きく２点（①、②）が挙げられ

る。また、①には、①-1 から①-3 までの３つの課題が内在している。 

 

 

 

（2）課題の要因  

各課題の主な要因を以下に整理する。なお、「① 指定工事事業者・主任技術者等の技術力や

モラル、お客さまサービス意識の不足」については、①-1から①-3までの内在する課題その

ものが主な要因と考えられる。 

 

1）「①-１指定工事事業者・主任技術者等の実態把握が不十分（不明工事事業者が存在）」となる主な

要因 

（実態把握が不十分） 

・水道事業者において、指定工事事業者の技術力や実績等を継続的に確認する方法がない。 

・水道事業者において、最新の技術情報や給水材料等の知識を有しているか等、主任技術者の技

術力の確認が難しい。 

・水道事業者において、配管技能者の配置について確認が難しい。 

（不明工事事業者の存在） 

・指定工事事業者が法令に規定される変更、廃止等の届出を適切に行っていない。 

 

① 指定工事事業者・主任技術者等の技術力やモラル、お客さまサービス意識の不足 

  ①-1 指定工事事業者・主任技術者等の実態把握が不十分（不明工事事業者が存在） 

  ①-2 指定工事事業者、主任技術者等に対する講習会の実施が不十分 

  ①-3 指定工事事業者に対する処分、指導監督が不十分 

② 指定工事事業者に関する水道利用者への情報提供の不足 
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・不明工事事業者の所在確認等を行う水道事業者の人員・体制が乏しい。（当該給水区域外に所

在する指定工事事業者の調査・把握はさらに困難等） 

・不明工事事業者の指定工事事業者リストからの削除（指定取消）に係る水道事業者の業務量が

膨大。 

 

2）「①-2指定工事事業者、主任技術者等に対する講習会の実施が不十分」となる主な要因 

（指定工事事業者に対する講習会） 

・講習会の実施及び参加は任意であり強制力がない。（実施：水道事業者、参加：指定工事事業

者） 

・指定工事事業者にとって受講者への優遇等、不参加者との区別がない。 

・開催費用のほか、講師・会場確保、資料準備等の講習会開催に係る水道事業者の負担が大きい。 

・時間面と費用面において指定工事事業者の受講の負担が大きい。特に複数の水道事業者から指

定を受けている工事事業者は、それぞれの講習会を受講すると負担が大きい。 

（主任技術者等に対する講習会） 

・指定工事事業者に求められている主任技術者および配管技能者等に対する研修機会の確保は法

令上努力義務であり強制力がない。 

 

3）「①-3指定工事事業者に対する処分、指導監督が不十分」となる主な要因 

・約 35％の水道事業者において処分基準が整備されていない。（（公社）日本水道協会が参考例 

として示した「指定給水装置工事事業者の違反行為に係る処分基準例」（平成 19年 11月 15日）

等が十分活用されていない） 

・指定の取消処分は聴聞等の手続きが必要。 

・人員が不足している水道事業者では十分な指導監督が困難。（特に中小の水道事業者） 

 

4）「②指定工事事業者に関する水道利用者への情報提供の不足」となる主な要因 

    指定工事事業者に関する情報提供のうち、指定工事事業者の名称、所在地、電話番号などの基本

的な情報の提供は約９割の水道事業者で行われているが、修繕対応可能な指定工事事業者の情報提

供は 4.4％であるなど水道利用者にとって必要と考えられる情報提供まで行っている水道事業者は

少ない状況である。 

   指定工事事業者に関する水道利用者への情報提供が不足している要因としては以下の事項が考

えられる。 

・水道事業者において情報提供に必要な情報の収集が困難。（業務量が膨大、人員の不足） 

・水道利用者が必要としている情報の提供に対して水道事業者の意識が不足。 

 

 

５．指定工事事業者制度に係る課題解決の方向性と対策案 

   本検討会では、「４.指定工事事業者制度に係る課題」で整理した改善を要する課題について、解決

の方向性と考えられる（1）から（6）までを整理し、各方向性について対策案を取りまとめた。「対 
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策案の概要」、「期待される効果」、「留意事項」を以下に記す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、対策案の検討に当たっては、以下の事項に留意した。 

○実現可能性のある仕組みづくり 

・水道事業者、特に小規模水道事業者の体制を考慮した仕組みづくり 

  ・指定工事事業者の過度な負担とならない仕組みづくり 

○平成 19年度の検討結果からステップアップした解決方策の検討 

○規制緩和を考慮した方策の検討 

※現行の指定工事事業者制度は、国の規制緩和推進の方向性を受けて平成８年の水道法改正

により創設されたもの 

  

（1）指定工事事業者制度への更新制の導入 

（対策案の概要） 

指定工事事業者の指定に一定の有効期間を設け、一定年で更新しなければ失効するものとする。

指定の更新は、指定工事事業者の申請により行い、水道事業者は、水道法に規定する指定の基準（選

任する主任技術者、工具類の保有、欠格条項）について確認する。 

また、更新の申請に併せて、配管技能者の従事状況、主任技術者等の研修機会の確保状況等の

事業の運営の基準に規定される事項を確認し、さらには配管技能者の資格、指定工事事業者の講習

会受講状況、修繕対応の可否等の情報について届出を求めることも考えられる。 

（期待される効果） 

指定工事事業者制度への更新制の導入により、水道事業者は指定工事事業者の事業実態を定期

的に把握でき、指導や監督が行いやすい環境となる。また、これまで難しかった不明工事事業者の

排除を自動的に行える。 

さらに、水道事業者が指定工事事業者の各種情報や実態を把握することで、指定工事事業者側

の意識向上にもつながり、違反行為や苦情の減少が期待される。 

（留意事項） 

  ・水道事業者や指定工事事業者にとって過度の負担とならない仕組みづくり 

   【考慮する点】 

①複数の水道事業者から指定を受けている工事事業者の取扱いを含め、事務手続きや更新手数

料の軽減、申請様式の統一などを検討 

 

  （課題解決の方向性） 

（1）指定工事事業者制度への更新制の導入 

（2）適切な配管技能者の適正な配置の促進 

（3）主任技術者の講習会受講の促進 

（4）指定工事事業者講習会の実施の促進 

（5）処分環境の整備 

（6）水道利用者への情報提供の充実 
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②更新事務の平準化を考慮した既存指定工事事業者の更新の進め方の検討 

③既に更新制を導入している下水道事業等を参考とした負担軽減方法の検討 

  ・各確認事項の具体的確認内容と方法の検討 

  ・制度設計等の検討期間や周知・準備期間が必要 

 

（2）適切な配管技能者の適正な配置の促進 

（対策案の概要） 

国は、配管技能者の資格等を明確にするため、供給規程等への明示について周知徹底を行う。

（「給水装置工事の適正な施行について」（平成 23年 8月 30日付け厚生労働省健康局水道課事務連

絡）の再周知） 

水道事業者は、指定工事事業者の指定の更新時に、配管技能者の従事状況やその配管技能者が

有する資格等の確認を行う。また、給水装置工事の申請の際に、配置する配管技能者の資格等を書

類により確認する。 

（期待される効果） 

適切な配管技能者の適正な配置の促進により、配水管の分岐工事における施工不良等の重大事

故を未然に防止できる。 

また、指定工事事業者において配管技能者の養成が促進される。 

（留意事項） 

 ・（公財）給水工事技術振興財団が実施している検定会などを含めた、適切な配管技能者を養成す

る機会の提供についての検討 

 ・水道事業者自らが実施する給水装置工事において、配管技能者の配置の徹底を図る。（配水管更

新工事等における給水装置の切替え工事など） 

 ・法令上、配管技能者は配水管の分岐から水道メーターまでの給水装置工事に従事する者であり、

水道メーター下流側の工事において配置を求められていない。 

 

（3）主任技術者の講習会受講の促進 

（対策案の概要） 

水道事業者は、指定工事事業者の指定の更新時に、選任する主任技術者の講習会の受講実績を

確認する。受講実績が確認できない場合には、水道法施行規則に定める事業の運営の基準に従い研

修機会の確保に努めるよう指定工事事業者に対し指導を行う。 

また、指定試験機関である(公財)給水工事技術振興財団は、主任技術者の資質向上のため、技

能、技術者倫理及び技術者制度に関する試験項目の追加・充実等、主任技術者試験の内容の見直し

について検討を行う。 

（期待される効果） 

主任技術者の講習会受講の促進により、指定工事事業者や主任技術者の技術力及び意識の向上

につながり、適正な給水装置工事が確保され、違反行為や苦情の減少が期待される。 

（留意事項） 

・主任技術者の技術力の維持・向上に必要な研修機会の提供についての検討 

 ※既存の研修会として、(公財)給水工事技術振興財団や管工事事業者の組合主催のものがある。 
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<参考>「給水装置工事事業者の指定制度等の適正な運用について」（平成 20 年 3 月 21 日厚生労働省健康局水道

課長通知）（以下「水道課長通知」という。）で示した主任技術者への研修内容 

   ・給水装置及び給水装置工事法に関する最新の情報技術 

   ・給水装置の事故事例と対策技術 

   ・給水装置の故障・異常の原因と修繕工事法 

   ・主任技術者の職務と役割 

・時間面、費用面など主任技術者の過度な負担とならない仕組みづくり（例えば e ラーニングに

よる研修） 

 ・複数の主任技術者を選任している指定工事事業者の講習会受講実績の取り扱い 

 ・講習会受講が評価され、受講者や指定工事事業者にとって受講がメリットとなる仕組みの検討

（講習会受講実績の確認方法も含めて検討） 

 

（4）指定工事事業者講習会の実施の促進 

（対策案の概要） 

水道事業者は、指定工事事業者の指定の更新時に、指定工事事業者としての講習会の受講実績

を確認する。 

国は、水道事業者に対し、さらなる講習会の実施率向上と、指定工事事業者のモラルやお客さ

まサービス意識の向上のため、接遇対応の追加等、講習内容の充実を図るよう求める。 

<参考>水道課長通知で示した指定工事事業者への講習内容 

   ・水道法令における給水装置に関連する規定の再確認 

   ・給水装置に関連する行政や法令の動向に関する情報 

   ・給水装置に関する事故事例と防止のための留意事項 

   ・需要者への給水装置の維持管理等に関する普及啓発の実施に関する事項 

   ・水道事業者から需要者に提供する指定工事事業者の情報に関する事項 

   ・水道事業者が定める配水管の分岐から水道メーターまでの工事上の条件の改定情報 

（期待される効果） 

指定工事事業者講習会の実施の促進により、指定工事事業者の技術力の確保やお客様サービス

意識が向上し、利用者とのトラブルや苦情、違反行為の減少が期待できる。 

（留意事項） 

 ・広域開催など水道事業者間の連携等による中小水道事業者にも負担が少ない効率的な講習会開

催の検討（広域開催とする場合の講習会実施主体等） 

 ・複数の水道事業者から指定を受けている工事事業者の講習会受講実績の取扱い 

 ・受講率向上のため、指定の更新時に受講実績が確認できない場合、指定工事事業者に対し指導

を行うことが必要 

  

（5）処分環境の整備 

（対策案の概要） 

国は、水道事業者における処分基準の整備について再周知を行う。 

また、(公社)日本水道協会は、前回例示した処分基準例に加えて、処分事務に関する解説、処

分事例、様式例等を示すなど、水道事業者が適切に処分を実施できる環境整備について検討する。 
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（期待される効果） 

処分環境の整備により、適正で公平な処分の実施が可能となり、悪質な工事事業者を排除する

とともに、指定工事事業者の意識が向上し違反行為の抑制につながる。 

（留意事項） 

 ・不利益処分である指定の取消は、行政手続法に基づく聴聞等が必要 

 ・水道事業者の処分基準の整備状況について、認可権者が把握・指導することが必要 

 ・給水装置工事をしようとする者は、あらかじめ水道事業者に申込み、その承認を得なければな

らないが、これを行わずに工事を実施する「無届工事」が 839件発生（厚労省ｱﾝｹｰﾄ H25年度実

績）しており、このような事案への対策案の検討（過料等を科す条例を制定する対応が可能で

あることを周知等） 

※中には水道事業者の指定を受けていない工事事業者や指定取消の処分を受けた工事事業者が

故意に無届工事を行う悪質な事例もある 

・一部の水道事業者で導入している優良な指定工事事業者を表彰する制度の調査、好事例の展開

を検討 

 

（6）水道利用者への情報提供の充実 

（対策案の概要） 

水道事業者は、水道利用者に提供する指定工事事業者に関する情報について、指定工事事業者 

の更新時に取得した修繕対応の可否等の情報を加えることにより内容の充実を図る。また修繕時の

トラブル防止や悪質商法に関する情報等についても提供を行う。なお、情報提供に当たっては、ウ

ェブサイトの他にリーフレット等の積極的活用を検討する。 

（期待される効果） 

水道利用者への情報提供の充実により、水道利用者から指定工事事業者への修繕工事等の依頼 

が円滑化されるなど、苦情の減少に一定の効果があると考えられる。また、水道利用者が正しい

知識を会得し、トラブルに巻き込まれない方策としても期待される。 

（留意事項） 

・修繕対応の可否に係る情報の他に、更新時に取得した指定工事事業者、主任技術者の講習会受

講実績や配管技能者の従事状況等の情報を活用した情報提供について検討 

※これらの情報提供により、水道利用者が修繕等の給水装置工事を依頼する際の参考となると

ともに、指定工事事業者がより適正な事業運営を図るようになることが期待される。 

・公表の手法については、新規参入への阻害の防止や適正な競争確保の観点から検討が必要 

・消費生活センターと水道事業者との連携による情報発信の方策の検討 

・一部の水道事業者で導入している優良な指定工事事業者を表彰する制度の調査、好事例の展開

を検討（再掲） 

 

 

６．今後の検討課題 

指定工事事業者に係る諸課題への対応としては、まずは「５.指定工事事業者制度に係る課題

解決の方向性と対策案」に記載した対策を講じることが重要であるが、更なる方策としては、以 
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下の事項が考えられる。また、施行後一定の期間を経過した場合において、施行の状況や効果に

ついて確認するべきである。 

・適正な事業運営を実施している「優良」な指定工事事業者に対する優遇措置 

※客観的で公正な評価基準と研修機会の確保等の環境整備が必要 

・指定工事事業者の指定要件の厳格化（主任技術者の雇用関係の義務づけ等） 

※ただし規制緩和に逆行する側面があることに留意が必要 

・主任技術者の更新制度の創設 

・配管技能者の資格要件の法令規定 

・処分された工事事業者の情報の活用 

 

 

７．まとめ 

  本検討会では、指定工事事業者制度の問題点や課題を整理し、６項目の課題解決の方向性と対策案

を提示した。（参考資料１） 

その中で指定工事事業者制度への更新制の導入は、中心となる対策案となる。（参考資料２） 

更新制の導入により、水道事業者はこれまで難しかった不明工事事業者の排除が自動的に行えるよう

になるとともに、水道法に定める指定の基準の再確認に併せて、指定工事事業者や主任技術者の講習

会受講状況、配管技能者の従事状況、修繕対応の可否等の事業実態を定期的に確認することができ、

これを指導・監督に活かすことが期待される。 

また、修繕対応の可否等の情報を水道利用者への情報提供に活用することで情報提供の充実を図る

ことが可能となる。 

指定工事事業者は、更新時の確認事項である主任技術者の講習会受講や適正な配管技能者の配置な 

どの事業運営の基準を遵守するなど、自らの資質や技術を向上する意識が高まり、クロスコネクショ

ン、配水管の分岐工事における施工不良等の事故防止に繋がることが期待される。 

水道利用者には、水道事業者をはじめとする各関係者からの適切な情報提供と対話により、指定工

事事業者への修繕工事等の依頼の円滑化や給水装置に関する正しい知識を会得することが期待され

る。 

こうした取組みは、指定工事事業者全体の信頼の向上にも寄与するものと考えられる。 

 

最後に、指定工事事業者制度をより適正な制度とし、安全で信頼される給水装置工事を確保してい

くためには、水道事業者、指定工事事業者、水道利用者に加えて、国における制度の検討や指導、(公

財)給水工事技術振興財団、(公社)日本水道協会、全国管工事業協同組合連合会などの関係団体によ

る研修機会の提供や技術指針・テキスト類の作成等による支援、建築業者と指定工事事業者の現場で

の連携と水道利用者への適切な対応、消費生活センターと水道事業者との連携した啓発活動など、各

関係者の理解と協力によって、課題解決に向けた取組を推進していくことが不可欠である。 

 

 

（以上） 
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・安全で信頼される給水装置工事の確保 
 

・違反行為・苦情・トラブルの減少 

指定給水装置工事事業者制度に係る課題解決の 

方向性と対策案（概略）のイメージ図 
 

●指定工事事業者や主任技術者の技術

力やお客様サービスの向上 

●クロスコネクション・分岐工事の施工

不良等の事故防止 

●悪質な工事事業者の排除 

●修繕工事等の依頼の円滑化 

●水道利用者が正しい知識を会得 

●不明工事事業者の自動排除 

●定期的な事業実態の確認 

（確認事項） 

・指定要件 

・指定工事事業者、主任技術者の講習会

受講状況 

・配管技能者の配置と資格等 

・修繕対応の可否等 

指定工事事業者制度への更新制の導入 

主任技術者の 
講習会受講の 

促進 
●研修機会の確保、受講し
やすい環境の整備等 

適切な配管 
技能者の適正な 
配置の促進 

●工事の際の資格等
の確認等 

処分環境の整備 

●処分基準作成の徹底
等 

指定工事事業者 
講習会の実施の 

促進 
●実施率向上の仕組
みづくり（広域化
等） 

●講習内容の充実等 

●指導・監督 

水道利用者
への情報提供

の充実 
●修繕対応が可能な
指定工事事業者の
情報提供の促進等 

情報の 

活用 

参考資料 ２ 
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８ 第１回 検討会会議資料 

 

 

 

 

第１回 指定給水装置工事事業者制度に係る検討会 
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（平成２７年度厚生労働省受託） 

 

第 1 回 指定給水装置工事事業者制度に係る検討会 

 

議事次第 

 

１．日 時 平成２７年５月２５日（月）１４時３０分～１７時００分 

 

２．場 所 日本水道協会７階 第１会議室 

 

３．議 題 

（１）指定給水装置工事事業者制度に係る検討会の設置及び運営について 

（２）検討会の全体スケジュール及び検討内容案について 

（３）指定給水装置工事事業者制度の概要について 

（４）指定給水装置工事事業者制度に係る実態調査結果について 

（５）指定給水装置工事事業者制度の具体的な問題点の把握と整理について 

（６）その他 

 

４．配布資料 

資料１ 平成 27 年度指定給水装置工事事業者制度に係る検討会開催要綱 

資料２ 平成 27 年度指定給水装置工事事業者制度に係る検討会 

全体スケジュール及び検討内容案 

資料３ 指定給水装置工事事業者制度の概要 

資料４ 指定給水装置工事事業者制度に係る実態調査結果 

資料５ 検討会の論点 

 

５．参考資料 

参考資料１ 厚生労働省アンケート調査結果 

参考資料２ 日本水道協会アンケート調査結果 

参考資料３ 水道法関連条文 

参考資料４ 健水発第 0321001号「給水装置工事事業者の適正な運用について」 

（平成 20 年３月 21 日水道課長通知） 
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平成 27年度指定給水装置工事事業者制度に係る検討会 

開催要綱 

 

１. 趣旨 

平成８年の水道法改正により創設した指定給水装置工事事業者制度（以下、「指定事

業者制度」という。）については、厚生労働省が制度創設から１０年を経過した平成１

９年に「指定給水装置工事事業者制度に関する検討委員会」を開催し、施行状況の把握

と評価、課題と解決の方向を取りまとめ、「給水装置工事事業者の指定制度等の適正な

運用について（平成 20年 3月 21日、健水発第 03221001号 水道課長通知）」により、

指定事業者及び給水装置工事主任技術者に対する講習会等の実施、需要者への情報提供、

指定取消しの処分基準の整備、適切な配管技能者の確保等について所要の措置を講じる

よう求めたため、水道事業者や関係団体において、それらの取組みを進めてきたところ

である。 

しかしながら現在においても、給水装置工事に関して水道事業者が指定事業者の所在

確認が取れない、無届工事や不良工事など、一部の指定事業者に係るトラブルが依然と

して発生しており、厚生労働省に対しては、関係団体からは対策の実施の要望があげら

れ、また、厚生科学審議会生活環境水道部会（平成 27年 2月 5日開催）においても指

定事業者制度の実態把握や評価とともに、今後のあり方等について検討を進めるべきと

の意見が寄せられている。 

そのため、厚生労働省健康局水道課は、「平成 27年度給水装置の構造材質及び指定給

水装置工事事業者制度に関する調査検討業務」を委託により実施し、その受託者である

日本水道協会が、有識者の参加による本検討会を開催するものである。本検討会では、

現行の指定事業者制度の問題点、課題等の実態を具体的に把握・評価し、また、その結

果を基に今後の指定事業者制度についての課題解決の方向性や対策案について検討す

るものである 

 

２. 検討会の委員 

（1）委員は、別紙のとおりとし、うち１名を座長とする。 

（2）座長は委員の互選により選任する。 

（3）座長は検討会を代表し、会務を総括する。 

（4）座長に事故があるときは、委員のうちからあらかじめ座長が指名する者がその職務

を代理する。 

 

 

 

資料１ 

平成 27年 5月 25日 
指定給水装置工事事業者制度 

に係る検討会 
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３. 検討事項 

（1）指定事業者制度に関する現状について 

・指定事業者制度の概要の確認 

・指定事業者制度の具体的問題点の把握と整理 

（2）指定事業者制度に関する課題について 

・解決すべき課題の設定 

（3）課題解決の方向性について 

（4）方向性を踏まえた対策案（概略）について 

（5）取りまとめ 

 

４. 検討スケジュール（予定） 

第１回 平成 27年５月中旬 

・指定事業者制度に関する現状について 

第２回 平成 27年６月下旬 

・指定事業者制度に関する課題について 

・課題解決の方向性について 

第３回 平成 27年９月頃 

・課題解決の方向性について 

・方向性を踏まえた対策案（概略）について 

第４回 平成 27年 11月から 12月 

・方向性を踏まえた対策案（概略）について 

・取りまとめ 

 

５. その他 

（1）検討会は、業務受託者が開催する。 

（2）検討会は、原則公開とする。ただし議事内容により非公開とする場合は、開催予定

とともに非公開である旨及びその理由を公開するものとする。 

（3）検討会の庶務は、業務受託者において行う。 

（4）本要綱に記載のないものについては、別途定めるものとする。 

 

 

 

（以上） 
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平成２７年度指定給水装置工事事業者制度に係る検討会委員名簿 

 

 
氏 名 所属・役職 

 伊藤 雅喜 
国立保健医療科学院 

生活環境研究部 上席主任研究官 

 
江郷 道生 

公益財団法人給水工事技術振興財団 

専務理事 

 
北野 守康 

東京都水道局  

給水部 給水課長 

 楠 茂樹 上智大学大学院法学研究科 教授 

 
見城  美枝子 青森大学副学長 

 
小松 佳和 

岡山市水道局  

営業課 課長代理 

 
清水 かほる 

(公社)全国消費生活相談員協会中部支部 

支部長 

 長岡 裕 
東京都市大学工学部 

都市工学科 教授 

 
古米 弘明 

東京大学大学院工学系研究科 

附属水環境制御研究センター 教授 

 
松井 正孝 

一般社団法人住宅生産団体連合会 

建築規制合理化委員会WG 座長 

 
渡辺 皓 

全国管工事業協同組合連合会  

副会長 

 
１１名  

（敬称略 五十音順 所属・役職は委嘱時のもの） 

別 紙 
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平成２７年度指定給水装置工事事業者制度に係る検討会 

全体スケジュール及び検討内容（案） 

 

 

回 日程 検討内容 

１ 

平成 27年 

5月中旬 

指定事業者制度に関する現状について 

・指定事業者制度の概要の確認 

・指定事業者制度の具体的問題点の把握と整理 

 

２ 

6月下旬 指定事業者制度に関する課題について 

・解決すべき課題の設定 

課題解決の方向性について 

・課題解決の方向性の検討 

 

３ 

9月頃 課題解決の方向性について 

・課題解決の方向性の検討と整理 

方向性を踏まえた対策案（概略）について 

・対策案（概略）の検討 

 

４ 

11月 

～ 

12月 

方向性を踏まえた対策案（概略）について 

・対策案（概略）の検討と整理 

取りまとめ 

 

   

－ 

平成 28年 

2月頃 

※厚生科学審議会生活環境水道部会への報告 

・検討会の審議概要について 

 

 

 

 

資料 ２ 

平成 27年 5月 25日 
指定給水装置工事事業者制度 
に係る検討会 
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指定給水装置工事事業者制度に係る実態調査結果 

 

１．調査目的 

   平成８年の水道法改正により創設した指定給水装置工事事業者制度（以下「指定事業者制度」

という。）については、制度創設から 10年を経過した平成 19年に「指定給水装置工事事業者制度

に関する検討委員会」を開催し、施行状況の把握と評価、課題と解決の方向を検討し、「給水装置

工事事業者の指定制度等の適正な運用について（平成 20年 3月 21日、健水発第 03221001号 水

道課長通知）」により、改善を要する課題に対する具体的な解決方法が示され、水道事業者や関係

団体において、それらの取組みを進めてきたところである。 

しかしながら現在においても、一部の指定給水装置工事事業者（以下「指定事業者」という。）

に係るトラブルが依然として発生しており、関係団体からは対策の実施の要望があげられ、今後

のあり方等について検討を進めるべきとの意見が寄せられている。 

ついては、現行の指定事業者の問題点、課題等の実態を具体的に把握することを目的に、厚生

労働省健康局水道課と日本水道協会にて、アンケート調査を実施したものである。 

 

２．調査方法 

（１）厚生労働省健康局水道課 

① 調査期間：平成 27年１月 13日から平成 27年２月６日 

② 調査対象：水道事業者（簡易水道事業者を除く） 平成 26年３月 31日現在 1,401者 

③ 回答者数：1,372水道事業者 

（２）公益社団法人 日本水道協会 

① 調査期間：平成 27年１月 27日から平成 27年２月 16日 

② 調査対象：大規模 14水道事業者（東京都、大阪市、広島市、札幌市、仙台市、横浜市、千葉

県、名古屋市、新潟市、京都市、神戸市、岡山市、福岡市、北九州市） 

③ 回答者数：14事業者 

 

３．調査結果の概要 

※数値に係る箇所は、すべて厚生労働省調査結果であり、日本水道協会調査結果は具体的な事例

や水道事業者の主な意見としてとりまとめている。 

（１）指定事業者の状況 

  ① 指定事業者制度を実施している水道事業者 

    

 

 

 

 

 

 

資料 ４ 

 

【ポイント】 

○ 指定事業者制度は、99.6％のほぼすべての水

道事業者で実施されている。 

図-１ 指定事業者制度実施状況 

99.6%

0.4%

実施している 実施していない

実施している 実施していない

全体 1,366 6

給水人口5万人超 431 0

給水人口5万人以下 935 6

平成 27年 5月 25日 
指定給水装置工事事業者制度 

に係る検討会 
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② 指定事業者数及び給水装置工事主任技術者（以下「主任技術者」という。）の免状交付の推移 

    

水道法改正の平成 9年から 25年度末における指定事業者数の推移については、約 2.5万者から

約 22.8万者と 9倍以上となっている。 

このことから、全国一律の指定要件を定め、新規事業者に対して門戸開放を行うという指定事

業者制度の所期目的を達成していると評価される。 

   指定を受けた水道事業者の給水区域内に所在する指定事業者数は、直近の 5年間では微増傾向

にあり、一方で給水区域外に所在する指定事業者数は、平成 13年に給水区域内の事業者数を上回

り、以後増加が続き給水区域内の事業者の２倍程度となっている。<図-２参照> 

   また、主任技術者の免状交付数については、指定事業者数と同様に年々増加傾向にある。 

<図-３参照> 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ポイント】 

○ 指定事業者及び主任技術者は年々増加している。特に指定事業者は平成９年から９倍以上

の増加。 

○ 全国一律の指定要件を定め、新規事業者に対し門戸開放を行うという指定事業者制度の所

期目的を達成しているといえる。 
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図-２ 指定事業者数の推移 

※H17、18年度については、調査未実施 
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図-３ 主任技術者数の推移 
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③ 給水人口別の指定事業者数の状況 

 

 

 

指定事業者の所在については、給水人口 5万人超の水道事業者では、40.4％が給水区域内に所

在しているのに対し、給水人口 5万人以下の水道事業者では、25.5％にとどまっている。 

<図-４参照> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定申請内容等の現状 

① 指定事業者申請の状況（平成 25年度申請分） 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

指定申請 廃止申請 休止申請 再開申請 変更申請

全体 8,045 2,268 299 44 10,256

給水人口5万人超 4,067 1,439 173 19 6,296

給水人口5万人以下 3,978 829 126 25 3,960

50.6%
63.4% 57.9%

43.2%

61.4%

49.4%
36.6% 42.1%

56.8%

38.6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

指定申請 廃止申請 休止申請 再開申請 変更申請

給水人口5万人超 給水人口5万人以下

図-４ 給水人口別の指定事業者数 

図-５ 指定事業者の申請件数 

給水区域内 給水区域外 合計

全体 76,262 151,290 227,552

給水人口5万人超 49,528 73,177 122,705

給水人口5万人以下 26,734 78,113 104,847

【ポイント】 

○ 小規模水道事業者の方が給水区域外の指定事業者の割合が高い。 

【ポイント】 

○ 指定事業者に係る水道事業者への申請は、変更、指定、廃止、休止、再開の順に多くなっ

ている。 

33.5%

40.4%

25.5%

66.5%

59.6%

74.5%
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全体

給水人口5万人超
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給水区域内 給水区域外
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（３）新設等の工事実績がない指定事業者 

（平成 25年度に水道事業者に給水装置工事の申請をしていない指定事業者） 

    

 

 

平成 25年度における給水装置工事の新設等の工事実績については、32.3％（約 7.3万者）の指

定事業者において施行の実績が無い結果となった。この理由としては、１）複数の水道事業者で

指定を受けており、当該給水区域以外で業務を行っている、２)一般的に給水装置工事の申請を必

要としない修繕工事を専門としている、３）廃業等で既に事業を行っていない指定事業者が潜在

している、等が想定される。<図-６参照> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４） 連絡のつかない指定事業者（以下「不明事業者」という。） 

※集計対象は給水人口 5万人超の水道事業者（大臣認可）のみ  

（追加調査 調査期間：平成 27年４月６日から平成 27年４月 20日、調査対象：大臣認可水道

事業者、回答数：391水道事業者（回答率 95.6%） ） 

  ① 不明事業者の状況 

 

 

 

 

 

    不明事業者については、給水人口 5万人超の水道事業者において、62.3％の水道事業者が「把

握している（一部、全部に関わらず）」と回答する一方、37.7％の水道事業者は、「把握していな

い」との回答であった。「把握している」と回答した水道事業者における「不明事業者数」は、指

定事業者 79,731者中 3,169者となっており、不明事業者が占める率は 4.0％となった。また、不

明事業者率が最大で 19.6％となっている水道事業者も存在した。<図-７参照> 

 

 

 

 

図-６ 工事実績有無別の指定事業者数 

実績あり 実績なし

全体 154,166 73,386

給水人口5万人超 81,135 41,570

給水人口5万人以下 73,031 31,816

【ポイント】 

○ 約３割の指定事業者が新設等の工事実績が無い。 

【ポイント】 

○ 約４割の水道事業者が、不明事業者を把握していない。 

○ 不明事業者数は、把握されているだけでも、のべ３千者程度存在する。 

○ 指定事業者の約２割が不明事業者である水道事業者も存在する。 
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② 連絡がつかなかった場合の対応  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   不明事業者の所在確認については、約 56.3％の水道事業者が実施している一方、約 43.7％の水

道事業者は実施していない。 

   所在確認の方法については、電話・郵送による確認よりも講習会実施時に合わせて確認する方

法が多数であった。上記以外の方法としては、現地調査、登記簿謄本、役員の住民票の確認によ

る方法等が挙げられている。 

また、水道事業者の連絡不通判明時の対応としては、廃止等の届出指導の他、ホームページ等

の情報提供欄から削除する、取り消し処分を行うといった内容であった。また、対応していない

と回答した水道事業者も 25.0％（回答のあった 220者のうち 55者）存在する。これは、ただ行っ

ていないというだけでなく、そもそも連絡がとれないため処分できないといった意見や、指定取

消しの事務手続きに多くの労力を必要とするといった意見等が挙げられており、対応に苦慮して

いる状況が推測される。<図-８参照> 

 

 

  

図-７ 不明事業者の把握状況及び不明事業者数 

【ポイント】 

○ 約６割の水道事業者が不明事業者の所在確認を行っている。 

○ 所在確認の方法は、電話や郵送よりも講習会の出欠で確認する場合が多い。 

○ 連絡不通が判明した場合、届出指導やホームページ等の情報提供欄からの削除、指定の取

消処分等を実施しているが、対応していないという水道事業者も約３割存在する。 

○ 指定事業者の処分については、連絡がとれないため処分できないといった意見や事務手続

き（所在確認、聴聞会及び違反行為審査委員会の開催等）に多くの労力を必要とするとい

った意見が見られる。 

連絡のつかない指定事業者を把握

しているを回答した水道事業者数

　指定事業者数
　不明事業者数
　　　　(うち　給水区域内) （1460）
　　　　(うち　給水区域外) （1709）

240
79,731
3,169

62.3%,

240水道事業者

37.7%, 

145水道事業者

不明事業者を把握しているか

把握している（一部、全部に関わらず）

把握していない
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③ 不明事業者が存在することによる弊害や不具合（主な意見） 

 

不明事業者がいることの弊害や不具合について調査してみると、水道利用者にとっては、漏水

等の修繕工事の依頼時に連絡が取れないため他の事業者を探す手間が発生する等の弊害が発生す

るとの意見がある。 

水道事業者にとっては、公表している指定事業者のリストに不明事業者が存在することによ

り、水道利用者からの信頼を損ない、苦情につながるとの意見や、制度等の変更に係る通知等を

発出する際に所在が不明のため、円滑な業務に支障をきたすとの意見がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ポイント】 

○ 水道利用者には、連絡不通による業者再選定の負担の他に不安やイライラ感などを与え、

特に漏水等の急を要する際には増大すると考えられる。 

○ 水道事業者にとっては、自ら指定を行った事業者が連絡不通となることで、苦情につなが

るなど水道利用者からの信頼を損なうおそれがある。 

○ 指定事業者に対し、種々の指導や制度改正の通知等を発出することができず、指定事業者

の資質の確保に支障がでること等が懸念される。 

図-８ 連絡がつかなかった場合の対応状況 

【不明事業者に対し対応していない理由】 

・処分をしようにも、連絡が取れないため、処理を進めることができない。 

・指定取消しの事務手続き（所在確認、聴聞会及び違反行為審査委員会の開催等）に多くの労力を必要とする。 
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【不明事業者が存在することによる主な弊害・不具合】 

 

＜水道利用者＞ 

・水道事業者ホームページなどから指定工事事業者を選んでも連絡がとれない。 

・取消処分を行うかどうか確認をしている段階では、指定事業者の情報は局ウェブサイトのページや 

一覧名簿などに残るため、電話をかけても繋がらない。 

・不明事業者になりすました詐欺等の事件が起こり、被害が発生する恐れがある。 

 

＜水道事業者＞ 

・水道局提供の「工事事業者一覧表」に、連絡の取れない工事事業者が存在することで、お客様やその他の

工事事業者に不信感をもたれる。 

・存在や活動状態がわからず、実態が不明となるため、苦情等を受けた場合の対応に苦慮する。 

・水道事業者からの各種案内や連絡事項等が届かず、事務処理等に支障が出る。 

・指定取消しの事務手続き（所在確認、聴聞会及び違反行為審査委員会の開催等）に多くの労力を必要とす

る。 

・「指定」という用語から、一般市民は水道事業者が常時監督しているイメージを有しており、水道局が出し

ている情報の信頼性が損なわれている。 

56.3%,

220水道事業者

43.7%,

171水道事業者

指定事業者の所在確認を行っているか

行っている 行っていない
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（５）違反行為の状況 

  ① 違反行為の件数及び内容 

 

 

 

 

 

水道事業者が把握している違反行為は、主に新設や改造、撤去等の給水装置工事の際に発生し

ているものと考えられる。 

平成 25年度の違反件数は、1,740件となっているが、この他にも水道事業者の指導等により是

正されているものも多いと考えられ、この違反件数は、氷山の一角と推測される。なお、（4）の

不明事業者約３千者の中にも法令に定める届出義務違反（違反行為）となる者が含まれていると

考えられる。 

違反内容については、無届工事が 47.3％と最も多く、続いて水道事業者の指導監督に応じない

ケースが 18.3%と多い。<図-９参照> 

また、少数ではあるが、重大な違反行為であるクロスコネクションも依然として発生してい

る。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【無届工事】 

・許可を得ることなく道路を掘削し、水道事業者への届出なく給水管より分岐及び建築物への接続を行った。 

・申請地への引込み工事の際に、隣接する区画の引込み工事を無届で同時に施工していた。 

 

【クロスコネクション】 

・承認を受けずに新設工事を施工し、なおかつ、量水器筐内に短管を接続、井水配管に接続し水を使用させた。 

 

【指定材料の不使用及び指導監督に従わない】 

・給水装置工事の現場で、当局が定めた規格外の製品を使用していたため、改善指導を行うも、従わず、また当局

へ届け出た内容の工事を施行せず、指導を行うも長期間にわたり放置した。 

・違反行為の繰り返し（文書注意に該当する違反行為を、2 年間に 3 回行った。） 

 

【その他の違反行為】 

・開栓手続きを行わず、局メーターを他の場所から流用し取付け、水を使用できる状態としていた。 

・局へ納入すべき工事費の納付書を偽造し、納入したように見せかけ、工事検査の完了まで手続きを進めた。 

・給水装置所有者に無断で給水装置工事申込書を作成し、虚偽の申請を行った。 

図-９ 違反内容（複数回答） 

【その他の主な違反行為】 

・メーターの不正使用 

・検査前通水 

・指定事業者以外の施行 

・工事申請の不備 

・虚偽報告 

【ポイント】 

○ 無届工事や基準不適合材料等の違反行為は、水道事業者が把握しているだけでも 1,740件発

生している。（氷山の一角）  

○ 水道利用者への影響が大きい重大な違反行為や悪質な違反行為が依然としてある。 

839件,
47.3%

38件,
2.1%

81件,
4.6%

115件,
6.5%

324件,
18.3%

98件,
5.5%

279件,
15.7% 無届工事

クロスコネクション

基準不適合材料使用

指定材料の不使用

指導監督に応じない

安全管理の怠り

その他
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＜参考 違反の発生率＞ 

  給水装置工事に対する違反の発生率を調査したところ、給水人口５万人以下の水道事業者の方

が、給水人口５万超の水道事業者に比べ、違反の発生率は３倍高い。また、区域別の調査では、

区域外の指定事業者が多い水道事業者の方が、区域内の指定事業者が多い水道事業者に比べ同じ

く違反の発生率は約３倍高い。<図-10参照> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）苦情の状況 

  ① 苦情件数及び内容 

 

   水道事業者の寄せられた水道利用者からの苦情のほとんどは、修繕工事の際に発生していると

考えられ、平成 25年度の苦情件数は、4,864件となっている。その内容を分析すると、対応が遅

い（20.3％）、連絡不通（14.5％）、対応拒否（6.4％）等のお客様サービス意識が欠けているケー

スが 41.2％と多く、続いて、対応が悪い（17.8％）、押し売り（8.6％）、過大広告（0.6％）等の

モラルに問題があるケースが 27.0％、施工不良による再漏水や漏水個所を特定できない等の技術

力に問題がるケースが 10.7％、高額請求が 12.8％、その他 8.3％となっている。<図-11参照>  

 

【ポイント】 

○ 水道利用者からの苦情件数は 4,864件であった。 

○ 苦情内容については、指定事業者のお客さまサービス意識やモラルが不足しているものが多

くみられる。 

○ 指定事業者の漏水調査や修繕に関する技術力の不足によるものもみられる。  

図-10 違反の割合 

給水装置

工事件数
違反件数

違反割合
（1,000工事あたり

の違反件数）

給水人口

５万人超 901,646 1144 1.27

給水人口

５万人以下 156,306 596 3.81

給水装置

工事件数
違反件数

違反割合
（1,000工事あたり

の違反件数）

区域内が多い

（50％超） 547,743 462 0.84

区域外が多い

（50％超） 510,209 1278 2.50
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＜参考 苦情の発生率＞ 

給水人口に対する苦情割合を調査したところ、給水人口５万人以下の水道事業者の方が、給水人

口５万人超の水道事業者に比べ、苦情の発生率は約２倍高い。また、区域別の調査では、区域外の

指定事業者が多い水道事業者の方が、区域内の指定事業者が多い水道事業者に比べ、苦情の発生率

は約２倍高い。<図-12参照> 

  

【その他の主な苦情内容】 

・十分な説明不足 

・手続きの不備 

給水人口 苦情件数
苦情割合

（10万人あたり

の苦情件数）

給水人口

５万人超 102,127,520 3,566 3.49

給水人口

５万人以下 17,007,948 1,298 7.63

給水人口 苦情件数
苦情割合

（10万人あたり

の苦情件数）

区域内が多い

（50％超） 59,230,065 1,704 2.88

区域外が多い

（50％超） 59,905,403 3,160 5.27

図-12 苦情の種類と割合 

【お客様サービス意識に問題のあるケース】 

・電話で修繕工事を依頼した際、現地の状況聴取に時間をかけて、早急に対応しなかった。 

・複数の業者に修繕の依頼をしたが，いずれの業者にも断られた。 

・漏水調査を依頼したところ、作業中、工事内容の具体的な説明がなかった。 

 

【モラルに問題のあるケース】 

・工事内容を聞いているだけなのに，横柄な態度でまともに教えてくれなかった。 

・荒い仕事で業者の態度が悪く怖い思いをした。 

・「今すぐ工事しないと大変なことになる」などと不安感をあおり、強引に工事を施行させた。 

 

【技術力に問題のあるケース】 

・漏水箇所を長時間調査するも特定できなかったり、また実際の漏水箇所とは異なる場所を指摘された。 

・修繕が不十分で、一度修繕が完了した箇所から数カ月後、再度漏水が発生した。 

・埋戻し材料の転圧作業もしくは，穿孔作業の影響と思われる配水管の濁水が発生した。 

図-11 苦情の内容 
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0.6%

433件,
8.3% 連絡不通

対応が遅い

施行不良

対応が悪い

費用が高額

対応拒否

押し売り

過大公告

その他

3.49 

7.63 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

苦
情
割
合

１
０
万
人
あ
た
り
の
苦
情
件
数

給水人口５万人超 給水人口５万人以下

2.88 

5.27 

0

1

2

3

4

5

6

苦
情
割
合

１
０
万
人
あ
た
り
の
苦
情
件
数

区域内が多い（50％超）

区域外が多い（50％超）

- 52 -



 

② 国民生活センター、消費生活センター等に寄せられた消費生活相談件数及び内容 

 

 

 

 

 国民生活センター及び全国の消費生活センター等に寄せられた、水道工事（衛生設備工事）及び

水道等の修理サービスに関する消費生活相談は、横這いで推移し、減っていない。<図-13参照> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）違反行為の処分の状況 

  ① 処分基準の有無 

 

  指定事業者の処分基準の有無については、1,344水道事業者のうち 876水道事業者（約 65.2％）

で作成されている。給水人口５万人超の水道事業者では、76.2％の水道事業者が作成しているが、

給水人口５万人以下の水道事業者では、60.0％に止まり、給水人口５万人以下の水道事業者の処分

基準の作成率が低い。<図-14参照> 

【ポイント】 

○ 処分基準は 876の水道事業者で作成されている。（約６５％） 

○ 給水人口５万人以下の水道事業者の方が処分基準の作成率が低い。  

【水道工事及び水道等の修理サービスに係る主な相談内容】 

・家の水道が水漏れし慌てて電話帳で修理業者を探した。６

～７件電話したが、全部「忙しい」と断られた。理由が嘘と

分かり不満だ。 

・水道管の漏水の修理をしたが、工事の始末がずさんだ。 

・蛇口水漏れのため業者にパッキンの交換をしてもらったが

２万３千円もかかった。 

・台所の床下の水道管から水漏れがあり業者に電話をした。

見積もりだけを頼むつもりだったが配管を外され強引に契

約させられた。 

・修理を依頼したが、依頼者である当方に作業を手伝わせ、言

葉の上げ足を取り、作業中も文句と愚痴を言われ不愉快だ

った 

・マグネットに記載の業者へ連絡し修理を依頼。工事は終了

したが、翌日再度水が漏れ修理できていない 

・見積を依頼したが、対応が遅かったので別業者に工事依頼

した。当該業者から嫌がらせを受けている。 図-13 国民生活センター、消費生活センター等に 

寄せられた相談件数 

（2015年 4月 21日までのＰＩＯ-ＮＥＴ登録分） 

図-12 苦情の割合 

【ポイント】 

○ 水道工事や水道等の修理サービスに関する消費生活相談は横這いで推移し減っていない。 

図-13の注釈 

【「水道工事に関する相談」について】 

「水道水」、「給水設備（全般）」、「貯水槽」、「水道管」、「水道混合栓」、「蛇口」、「活水・浄水装置」、「他の給水設備」

の「衛生設備工事」について集計しています。 

 

【「水道等の修理サービスに関する相談」について】 

「水道水」、「給水設備（全般）」、「貯水槽」、「水道管」、「水道混合栓」、「蛇口」、「活水・浄水装置」、「他の給水設備」

の「修理サービス」について集計しています。 
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② 処分状況 

 

 

 

 

 

    違反行為（1,740件）に対し、指定取消しや指定停止、また口頭注意や文書注意等の処分

（1,002件）を行った割合は、57.6％に止まり、すべての違反行為に対し、適切に処分が行えてい

ない実態が分かる。 

   この理由としては、指定取消し等の処分は、不利益処分となるため、行政手続法に則った聴聞

委員会の設置等、水道事業者の業務量が非常に増加し、また、対応する職員が減っていることが

原因だと推測され、水道事業者が違反行為を処分しにくい現状がある。 

<図-15参照> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

図-14 指定事業者の処分基準の有無 

図-15 違反行為の処分状況 

【ポイント】 

○ 違反行為（1,740件）に対し処分（1,002件）を行った割合は約６割に止まり、違反行為のす

べてに対して処分が行えているわけではない。 

○ 水道事業者が違反行為を処分しにくい現状がある。  

【主な理由】 

・処分に関する要綱に基づく聴聞会の開催や事務手続等の事務量

に時間を要することから，すべてについては対応しきれていない 

・すべての違反に厳密に指定の取消処分などを行うことは、行政処

分の手続きにかかる時間や実務から見て不可能である。 

 

327水道事業者,
76.2%

102水道事業者,
23.8%

給水人口５万人超

あり なし

549水道事業者,
60.0%
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給水人口５万人以下
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違反件数 処分件数 割合

給水人口

５万人超 1,144 683 59.7%

給水人口

５万人以下 596 319 53.5%

合　計 1,740 1,002 57.6%
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【参 考】 

     法令に定める事業の廃止や変更等の届出がなされていない違反行為（不明事業者数 3,169者）

も含めた、違反に対する処分割合は、15.8％と非常に低い。 

 

 

 

 

 

 

 

③ 指定取消し・停止に至った割合 

 

 

 

 

   

 処分（1,002件）のうち、指定取消し（67件）や指定停止（61件）に至った割合は、12.8％に

止まり、口頭注意や文書注意で処分している水道事業者がほとんどである。また、小規模事業者

の方が、指定取消しや指定停止に至っていない現状がある。 

<図-16参照> 

 

 

 

 

 

 

  

※不明事業者数は給水人口５万人超の水道事業者（大臣認可）のみ集計 

【ポイント】 

○ 処分のうち、指定取消しや指定停止に至った割合は、１割強に止まり口頭注意や文書注意で

処分している水道事業者が多い。 

○ 小規模な水道事業者ほど、指定取消しや指定停止に至っていない現状がある。  

図-16 指定取消し・停止に至った割合 

処分件数 割合

違反件数 不明事業者数 計

1,144 3,169 4,313

違反件数

給水人口

５万人超 683 15.8%

処分件数
指定取消し

指定停止
割合

給水人口

５万人超 683 102 14.9%

給水人口

５万人以下 319 26 8.2%

合　計 1,002 128 12.8%
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（８）指定事業者に対する講習会の実施状況 

  ① 講習会の実施状況 

 

 

 

 

   講習会の実施率については、全体で 45.5％であり、特に給水人口５万人以下の水道事業者におい

ては、63.3％の水道事業者が、いまだに講習会を実施していない。<図-17参照>  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 講習会の参加状況 

 

 

 

 

①で示したとおり、講習会の実施率は 45.5％となっており、講習会を実施していても不参加率

が 42.1％と非常に高い。<図-18参照> 

これは、講習会の参加に強制力がなく、不参加事業者に対する明確な対処方法もないためだと

考えられる。また、給水人口５万人超の水道事業者の不参加率が高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ポイント】 

○ 講習会を実施していない水道事業者が全体の半数以上ある。 

○ 特に小規模な水道事業者では講習会の実施率が低い。 

図-17 講習会の実施率 

【ポイント】 

○ 講習会を実施していても４割強の指定事業者が不参加である。 

○ 特に大規模な水道事業者では講習会の不参加率が高い。 

図-18 講習会の不参加率 

水道事業者数 実施数 実施率

給水人口

５万人超 429 277 64.6%

給水人口

５万人以下 922 338 36.7%

合　計 1351 615 45.5%

対象事業者数 不参加数 割合

給水人口

５万人超 213,043 98,120 46.1%

給水人口

５万人以下 62,798 18,095 28.8%

合　計 275,841 116,215 42.1%
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③ 講習会の効果・成果 

 

 

 

 

ア、講習会実施の有無による、給水装置工事に対する違反割合を調査したところ、給水人口５万

人超の水道事業者では、講習会を実施していない水道事業者の違反割合が、講習会を実施して

いる水道事業者に比べ、約 2.5倍高い。また、給水人口５万人以下の水道事業者でも同様に、

講習会を実施していない水道事業者の違反割合が、講習会を実施している水道事業者に比べ高

い。 

<図-19参照> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【ポイント】 

○ 違反行為に関しては講習会実施の一定の効果があると考えられる。 

○ 苦情に関しては講習会実施の効果が現れていると評価できる。 

図-19 講習会実施の有無による違反割合 

【講習会の問題点】 

・講習会への明確な参加義務がなく、欠席者への直接的な処分等の対応が行えない。 

・不参加事業者への対応も明確なものがなく、不参加事業者が常習化してきている。 

・不参加の業者も多い中で参加業者との区別化が問われている。 

・会場確保、指定事業者への通知、連絡、問い合わせ対応など、水道事業体の負担が大きい 

・連絡がない事業者に対して、参加率向上のため取り組みを行うと負荷が増加する。 

・講習会を受講したことによる効果が不明確、指定事業者の中にも負担を感じており、講習会の意義等に疑義を

持っている指定事業者がある。 
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イ、講習会実施の有無による、給水人口に対する苦情割合に関しては、講習会を実施していない

水道事業者の苦情割合が、講習会を実施している水道事業者に比べ、約２倍高い。<図-20参照> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９）水道事業者の取り組み事例 

  ① 指定事業者に関する水道利用者への情報提供 

 

 

 

 

 

指定事業者に関する水道利用者への情報提供は、約 90.6％の水道事業者で情報提供を行っている

が、給水人口５万人以下の水道事業者では情報提供を行っていない割合が高い。 

情報提供手段としては、ホームページへの掲載が圧倒的に多く 1,221事業者のうち、1,077事業

体を占めており、約 88.2％となっている。 

また、情報提供の内容としては、指定要件となっている指定事業者の名称や所在地のほか、電話

番号を提供している水道事業者が圧倒的に多いが、休業日や対応時間まで提供している水道事業者

は非常に少ない。<図-21～23参照> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図-21 情報の提供手段 

【ポイント】 

○ 各９割の水道事業者が情報提供を行っているが、情報提供を行っていない水道事業者も１割

ほど存在する。 

○ 指定事業者の休業日や対応時間まで情報提供している水道事業者は非常に少ない。 

図-20 講習会実施の有無による苦情割合 
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  ② 修繕対応の可否情報の提供 

   

 

 

 

ア 修繕対応情報の提供の実施 

水道事業者（1,347事業者）のうち、修繕対応の可否情報を提供している水道事業者（59事業

者）の割合は、4.4％となっている。特に給水人口５万人以下の水道事業者では、917事業者のう

ち、情報提供を行っている水道事業者（20事業者）の割合は、2.2％しかいない。<図-24参照> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 修繕対応情報の提供の効果 

修繕対応の可否情報を提供している水道事業者の給水人口に対する苦情の発生割合は、情報を

提供していない水道事業者に比べて約３倍少なかった。 

これは、苦情の主な原因が修繕工事に関することとなっており、指定事業者の中には修繕工事

に対応していない事業者も多いことから、修繕対応の可否情報を提供することで、対応拒否や対

応が悪いといった苦情の減少につながっていると推測される。 

修繕対応の可否情報については、提供している水道事業者が 4.4％とサンプル数が少ないた

め、明確な評価は難しいが、苦情の減少に一定の効果があると考えられる。<図-25参照> 

図-22 水道利用者への情報提供 図-23 情報提供の内容 
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※複数回答可

【ポイント】 

○ 修繕対応の可否情報を提供している水道事業者は 4.4％と非常に少ない。 

○ 修繕対応の可否情報の提供は苦情の減少に一定の効果があると考えられる。 

図-24 修繕対応の可否情報の提供割合 
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 ③ 優良事業者制度の現状 

 

 

 

   

ア 優良事業者制度の実施状況 

優良事業者制度（優良表彰等）については、回答のあった 1,350事業者のうち、46事業者にお

いて実施している。基準としている項目については、給水装置工事の実績、技術力、処分の有

無、緊急修繕などの対応状況、配水管整備等の請負工事実績などがある。 

<図-26・27参照> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図-26 優良事業者制度実施の有無 図-27 優良事業者制度の基準項目 
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図-25 修繕対応の可否状況の提供による苦情割合 

【ポイント】 

○ 優良事業者制度を実施している水道事業者は全体の 3.4％と非常に少ない。 

○ 優良事業者制度の実施は違反、処分、苦情の減少に一定の効果があると考えられる。 
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  イ 優良事業者制度の効果 

優良事業者制度の有無によって、違反、処分、苦情件数の割合の違いがあるかどうかを、比較

検証したところ、優良事業者制度を導入にしている水道事業者の方が、違反、処分、苦情の全て

において割合が低かった。優良事業者制度を実施している水道事業者が 3.4％とサンプル数が非

常に少ないため、明確な評価は難しいが、優良事業者制度は苦情の減少に一定の効果があると考

えられる。<図-28参照> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
図-28 優良事業者制度実施による効果 
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（10）水道事業者の現行制度への問題意識 

 

 

 

 

 

   現行制度への問題意識としては、指定事業者の実態把握が困難と回答した事業者が約 70％と最

も多く、次に、指定事業者のモラル・技術力と回答した事業体が 40％強あり、主任技術者のモラ

ル・技術力と回答した事業体は 30％弱であった。水道事業者の審査、検査体制、水道事業者の技

術力と回答した事業者は、20％強存在し、指定事業者や主任技術者だけでなく、水道事業者自身

の体制にも課題があるという回答もあった。なお、全ての項目において、給水人口 5万人超の水

道事業者の方が懸念有りと回答した割合が多かった。<図-29参照> 

   また、制度全般に対する意見として、現行の「指定の要件」に技術力等を確認する規定がない

ため、実力を伴わない事業者が多く、「指定の要件」の見直しを行い、より厳格化する必要がある

との意見や、水道法第２５条の３第１項第３号ニに規定する「不正又は不誠実な行為」の規定は

抽象的であり、全国で統一した判断基準が必要など、多くの要望が寄せられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図-29 現行制度の問題点 

 

【主な意見】 

 

・指定事業者は構造材質基準を担保する適格な

事業者であるため、「指定の要件」を見直し、

より厳格化する必要がある。 

・現在、指定を申請する際の要件の確認は提出

された書面のみであるため、事業所への立入

検査等、実態を確認できる仕組みが必要。 

・水道法第２５条の３第１項第３号ニに規定す

る「不正又は不誠実な行為をするおそれ」の

規定は抽象的であり、お客さまとトラブルを

頻発させる事業者に対する処分が難しく、全

国で統一した判断基準の作成が必要。 

・優良事業者とそうでない業者があり、優良な

事業者と判断できる基準が必要｡ 

・一事業体で指定取消し等の処分を受けた事業

者は、全国で同一の処分となるような取扱い

を検討。 

・「○○市水道局指定」給水装置工事事業者とい

う名称が市民の誤解（市の独自の基準をクリ

アした高水準の優良事業者であるかのような

誤解）を招いており、しばしば市が指定した

ことへの責任を問われる事態を引き起こして

いるため、名称変更を伴う法改正を検討。 
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【ポイント】 

○ 約７割の水道事業者が指定事業者の実態把握に苦慮している。 

○ 指定事業者や主任技術者の技術力やモラルに対し問題意識を持っている。 

○ 指定要件の強化や全国統一した処分基準について必要性を感じている。 
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検討会の論点 

～本検討会（第 1回）において特に議論していただきたい事項～ 

 

●指定事業者制度の具体的問題点の把握と整理。 

（それぞれの視点による問題点） 

・水道事業者の視点 

・水道工事業者（指定事業者）の視点 

・建築工事業者の視点 

・水道利用者の視点 

 

（各種問題の主な発生要因の種類） 

・制度上によるもの 

・水道事業者側によるもの 

・工事業者側によるもの 

・水道利用者側によるもの 

 

 

 

 

 

 

資料 ５ 

平成 27年 5月 25日 
指定給水装置工事事業者制度 

に係る検討会 
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アンケート調査に基づく問題事例及び主に考えられる問題発生要因（たたき台） 

項目 具体的な問題事例 主に考えられる問題発生要因 解決の方向性 

（1）不明

事業者 

 

 

○約４割の水道事業者が、不明事業者を把握していない。 

○不明事業者は把握されているだけでも３千者存在する。 

○連絡不通が判明した場合でも、対応していないという水道事業

者が約３割存在する。 

○指定事業者の処分については、連絡がとれないため処分できな

いといった意見や事務手続き（所在確認、聴聞会及び違反行為審

査委員会の開催等）に多くの労力を必要とするといった意見が見

られる。 

○水道利用者には、連絡不通による業者再選定の負担の他に不安

やイライラ感などを与え、特に漏水等の急を要する際には増大す

ると考えられる。 

○水道事業者にとっては、自ら指定を行った事業者が連絡不通と

なることで、苦情につながるなど水道利用者からの信頼を損なう

おそれがある。 

○指定事業者に対し、種々の指導や制度改正の通知等を発出する

ことができず、指定事業者の資質の確保に支障がでること等が懸

念される。 

 

 

○指定事業者の変更届の未提出 

○水道事業者の指定事業者管理

不足 

○処分に係る事務手続きの煩雑

さ 

 

 

（2）違反

行為 

 

○無届工事や基準不適合材料等の違反行為は、水道事業者が把握

しているだけでも 1,740件発生している。（氷山の一角）  

○水道利用者への影響が大きいクロスコネクション等の重大な

違反行為や虚偽申請等の悪質な違反行為が依然としてある。 

 

 

○指定事業者の技術力、モラル不

足 

○水道事業者の指導、監督不足 

○処分が適切に行われていない 

 

 

（3）苦情

の状況 

 

○水道利用者からの苦情件数は 4,864件あった。 

○苦情内容については、「連絡不通」「対応が遅い、悪い」「費用

が高額」等が多くみられる。 

○指定事業者の漏水調査や修繕に関する技術力の不足によるも

のもみられる。 

○水道に係る工事や修理・サービスに関する苦情・相談は横這い

で推移し減っていない。 

 

 

○工事施工業者（指定事業者を含

む）の技術力、モラル不足 

○指定要件が緩いことによる不

良業者の増加 

○水道事業者の情報提供不足 

 

 

（4）違反

行為の

処分の

状況 

 

○指定事業者の処分基準は、４割の水道事業者で作成されていな

い。 

○違反行為に対し処分を行った割合は６割に止まっている。 

○指定取消し等の処分は、不利益処分となるため、行政手続法に

則った処分が必要となり、聴聞委員会の設置等、水道事業者の業

務量が非常に増加し、また、それに対応する職員が減っている。 

○処分のうち、指定取消しや指定停止に至った割合は、１割強に

止まり口頭注意や文書注意で処分している水道事業者が多い。 

 

 

○処分基準が整備されていない 

○処分に係る事務手続きの煩雑

さ 

○水道事業者の人員不足 

○処分基準が統一されていない 

 

 

（5）講習

会 

 

○講習会を実施していない水道事業者が全体の半数以上ある。 

○講習会を実施していても４割強の指定事業者が不参加である。 

 

 

○講習会開催に係る水道事業者

の負担が大きい 

○講習会への参加義務がない 

○講習会受講による効果が不明

確 

 

 

 

（6）水道

事業者

の取り

組み事

例 

 

○情報提供を行っていない水道事業者が１割ほど存在する。 

○指定事業者の休業日や対応時間まで情報提供している水道事

業者は非常に少ない。 

○修繕対応の可否情報を提供している水道事業者は 4.4％と非常

に少ない。 

○優良事業者制度を実施している水道事業者は全体の 3.4％と非

常に少ない。 

 

○情報提供の必要性の理解不足 

○水道事業者の人員不足 
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水道法関連条文 

 

○水道法（昭和三十二年六月十五日法律第百七十七号）（抄） 

 

(用語の定義) 

第三条 １～８ 略 

９ この法律において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設し

た配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。 

１０ 略 

１１ この法律において「給水装置工事」とは、給水装置の設置又は変更の工事をいう。 

１２ 略 

 

(給水装置の構造及び材質) 

第十六条 水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質

が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者

の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者

に対する給水を停止することができる。 

 

(給水装置工事) 

第十六条の二 水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及び

材質が前条の規定に基づく政令で定める基準に適合することを確保するため、当該水道事

業者の給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者の

指定をすることができる。 

２ 水道事業者は、前項の指定をしたときは、供給規程の定めるところにより、当該水道に

よつて水の供給を受ける者の給水装置が当該水道事業者又は当該指定を受けた者(以下

「指定給水装置工事事業者」という。)の施行した給水装置工事に係るものであることを

供給条件とすることができる。 

３ 前項の場合において、水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置

が当該水道事業者又は指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでな

いときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその

者に対する給水を停止することができる。ただし、厚生労働省令で定める給水装置の軽微

な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質が前条の規定に基づく政令で定める

基準に適合していることが確認されたときは、この限りでない。 

 

 (給水装置の検査) 

第十七条 水道事業者は、日出後日没前に限り、その職員をして、当該水道によつて水の供

給を受ける者の土地又は建物に立ち入り、給水装置を検査させることができる。ただし、

人の看守し、若しくは人の住居に使用する建物又は閉鎖された門内に立ち入るときは、そ

の看守者、居住者又はこれらに代るべき者の同意を得なければならない。 

２ 前項の規定により給水装置の検査に従事する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、

関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 

 

参考資料３ 

平成27年5月25日 
指定給水装置工事事業者制度 
に係る検討会 
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(検査の請求) 

第十八条 水道事業によつて水の供給を受ける者は、当該水道事業者に対して、給水装置の

検査及び供給を受ける水の水質検査を請求することができる。 

２ 水道事業者は、前項の規定による請求を受けたときは、すみやかに検査を行い、その結

果を請求者に通知しなければならない。 

 

第三節 指定給水装置工事事業者 

 (指定の申請) 

第二十五条の二 第十六条の二第一項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により

行う。 

２ 第十六条の二第一項の指定を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、

次に掲げる事項を記載した申請書を水道事業者に提出しなければならない。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 

二 当該水道事業者の給水区域について給水装置工事の事業を行う事業所(以下この節にお

いて単に「事業所」という。)の名称及び所在地並びに第二十五条の四第一項の規定によ

りそれぞれの事業所において選任されることとなる給水装置工事主任技術者の氏名 

三 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数 

四 その他厚生労働省令で定める事項 

 

 (指定の基準) 

第二十五条の三 水道事業者は、第十六条の二第一項の指定の申請をした者が次の各号のい

ずれにも適合していると認めるときは、同項の指定をしなければならない。 

一 事業所ごとに、次条第一項の規定により給水装置工事主任技術者として選任されること

となる者を置く者であること。 

二 厚生労働省令で定める機械器具を有する者であること。 

三 次のいずれにも該当しない者であること。 

イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 

ロ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなく

なつた日から二年を経過しない者 

ハ 第二十五条の十一第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経

過しない者 

ニ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由

がある者 

ホ 法人であつて、その役員のうちにイからニまでのいずれかに該当する者があるもの 

２ 水道事業者は、第十六条の二第一項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周

知させる措置をとらなければならない。 

 

(給水装置工事主任技術者) 

第二十五条の四 指定給水装置工事事業者は、事業所ごとに、第三項各号に掲げる職務をさ

せるため、厚生労働省令で定めるところにより、給水装置工事主任技術者免状の交付を受

けている者のうちから、給水装置工事主任技術者を選任しなければならない。 

２ 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事主任技術者を選任したときは、遅滞なく、そ

の旨を水道事業者に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。 

３ 給水装置工事主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。 

一 給水装置工事に関する技術上の管理 
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二 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督 

三 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が第十六条の規定に基づく政令で定める基

準に適合していることの確認 

四 その他厚生労働省令で定める職務 

４ 給水装置工事に従事する者は、給水装置工事主任技術者がその職務として行う指導に従

わなければならない。 

 

(給水装置工事主任技術者免状) 

第二十五条の五 給水装置工事主任技術者免状は、給水装置工事主任技術者試験に合格した

者に対し、厚生労働大臣が交付する。 

２ 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、給水装置工事主任技術

者免状の交付を行わないことができる。 

一 次項の規定により給水装置工事主任技術者免状の返納を命ぜられ、その日から一年を経

過しない者 

二 この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなく

なつた日から二年を経過しない者 

３ 厚生労働大臣は、給水装置工事主任技術者免状の交付を受けている者がこの法律に違反

したときは、その給水装置工事主任技術者免状の返納を命ずることができる。 

４ 前三項に規定するもののほか、給水装置工事主任技術者免状の交付、書換え交付、再交

付及び返納に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 

 

(給水装置工事主任技術者試験) 

第二十五条の六 給水装置工事主任技術者試験は、給水装置工事主任技術者として必要な知

識及び技能について、厚生労働大臣が行う。 

２ 給水装置工事主任技術者試験は、給水装置工事に関して三年以上の実務の経験を有する

者でなければ、受けることができない。 

３ 給水装置工事主任技術者試験の試験科目、受験手続その他給水装置工事主任技術者試験

の実施細目は、厚生労働省令で定める。 

 

(変更の届出等) 

第二十五条の七 指定給水装置工事事業者は、事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令

で定める事項に変更があつたとき、又は給水装置工事の事業を廃止し、休止し、若しくは

再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を水道事業者に届け出なけ

ればならない。 

 

(事業の基準) 

第二十五条の八 指定給水装置工事事業者は、厚生労働省令で定める給水装置工事の事業の

運営に関する基準に従い、適正な給水装置工事の事業の運営に努めなければならない。 

 

(給水装置工事主任技術者の立会い) 

第二十五条の九 水道事業者は、第十七条第一項の規定による給水装置の検査を行うときは、

当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定給水装置工事事業者に対し、当該給水装

置工事を施行した事業所に係る給水装置工事主任技術者を検査に立ち会わせることを求

めることができる。 
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(報告又は資料の提出) 

第二十五条の十 水道事業者は、指定給水装置工事事業者に対し、当該指定給水装置工事事

業者が給水区域において施行した給水装置工事に関し必要な報告又は資料の提出を求め

ることができる。 

 

(指定の取消し) 

第二十五条の十一 水道事業者は、指定給水装置工事事業者が次の各号のいずれかに該当す

るときは、第十六条の二第一項の指定を取り消すことができる。 

一 第二十五条の三第一項各号に適合しなくなつたとき。 

二 第二十五条の四第一項又は第二項の規定に違反したとき。 

三 第二十五条の七の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 

四 第二十五条の八に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従つた適正な給水

装置工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。 

五 第二十五条の九の規定による水道事業者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じない

とき。 

六 前条の規定による水道事業者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の

報告若しくは資料の提出をしたとき。 

七 その施行する給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であ

るとき。 

八 不正の手段により第十六条の二第一項の指定を受けたとき。 

２ 第二十五条の三第二項の規定は、前項の場合に準用する。 

 

第四節 指定試験機関 

(指定試験機関の指定) 

第二十五条の十二 厚生労働大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、

給水装置工事主任技術者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせる

ことができる。 

２ 指定試験機関の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。 
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○水道法施行令(昭和三十二年十二月十二日政令第三百三十六号) （抄） 

 

(給水装置の構造及び材質の基準) 

第五条 法第十六条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。 

一 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から三十センチメートル以上離れて

いること。 

二 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著

しく過大でないこと。 

三 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。 

四 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れる

おそれがないものであること。 

五 凍結、破壊、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。 

六 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。 

七 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあ

つては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。 

２ 前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、厚生労働省令で定め

る。 
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○水道法施行規則(昭和三十二年十二月十四日厚生省令第四十五号) （抄） 

 

 

第二節 指定給水装置工事事業者 

(指定の申請) 

第十八条 法第二十五条の二第二項の申請書は、様式第一によるものとする。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 

一 法第二十五条の三第一項第三号イからホまでのいずれにも該当しない者であることを誓

約する書類 

二 法人にあつては定款及び登記事項証明書、個人にあつてはその住民票の写し 

３ 前項第一号の書類は、様式第二によるものとする。 

 

第十九条 法第二十五条の二第二項第四号の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げ

るものとする。 

一 法人にあつては、役員の氏名 

二 指定を受けようとする水道事業者の給水区域について給水装置工事の事業を行う事業所

(第二十一条第三項において単に「事業所」という。)において給水装置工事主任技術者と

して選任されることとなる者が法第二十五条の五第一項の規定により交付を受けている

給水装置工事主任技術者免状(以下「免状」という。)の交付番号 

三 事業の範囲 

 

(厚生労働省令で定める機械器具) 

第二十条 法第二十五条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める機械器具は、次の各号に

掲げるものとする。 

一 金切りのこその他の管の切断用の機械器具 

二 やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具 

三 トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具 

四 水圧テストポンプ 

 

(給水装置工事主任技術者の選任) 

第二十一条 指定給水装置工事事業者は、法第十六条の二の指定を受けた日から二週間以内

に給水装置工事主任技術者を選任しなければならない。 

２ 指定給水装置工事事業者は、その選任した給水装置工事主任技術者が欠けるに至つたと

きは、当該事由が発生した日から二週間以内に新たに給水装置工事主任技術者を選任しな

ければならない。 

３ 指定給水装置工事事業者は、前二項の選任を行うに当たつては、一の事業所の給水装置

工事主任技術者が、同時に他の事業所の給水装置工事主任技術者とならないようにしなけ

ればならない。ただし、一の給水装置工事主任技術者が当該二以上の事業所の給水装置工

事主任技術者となつてもその職務を行うに当たつて特に支障がないときは、この限りでな

い。 

 

第二十二条 法第二十五条の四第二項の規定による給水装置工事主任技術者の選任又は解任

の届出は、様式第三によるものとする。 
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(給水装置工事主任技術者の職務) 

第二十三条 法第二十五条の四第三項第四号の厚生労働省令で定める給水装置工事主任技術

者の職務は、水道事業者の給水区域において施行する給水装置工事に関し、当該水道事業

者と次の各号に掲げる連絡又は調整を行うこととする。 

一 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置

の確認に関する連絡調整 

二 第三十六条第一項第二号に掲げる工事に係る工法、工期その他の工事上の条件に関する

連絡調整 

三 給水装置工事(第十三条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。)を完了した旨の連絡 

 

(免状の交付申請) 

第二十四条 法第二十五条の五第一項の規定により給水装置工事主任技術者免状(以下「免

状」という。)の交付を受けようとする者は、様式第四による免状交付申請書に次に掲げ

る書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 

一 戸籍抄本又は住民票の抄本(日本の国籍を有しない者にあつては、これに代わる書面) 

二 第三十三条の規定により交付する合格証書の写し 

 

(免状の様式) 

第二十五条 法第二十五条の五第一項の規定により交付する免状の様式は、様式第五による。 

 

(免状の書換え交付申請) 

第二十六条 免状の交付を受けている者は、免状の記載事項に変更を生じたときは、免状に

戸籍抄本又は住民票の抄本(日本の国籍を有しない者にあつては、これに代わる書面)を添

えて、厚生労働大臣に免状の書換え交付を申請することができる。 

２ 前項の免状の書換え交付の申請書の様式は、様式第六による。 

 

(免状の再交付申請) 

第二十七条 免状の交付を受けている者は、免状を破り、汚し、又は失つたときは、厚生労

働大臣に免状の再交付を申請することができる。 

２ 前項の免状の再交付の申請書の様式は、様式第七による。 

３ 免状を破り、又は汚した者が第一項の申請をする場合には、申請書にその免状を添えな

ければならない。 

４ 免状の交付を受けている者は、免状の再交付を受けた後、失つた免状を発見したときは、

五日以内に、これを厚生労働大臣に返納するものとする。 

 

(免状の返納) 

第二十八条 免状の交付を受けている者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍

法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する死亡又は失そうの届出義務者は、一月以

内に、厚生労働大臣に免状を返納するものとする。 

 

(変更の届出) 

第三十四条 法第二十五条の七の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとす

る。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 

二 法人にあつては、役員の氏名 
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三 給水装置工事主任技術者の氏名又は給水装置工事主任技術者が交付を受けた免状の交付

番号 

２ 第二十五条の七の規定により変更の届出をしようとする者は、当該変更のあつた日から

三十日以内に様式第十による届出書に次に掲げる書類を添えて、水道事業者に提出しなけ

ればならない。 

一 前項第一号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあつては定款及び登記事項証明書、

個人にあつては住民票の写し 

二 前項第二号に掲げる事項の変更の場合には、様式第二による法第二十五条の三第一項第

三号イからホまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類及び登記事項証

明書 

 

(廃止等の届出) 

第三十五条 法第二十五条の七の規定により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとす

る者は、事業を廃止し、又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から三十日以内に、

事業を再開したときは、当該再開の日から十日以内に、様式第十一による届出書を水道事

業者に提出しなければならない。 

 

(事業の運営の基準) 

第三十六条 法第二十五条の八に規定する厚生労働省令で定める給水装置工事の事業の運営

に関する基準は、次の各号に掲げるものとする。 

一 給水装置工事(第十三条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。)ごとに、法第二十五

条の四第一項の規定により選任した給水装置工事主任技術者のうちから、当該工事に関し

て法第二十五条の四第三項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。 

二 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メー

ターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損そ

の他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者

を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実施に監督させること。 

三 水道事業者の給水区域において前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ当該水

道事業者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施

行すること。 

四 給水装置工事主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行

技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。 

五 次に掲げる行為を行わないこと。 

イ 令第五条に規定する基準に適合しない給水装置を設置すること。 

ロ 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。 

六 施行した給水装置工事(第十三条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。)ごとに、第

一号の規定により指名した給水装置工事主任技術者に次の各号に掲げる事項に関する記

録を作成させ、当該記録をその作成の日から三年間保存すること。 

イ 施主の氏名又は名称 

ロ 施行の場所 

ハ 施行完了年月日 

ニ 給水装置工事主任技術者の氏名 

ホ 竣工図 

ヘ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項 

ト 法第二十五条の四第三項第三号の確認の方法及びその結果 
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健水発第０３２１００１号 
平成 ２０年３ 月２１日 

 
各厚生労働大臣認可水道事業者 殿 
 
 

厚生労働省健康局水道課長      
 
 

給水装置工事事業者の指定制度等の適正な運用について 
 
 
民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正

する法律（平成８年法律第 107 号）により改正された水道法（昭和 32 年法律第 177 号。以

下「水道法」という。）により、給水装置工事主任技術者の国家資格を創設するとともに、

統一化、明確化された指定要件の下、給水装置工事事業者を指定する制度を法定する、給

水装置工事に関する規制緩和が行われたところである。 
改正後の水道法の施行から 10 年を経過したことから、有識者による検討会及び厚生科学

審議会生活環境水道部会において、施行の状況について検討、審議を行い、現行制度が水

道の適正を確保する上で重要な役割を果たしていると評価された一方、改善を要する課題

が示され、その解決の方向が取りまとめられた。 
貴職におかれては、下記に示した課題と解決の方向を踏まえて所要の措置を講じ、給水

装置工事事業者の指定制度をより適正に運用いただくようお願いする。 
 

記 

 
１．指定給水装置工事事業者に対する講習・研修の実施 
給水装置工事の施行に当たっての手続きや工事上の条件、事業に変更等があった場合の

水道事業者への届出など、指定給水装置工事事業者の遵守事項に的確な対応がなされてい

ない事例等がみられることから、指定給水装置工事事業者による適正な給水装置工事の施

行の確保に資するため、水道事業者においては、必要に応じて水道事業者間の連携を図り

つつ、指定を行った指定給水装置工事事業者の代表者（ここでは、自社内の周知や教育を

適切に実施できる者をいう。）に対して必要な情報の提供等を行う講習・研修を定期的に実

施するよう努め、その実施に合わせ、水道法第 25 条の７に基づく指定給水装置工事事業者

からの届出に遺漏がないか等の確認にも努められたいこと。こうした講習・研修に含まれ

るべき内容としては、次の事項が挙げられる。 
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テキストボックス
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 (1)水道法令における給水装置に関連する規定の再確認 
 (2)給水装置に関連する行政や法令の動向に関する情報 
 (3)給水装置に関する事故事例と防止のための留意事項 
 (4)需要者への給水装置の維持管理等に関する普及啓発の実施に関する事項 
 (5)水道事業者から需要者に提供する指定給水装置工事事業者の情報に関する事項 
 (6)水道事業者が定める配水管の分岐から水道メーターまでの工事上の条件の改定情報 
なお、社団法人日本水道協会において、水道事業者における円滑な講習・研修の実施に

寄与するため、講習・研修用のテキストの作成等が行われているので、必要に応じ活用さ

れたい。 
 
２．給水装置工事主任技術者等に対する研修の実施 
給水装置工事主任技術者をはじめ給水装置工事に従事する者の技術力の低下を懸念する

指摘がみられることから、給水装置工事主任技術者等の給水装置の施行技術の向上を図る

ため、指定給水装置工事事業者において、水道法第 25 条の８及び同法施行規則第 36 条第

４号の規定に従い、給水装置工事主任技術者等が進展した施行技術等の習得を行える研修

の機会が適時確保されることが必要である。水道事業者においては、指定給水装置工事事

業者が外部機関の研修会への参加等による給水装置工事主任技術者等の研修の機会を適切

に確保するよう、助言、指導に努められたいこと。こうした研修に含まれるべき内容とし

ては、次の事項が挙げられる。 
 (1)給水装置及び給水装置工事法に関する最新の技術情報 
 (2)給水装置の事故事例と対策技術 
 (3)給水装置の故障・異常の原因と修繕工事法 
 (4)給水装置工事主任技術者の職務と役割 
 なお、財団法人給水工事技術振興財団において、給水装置工事主任技術者等に技術情報

の提供等のため研修が行われるので、申し添える。 
 
３．需要者のニーズに応じた指定給水装置工事事業者に関する情報の提供 
 指定給水装置工事事業者に関する情報の不足に起因し、需要者が給水装置の修繕工事を

依頼する際等に問題が生じた事例が報告されていることから、水道事業者としての公共性

に留意した上で、需要者が工事を依頼する指定給水装置工事事業者を選定する際の参考と

なる情報を理解しやすい形式、入手しやすい方法で提供するよう努められたいこと。なお、

当職においても、こうした情報提供に当たっての参考例について検討を進めており、取り

まとまり次第、各水道事業者等に送付することとしている。 
 
４．指定給水装置工事事業者の取消しの処分基準の整備 
 指定給水装置工事事業者の指定取消しについては、水道事業者においてあらかじめ処分
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基準を定め、これに従い指定取消しを行うよう求めているところであるが、水道事業者に

よって処分基準が大きく異なることは適当ではないため、標準的な処分基準例の提示を求

める指摘がある。水道事業者等からのこうした指摘を踏まえた標準的な処分基準例が社団

法人日本水道協会によって作成されており、これらも参考としつつ、必要に応じ処分基準

の見直し等を行い、指定給水装置工事事業者の指定の取消し当たってはその公平な実施に

努められたいこと。 
 
５．各主体からの啓発・広報活動の充実 
 給水装置の維持管理の責任区分や重要性、指定給水装置工事事業者制度の趣旨や概要な

ど、需要者が知っておくべき情報に関して、水道事業者はじめ、給水装置の工事事業者や

製造者における啓発・広報活動の充実、積極的な情報発信が求められるところであり、水

道事業者においては、水道法第 24 条の２及び同法施行規則第 17 条の２第５号に基づき、

需要者に対して定期的に情報の提供を行われたいこと。 
 
６．適切な配管技能者の確保 
水道法施行規則第36条第２号に規定する、配水管から分岐して給水管を設ける工事等の

施行における「適切に作業を行うことができる技能を有する者」については、平成９年８

月11日付け衛水第217号厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課長通知の第４の５の(2)に
より、「配水管への分水栓の取付け、配水管のせん孔、給水管の接合等の配水管から給水管

を分岐する工事に係る作業及び当該分岐部から水道メーターまでの配管工事に係る作業に

ついて、配水管その他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよ

う、適切な資機材、工法、地下埋設物の防護の方法を選択し、正確な作業を実施すること

ができる者」としているところであり、具体的には、水道事業者等によって行われた試験

や講習により、資格を与えられた配管工（配管技能者、その他類似の名称のものを含む。）、

職業能力開発促進法第44条に規定する配管技能士及び同法第24条に規定する都道府県知事

の認定を受けた職業訓練校の配管科の課程の修了者、財団法人給水工事技術振興財団が実

施する配管技能の習得に係る講習の課程を修了した者等が想定されるが、いずれの場合も、

配水管への分水栓の取付け、配水管のせん孔、給水管の接合等の経験を有している必要が

ある。水道事業者においては、配水管の分岐部から水道メーターまでの工事を施行する場

合に「適切に作業を行うことができる技能を有する者」が適切に従事または監督を行うよ

う、指定を行った指定給水装置工事事業者に対する助言、指導に努められたいこと。 
なお、水道事業者が、配水管の分岐部から水道メーターまでの配管作業に従事する者の

要件として、上記の内容を供給規程等に盛り込むことについては差し支えないが、特定の

資格を有しているか否かではなく、実際に必要な技能を有しているか否かにより判断すべ

きものであるので、その運用にあたっては、特定の有資格者に限定することのないよう留

意されたいこと。 
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また、「適切に作業を行うことができる技能を有する者」を養成するための機会を引き続

き確保し、その養成確保により、配管工事に従事する者全体の技能の確保・向上につなげ

ることが求められることから、水道事業者においては、指定給水装置工事事業者に対し社

内でも技能養成の機会の確保に努めるよう助言、指導されたいこと。 
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９ 第２回 検討会会議資料 
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（平成２７年度厚生労働省受託） 

 

第２回 指定給水装置工事事業者制度に係る検討会 

 

議事次第 

 

１．日 時 平成２７年６月２３日（火）１３時００分～１５時００分 

 

２．場 所 日本水道協会８階 第４会議室 

 

３．議 題 

 （１）第 1 回指定給水装置工事事業者制度に係る検討会議事概要について 

（２）指定事業者制度の解決すべき課題の設定と解決の方向性の検討について 

（３）その他 

 

４．配布資料 

資料１ 第１回指定給水装置工事事業者制度に係る検討会議事概要 

資料２ 指定事業者制度の解決すべき課題と解決の方向性（たたき台）  

 

５．参考資料 

参考資料１ 給水人口別指定事業者数 

参考資料２ 指定給水装置工事事業者制度（確認） 

参考資料３ 平成 19 年検討会による具体的対策の実施状況 

参考資料４  解決の方向性に関連した意見（抜粋） 

参考資料５ 平成 19 年指定給水装置工事事業者制度に関する検討会報告書 

参考資料６ 指定給水装置工事事業者制度に係る実態調査結果（第１回検討会資 

料４） 

参考資料７ 健水発第 0321001 号「給水装置工事事業者の指定制度等の適正な 

  運用について」（平成 20 年３月 21 日 水道課長通知）（第１回検討 

会参考資料４） 

参考資料８ 「給水装置工事事業者研修テキスト 2013」（平成 19 年 11 月 9 日初

版発行 日本水道協会）抜粋 

参考資料９ 「給水装置工事の適切な施工とトラブルの防止について」（平成 21

年６月 17 日 水道課事務連絡）抜粋 

参考資料 10 「指定給水装置工事事業者制度に関する要綱例等の送付について」

（平成 19 年 11 月 15 日発出 日本水道協会）抜粋 

参考資料 11 「給水装置工事の適正な施行について」（平成 23 年８月 30 日 水道

課事務連絡） 

参考資料 12 水道法関連条文（第１回検討会参考資料３） 
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第 1回 指定給水装置工事事業者制度に係る検討会議事概要 

 

平成 27年 5月 25日 14時 30分～17時 00分 

日本水道協会 7階第一会議室 

 

１．出席者に関する主な事項 

 委員全員が出席 

 

２．指定給水装置工事事業者制度に係る検討会の設置及び運営について 

・資料 1により検討会設置の趣旨、運営について説明（事務局） 

・座長等の選任 

座長：古米委員、座長代理：伊藤委員 

 

３．検討会の全体スケジュール及び検討内容案について 

 ・資料 2により全体スケジュール及び検討内容について説明（厚生労働省） 

 

４．指定給水装置工事事業者制度の概要について 

 ・資料 3により指定給水装置工事事業者制度の概要について説明（厚生労働省） 

 

５．指定給水装置工事事業者制度に係る実態調査結果について 

 ・資料 4により指定給水装置工事事業者制度に係る実態調査（アンケート）結果について

説明（事務局） 

 （委員からの意見等） 

・P1「指定事業者制度を実施している水道事業者」について、指定事業者制度を実施して

いない水道事業者が、どのように給水装置工事を実施しているかを調査する。 

 ・P2「指定事業者数の推移」について、水道統計などを参考に給水人口別の指定事業者数

の表を作成する。 

 

６．指定給水装置工事事業者制度の具体的な問題点の把握と整理について 

 ・資料 5により本検討会における論点（それぞれの視点による問題点と発生要因の整理）

及びアンケートに基づく問題事例と問題発生要因の例（たたき台）について説明（事務

局） 

（委員からの主な意見等） 

① 水道事業者の視点 

・全国一律の指定要件を定めた指定事業者制度については、差異の無い技術提供が受け

資料 １ 

平成 27年 6月 23日 
指定給水装置工事事業者制度 

に係る検討会 
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られる土台ができた点、お客様が統一的な技術力を前提に指定事業者を自由に選ぶこ

とができるようになった点について評価できる。 

・指定事業者数の激増により、実態把握が困難であるとともに、実働が少ない指定事業

者も見受けられる。また、お客様トラブル、重大な過失等は依然として存在している。 

・違反行為や苦情に対して、度々指導は行っているが、お客様へ誠実に対応をしない、

改善指導に応じない事業者も一部存在する。 

・現行制度ができる前は、各地域独自の厳格な資格基準で運用がなされていたが、現行

制度を一律としたために、お客様トラブル・事故が発生するなどの弊害が出ている。 

・主任技術者、指定事業者の資質の向上、技術力の向上が必要である。 

・指定事業者に求められる資質として、倫理観のようなものが必要である。 

・今後の水道現場の高齢化を危惧し、若手従事者、新規業者の育成策を練らなければな

らない。 

・研修会の参加義務など研修会のあり方に関する議論や、指定の更新制度の導入に関す

る議論を深めていくべきである。 

・指定事業者制度を運用していく中で、継続的に適宜是正を行っていくべきである。 

 

② 水道工事業者（指定事業者）の視点 

・数は非常に少ないが、重大な過失として、クロスコネクションの他に、工業用水管や

下水道管に誤ってせん孔したという事例がある。このような事故が実際に起きている

ということは、適正な技術力を有していない指定事業者が存在するということである。 

・区域外の指定事業者については、実際常駐していない場合も多いので、工事後のアフ

ターケアをしない事業者や、連絡がとれなくなる事業者も存在するようである。 

・新設工事はできても、修繕工事を敬遠する指定事業者も存在するようである。お客様

側は、すべて対応してもらえるという認識にあると想定され、問題のように感じる。 

・水道事業者が実施する講習会に度々参加しない、明らかに営業実態がないのに仕事の

依頼があった時のために指定をとっておく事業者も存在するようである。 

・工事事業者の指定は、全国どこでも一定の条件が整えば、届出で済んでしまう状況に

あることから、非常に数が多くなり、トラブルや事故などが多いのだと感じている。 

・指定事業者には、法律上は主任技術者がいれば良いが、配水管から分岐して給水管を

設ける場合等においては、技能を有するものを従事させることも定められており、指

定事業者には、これを適切に取り入れるべきである。 

・指定事業者にしても、主任技術者にしても一回とったらそこで終わりとしてはいけな

い。両者とも一定の段階で能力を確認する仕組みが必要である。 

・工事事業者の指定条件である主任技術者の配置について、名義貸し工事や主任技術者

の兼任の状況をチェックするためにも更新制度が必要である。 

・指定事業者だけではなく、主任技術者の再講習が必要である。 

・多くの水道事業者が、指定事業者のリストを公表しているが、電話がつながらない等

の状況がある限り、質の高い情報をお客様に提供することは難しいと感じている。 
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③ 建築工事業者の視点 

・ハウスメーカー内で、水道の関係で困った事例があるのか問い合わせたが、大きな問

題は無かった。これは、継続的にお願いしている指定事業者が多く、新規の指定事業

者にお願いすることが少ないからであると考えられる。 

・お客様から直接何か問題や指摘があった際には、まずハウスメーカーあてに来ること

が多く、そこから、指定事業者にお願いしている。そのため、多くのハウスメーカー

では、仮に指定事業者が廃業しても、別の指定事業者を手配する。 

・今後は、給水装置工事を申請するにあたり、どのような工事が申請の対象となるのか

整理した方が良い。 

 

④ 水道利用者の視点 

・第 41 回国民生活動向調査によると、トラブルが発生した場合、消費生活センターな

ど行政の窓口に相談したり伝えたりした割合は、2.8％となっており、実際に行政の窓

口などに寄せられる相談・苦情件数はわずかに過ぎない。 

・消費者が、適正な業者を選べるような消費者力をつけなければならない。そのために

は、啓発が必要である。 

・指定給水装置工事事業者という名称が、各水道事業者があたかも信頼できる事業者と

認定しているような印象を与えており、お客様の誤解を招いている。 

 

７．今後の予定、進め方について 

・第 2回は、平成 27年 6月 23日（火）13時に開催する。 

・事務局において、本日配付資料に今回の検討会での意見を反映させて整理し、次回提出

する。 

・平成 19年開催の検討会で挙げられた問題点とそれに対するこれまでの取組を整理する。

そのうえで今回挙げられた問題を踏まえて、これまでの取組を評価してみる。 

・今後は誰が主体でどのように取組み、関係者がどのように連携すれば課題解決につなが

っていくのかといった視点も重要になってくる。 

・スケジュール感をもって、短期間で実行可能なもの、長期的に取り組むものなどを今後

選別していく。 

 

 

 

（以上） 
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総数 給水区域内 給水区域外

100万人以上 15 19,981 12,790 7,191 1,332

50万～100万人未満 11 6,190 3,550 2,640 563

25万～50万　〃 56 20,486 9,662 10,824 366

10万～25万　〃 144 36,837 12,162 24,675 256

5万～10万　〃 205 39,211 11,364 27,847 191

3万～5万　〃 198 30,100 7,634 22,466 152

2万～3万　〃 148 18,425 4,395 14,030 124

1万～2万　〃 257 27,408 6,222 21,186 107

0.5万～1万　〃 243 22,209 6,531 15,678 91

0.5万人未満 81 5,888 1,646 4,242 73

その他
（給水人口未記入）

8 817 306 511 102

合計 1,366 227,552 76,262 151,290 167

※厚生労働省が実施したアンケート調査において、「指定事業者制度を実施している」と回答した1,366水道事業者が対象

給水人口による区分 水道事業者数
指定事業者数

水道事業者あたりの
指定事業者数

給水人口別指定事業者数

64.0%

57.4%

47.2%

33.0%

29.0%

25.4%

23.9%

22.7%

29.4%

28.0%

33.5%

36.0%

42.6%

52.8%

67.0%

71.0%

74.6%

76.1%

77.3%

70.6%

72.0%

66.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

100万人以上

50万～100万人未満

25万～50万 〃

10万～25万 〃

5万～10万 〃

3万～5万 〃

2万～3万 〃

1万～2万 〃

0.5万～1万 〃

0.5万人未満

合計

給水区域内 給水区域外

参考資料 １

平成27年6月23日
指定給水装置工事事業者制度
に係る検討会
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平成 19年 指定給水装置工事事業者制度に関する検討会 

（趣旨・目的） 

・平成８年に水道法を改正し、給水装置工事事業者の指定要件を全国一律の基準とし

て定めるなど、規制緩和を図った。 

・この制度については、平成８年の水道法改正の施行後１０年を経過した時点で規制

緩和の効果や施行状況について検討を加え、必要な措置を講じることとされていた。 

・平成 19 年の検討会は、指定給水装置工事事業者及び給水装置工事主任技術者に関

する制度の施行状況を評価するとともに、現状の課題解決のための方策について検討

を行った。 

【検討課題】 【課題解決の方向】 

① 廃止届け及び

変更届の不徹底 

③ 需要者への指定

工事事業者に関

する情報の不足 

② 給水装置工事

の施行技術の確

保・向上 

・指定工事事業者に対する定期的研修の実施 

 （研修実施に合わせて届出等を徹底）  

・主任技術者に対する定期的研修の実施 

・主任技術者試験の試験問題について検討 

 →今後の課題 

● 指定給水装置工事事業者に対する講習・研修の実施 
・水道事業者による講習等の定期的実施 

・講習等に併せた届出の遺漏等の確認 
(1)水道法令における給水装置に関連する規定の再確認 

(2)給水装置に関連する行政や法令の動向に関する情報 

(3)給水装置に関する事故事例と防止のための留意事項 

(4)需要者への給水装置の維持管理等に関する普及啓発の実施に関する事項 

(5)水道事業者から需要者に提供する指定給水装置工事事業者の情報に関す

る事項 

(6)水道事業者が定める配水管の分岐から水道メーターまでの工事上の条件

の改定情報 
 

☆ (公社)日本水道協会が研修用テキストを作成 

● 給水装置工事主任技術者等に対する研修の実施 
・主任技術者等の研修機会の適切な確保について指定事業者に対し

て助言・指導 
(1)給水装置及び給水装置工事法に関する最新の技術情報 

(2)給水装置の事故事例と対策技術 

(3)給水装置の故障・異常の原因と修繕工事法 

(4)給水装置工事主任技術者の職務と役割 
 

☆ （公財）給水工事技術振興財団が研修を実施 

● 需要者のニーズに応じた指定給水装置工事事業者に関す

る情報の提供 
・水道利用者が工事を依頼する指定事業者を選定する際に参考とな

る情報を理解しやすく入手しやすい方法で提供 
 

● 各主体からの啓発・広報活動の充実 
・給水装置の維持管理の責任区分や重要性、指定事業者制度の趣旨

や概要について、水道事業者を含め各主体から利用者に対する啓

発・広報活動の充実、積極的な情報発信 
 

（※平成 21年 6 月 事務連絡 「給水装置工事の適切な施工とトラブ

ルの防止のために」）～需要者が知っておくべき給水装置に関する

情報を整理し情報提供の参考例を提示～ 
・修繕工事に対応可能な指定事業者に関する情報提供例 

・悪質商法等に関する広報事例 

・クロスコネクション防止に関する広報事例等 

・水質汚染等危険性の高い施設への立入調査等の措置例 

・情報提供を行う際の関係法令等に係る留意点 

 

● 指定給水装置工事事業者に対する講習・研修の実施 
【実施状況】 

●講習会は水道事業者の 45.5％で実施。（半数以上が未実施） 

●講習会を実施していても 42.1％の指定事業者が不参加。 

【効 果】 

●講習会を実施している水道事業者では違反・苦情割合が低い。 

（未実施の水道事業者に比べ、違反で約 2/5、苦情で約 1/2の低い割合）/ 

● 給水装置工事主任技術者等に対する研修の実施 
【実施状況】 

●(公財)給水工事技術振興財団が実施する研修(e-ラーニング)の受講者数

は、年平均 495者、年最大 963者。(H20.8～H26年度末) 

 

平成 19 年検討会による具体的対策の実施状況 

● 需要者のニーズに応じた指定給水装置工事事業者に関する情報

の提供 
 

● 各主体からの啓発・広報活動の充実 
【実施状況】 

●約９割の水道事業者が指定事業者に関する情報提供を実施。 

●修繕工事に対応可能な指定事業者の情報提供をしている水道事業者は

4.4％。（非常に少ない） 

●給水装置の維持管理の責任区分等の情報提供の状況については把握でき

ていない。 

【効 果】 

●修繕工事に対応可能な指定事業者の情報提供をしている水道事業者の苦

情割合が低い。（未実施の水道事業者に比べ約 1/3の低い割合） 

⑤ 指定取消に関

する問題 

④ 悪質商法に関す

るもの・無資格者

による工事等 

⑥ 給水装置工事

の事業の運営上

の問題 

・指定工事事業者に関する情報を提供 

（事業者リスト等による情報の提供方法を工夫） 

・指定工事事業者に対する定期的研修の実施 

・指定工事事業者に関する情報を提供 

・指定取消しに係る処分基準の整備 

・各主体から水道利用者への啓発・広報活動の充実 

・「技能を有する者」の明確化・周知と適切な配管技能

者の確保 

・指定取消しに係る処分基準の整備 

・情報提供や広報活動の充実、賢い消費者の育成

の観点からの関係者間コミュニケーション 

● 適切な配管技能者の確保 
・法令に定める「適切に作業を行うことができる技能を有する者」

が適切に従事または監督を行うよう助言・指導 

・技能を有する者を養成する機会を確保 
 

（※平成 23年 8 月 事務連絡 「給水装置工事の適正な施行につい

て」）～技能を有する者を供給規定等に明示する等の方策の推進～ 

● 指定給水装置工事事業者の取消しの処分基準の整備 
・処分基準の整備・見直しと取消しの公正な実施 
 

☆(公社)日本水道協会が標準的な処分基準例を作成 

平成 19 年検討会における 

検討課題と課題解決の方向（報告書 抜粋）  

具体的対策  
（※水道事業者宛 平成 20年 3月 21 日 水道課長通知） 

「給水装置工事事業者の指定制度等の適正な運用について」  

 

 

● 指定給水装置工事事業者の取消しの処分基準の整備 
【実施状況】 

●処分基準は 65.2％の水道事業者で作成。（35％は未作成） 

●違反行為に対し処分を行った割合は 57.6％。 

● 適切な配管技能者の確保 
【実施状況】 

●「技能を有する者」の資格等を供給規定等に明示している水道事業者は 356

事業者中、82事業者（約 23％）。 

※(公財)給水工事技術振興財団アンケート調査結果より(H24,H25年調査) 

 

具体的対策の実施状況  
（第１回検討会資料「指定給水装置工事事業者制度に係る実態調査結果」  

及び検討会での意見）  

参考資料 ３ 

平成 27年 6月 23日 
指定給水装置工事事業者制度 

に係る検討会 
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第 1回 指定給水装置工事事業者制度に係る検討会  

解決の方向性に関連した意見（抜粋） 

 

第 1回検討会議事概要及び机上配布ペーパーから抜粋したもの 

 

水道事業者の視点 

① 主任技術者、指定事業者の資質の向上、技術力の向上（より高度な技術者資格など）

が必要である。 

② 指定事業者に求められる資質として、倫理観のようなものが必要である。 

③ 技術力向上、実態把握を兼ねた更新制度の導入に関する議論を深めていくべきであ

る。 

④ 今後の水道現場の高齢化を危惧し、若手従事者、新規業者の育成策を練らなければ

ならない。 

⑤ 研修会には参加義務が無いことについて、議論を深めるとともに、給水装置工事の

施工時に関しては、十分な説明や現場での丁寧な対応は欠かせないため、研修内容は

法令や施行トラブル事例にとどまらず、これまでの研修会のあり方も含めて検討すべ

きである。 

 

水道工事業者（指定事業者）の視点 

⑥ 指定事業者には、法律上は主任技術者がいれば良いが、配水管から分岐して給水管

を設ける場合等においては、技能を有する者を従事させることも定められており、指

定事業者には、これを適切に取り入れるべきである。 

⑦ 指定事業者にしても、主任技術者にしても一回とったらそこで終わりとしてはいけ

ない。両者とも一定の段階で能力を確認する仕組みが必要である。 

⑧ 工事事業者の指定条件である主任技術者の配置について、名義貸し工事や主任技術

者の兼任の程度をチェックするためにも更新制度が必要である。 

⑨ 指定事業者だけではなく、工事の兼任状況を調査するためにも、主任技術者の再講

習が必要である。 

⑩ 水道利用者への情報提供について、各指定工事事業者が修繕工事に対応できるのか、

土日夜間の工事依頼に対応できるのかという情報をホームページに掲載することが

必要である。 

⑪ 給水装置工事関連の厚生労働省の通知、事務連絡のフォローアップ（どの程度取り

組まれているかの調査、再指導など）が必要である。 

 

建築工事業者の視点 

⑫ 給水装置工事を申請するにあたり、どのような工事が申請の対象となるのか整理し

た方が良い。 

 

水道利用者の視点 

⑬ 消費者が、適正な業者を選べるような消費者力をつけなければならない。そのため

には、啓発が必要である。 

⑭ 指定給水装置工事事業者という名称が、各水道事業者があたかも信頼できる事業者

と認定しているような印象を与えている。 

参考資料 ４ 

平成 27 年 6 月 23 日 
指定給水装置工事事業者制度 
に係る検討会 
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１．はじめに 

 

給水装置工事事業者の指定については、平成８年以前は、水道事業者ごとに行っており、

指定の基準が水道事業者ごとに異なっていたこと、また水道事業者の給水範囲内に事業所

を有することなどが条件とされていたことから、新規参入を阻害するとして規制緩和要望

が出されるなどしていた。 

これを受け、平成８年に水道法を改正し、専門の知識と技術・経験を持つ技術者として

給水装置工事主任技術者を国家資格として位置付けるとともに、給水装置工事事業者の指

定要件を全国一律の基準として定め、これに基づき、各水道事業者が指定することとし、

規制緩和を図ったところである。 

この指定給水装置工事事業者及び給水装置工事主任技術者に関する制度については、平

成８年の水道法改正の施行後１０年を経過した時点で規制緩和の効果や施行状況について

検討を加え、必要な措置を講じることとされており、指定給水装置工事事業者及び給水装

置工事主任技術者に関する制度の施行状況を評価するとともに、現状の課題解決のための

方策について検討を行った。 

 

 

２．指定給水装置工事事業者制度の施行状況 

 
(1)指定給水装置工事事業者の指定等の状況 

 

①給水装置工事主任技術者免状の交付 

給水装置工事事業者の技術力確保に係る指定要件として、給水装置工事の技術上の統括

者となる給水装置主任技術者となる者を事業活動の拠点である事業所ごとに置くこととさ

れている（水道法第25条の３第１項第１号）。 

平成18年度末で240,875人が給水装置主任技術者免状の交付を受けており、その内訳は経

過措置講習会の修了者150,711人、給水装置主任技術者試験（国家試験）の合格者90,164人

となっている（図１）。国家試験に合格して給水装置主任技術者免状の交付を受けた者は着

実に増加しているものの、年間増加数としては徐々に縮小している。国家試験は、指定試

験機関として(財)給水工事技術振興財団が平成９年５月に指定され、同年度より毎年度１

回実施されているが、その受験者数は平成11年度の33,588人をピークに年々減少し、平成

18年度は17,522人となっている。 
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図１ 主任技術者数の推移 

 

②指定給水装置工事事業者の指定 

指定給水装置工事事業者制度により全国一律の指定要件のもとで指定することとされた。

指定の基準（水道法第25条の３）は、事業所ごとに給水装置工事主任技術者として選任さ

れることとなる者（給水装置工事主任技術者免状の交付を受けている者のうちから選任）

を置くこと（第１号）、一定の機械器具を有すること（第２号）、一定の欠格要件に該当し

ないこと（第３号イからホ）とされ、水道事業者はこれ以外に指定の基準を定めることが

できない。 

これに伴い、水道法改正以前の制度下での水道指定工事店の指定数は24,965件であった

が、平成16年度末の指定給水装置工事事業者の指定数は114,481件となっている（図２、平

成17年度・指定給水装置工事事業者制度に関する調査（調査受託者；(社)日本水道協会）

の水道事業者アンケート結果（調査対象；1,404水道事業者、調査票回答数；1,083水道事

業者（回答率；約77％））による。） 

指定は、当該水道事業者の給水区域内に事業所を有する工事事業者（区域内工事事業者）

に対するものと、給水区域外に事業所が所在する工事事業者（区域外工事事業者）に対す

るものに区分できる。ほとんどの場合、事業所の所在地を給水区域とする水道事業者の指

定は受けているものと見られることから、区域内工事事業者の指定数はおおよそ指定工事

事業者数に相当するものと考えられるが、その数は水道法改正以前の制度下の23,426件か

ら平成16年度末で46,820件へと約２倍に増加している。他方、同様にほとんどの場合、区

域外工事事業者はその事業所の所在地を給水区域とする別の水道事業者からも指定を受け

ていると推測されることから、区域外工事事業者の指定数は広域的に業務展開がなされて

いることを表す指標となる。水道法改正以前の制度下では1,539件であり、複数の給水区域

にわたって指定を受けていたものは限定されていたが、平成16年度末には67,661件と増加

が著しい。 

一方、水道事業者に対する調査結果（平成17年度・指定給水装置工事事業者制度に関す
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る調査、及び平成18年度・指定給水装置工事事業者制度に関する調査（調査受託者；(社)

日本水道協会））によると、指定工事事業者数の増加により指定工事事業者の実態把握や必

要事項の事務連絡が困難となっている等の問題が水道事業者から指摘されている。また、

指定工事事業者は、事業所の名称及び所在地等に変更があったとき、給水装置工事の事業

を廃止したときなどに、その旨を水道事業者に届けなければならないと、水道法25条の７

に定められているが、これらの届出を水道事業者に提出しないことが多く、そのため水道

事業者は指定している工事事業者の現状を把握することが困難であり、その結果、公開し

ている指定工事事業者のリスト等に連絡のつかない工事事業者が含まれており、緊急の修

繕を要する水道利用者から苦情が寄せられるなどの事例が報告されている。 
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図２ 指定給水装置工事事業者の指定の推移 

 

 

③指定給水装置工事事業者の指定の取消し 

水道法第25条の11第１項に、水道事業者は指定給水装置工事事業者の指定の取り消しを

することができる旨が規定されている。具体的な指定の取消要件は、指定の基準に適合し

なくなったとき（第１号）、給水装置工事主任技術者の選任及び届出義務違反（第２号）、

事業の変更等の届出義務違反（第３号）、事業運営の基準違反（第４号）、給水装置工事主

任技術者の立ち会い応諾義務違反（第５号）、報告等の応答義務違反（第６号）、水道施設

への機能障害（第７号）及び不正の手段により指定を受けた場合（第８号）とされている。 

水道事業者に対するアンケート結果（平成17年度・指定給水装置工事事業者制度に関す

る調査）によると、平成10年度から16年度末までに526件の指定の取消しが行われており、

指定取消しの理由としては、「水道法第25条の３第１項第３号イ～ホに定める各指定の基準

に適合しなくなった」（180件）、「適正な給水装置工事の事業運営ができないと判断した」

（160件）、「指定給水装置工事事業者の事業所の所在地等に変更があった旨の届出がなされ
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ていなかった（もしくは虚偽の届出があった）」（69件）、「給水装置工事主任技術者が選任

されていない状態となった」（54件）等が多くなっている。 

 

 

(2)給水装置工事の施行の状況 

 

①給水装置工事の件数 

東京都及び日本水道協会地方支部長都市を対象とした給水装置工事件数の調査によると

（調査対象水道事業者：東京都、札幌市、仙台市、横浜市、名古屋市、大阪市、広島市、

福岡市）、平成９年度には工事件数（新設、改造、撤去等）は約 268,600件であり、平成 17

年度には約 311,500件と増加している（図３）。なお、対象都市の給水人口については平成

９年度が約 24,279,000人であり平成１７年度が 25,824,000人である。給水人口 1000人あ

たりの工事件数は平成９年度が 11 件、平成 17年度が 12 件であった。
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図３  東京都及び日本水道協会支部長都市の給水装置工事件数の推移 

（東京都、札幌市、仙台市、横浜市、名古屋市、大阪市、広島市、福岡市） 

 

 

②給水装置工事に関する相談件数 

国民生活センターや全国の消費生活センターに寄せられた相談のうち、給排水設備工事、

給水用具の販売・設置、浄水器等の販売・設置に関するものの件数について、平成９年度

以降の推移を見ると、平成９年度にはおよそ9,600件であったが、平成15年度にはおよそ

22,500件まで増加し、その後減少して平成17年度はおよそ20,000件となっている。その中

で、指定給水装置工事事業者制度に関連の深い衛生設備工事については、増加が続いた後、

平成14、15年度頃から約2,790～2,940件と横ばい傾向である（図４）。これらについては、

排水設備工事など指定給水装置工事事業者制度に直接関係しない事例もあるものと考えら

れるが、給水装置工事や給水用具に関して、水道利用者（需要者）と工事事業者等との間

で何らかの相談すべき事例が生じていることを表している。 
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また、水道事業者に寄せられた相談・苦情の事例（平成17年度・指定給水装置工事事業

者制度に関する調査の水道事業者に対するアンケート結果による。）としては、「修繕工事

を指定工事事業者に依頼したが断られた」、「工事費に関する金銭トラブルが増加」、「指定

工事事業者としての技術力不足による施工不良等」といったことが挙げられている。修繕

工事に関しては、給水装置の新設工事を専門とする工事事業者や、休日・夜間の緊急修繕

に対応しない工事事業者に対する相談、苦情があることが明らかとなっている。 
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図４ 衛生設備工事に関する相談件数（国民生活センター及び各消費生活センター） 

 

 

③給水装置工事に関する事故事例 

人の健康に重大な被害を及ぼすような事故は見られていないものの、給水装置とその他

の設備との誤接合等の事故が例年数件、厚生労働省に報告されている。近年３カ年では厚

生労働省へ10件の事故が報告され、すべて工業用水道管や井戸水の配水管との誤接合であ

った（表１）。 
工事の実施者別にみると、指定給水装置工事事業者以外の者が施工したものが７件であ

り、いずれも供給規程で求められている水道事業者の設計審査等を受けていない無届工事

であったが、指定給水装置工事事業者による無届工事も１件報告されている。指定給水装

置工事事業者による他の２件については、供給規程で定められた設計審査等を経たもので

あったものの、埋設深さが接近していたこと、あるいは、地下埋設物の管理図面の情報が

実際と食い違ったことによる水道管と工業用水道管の取り違えが原因であった。 
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表１ 給水装置とその他の設備との誤接合等の事故 

平成１６年度

工場作業員による無届工事

管理図面の口径と、実際に埋設されていた管路
の口径が異なっていた
工事完了後の残留塩素の確認を行っておらず、
φ75mmより小さい管路に管路表示テープの貼り
付けを未実施

飲食店経営会社の建築関係経験者が接合

民間会社が接合
無届工事

施工業者の既設配管の確認が不十分
無届工事

給水装置工事主任技術者が残留塩素を
確認せず

平成１７年度

平成１８年度

概要 原因

マンションの受水槽の壁が黒いとの通報を受け、近隣を調査した結果、飲
食店の給水管が井戸水から取水していた配管と誤接合されていることが
判明した。黒い異物は井戸水からのマンガンであった。

水道水の濁りの苦情により付近の調査を行った結果、民間会社所有の工
場跡地で井戸水の配水管が水道給水管と誤接合され、井戸水が配水管
へ逆流していることが確認された。

水道水に異常があるとの通報により、調査した結果、塩分濃度の異常を
確認した。周辺調査の結果、水産会社の地下水（塩分含む）用配管に給
水管が接続され、地下水が配水管に逆流した。

需用者の水道水に対する臭気に対する苦情を受け、調査した結果、給水
管が水道管と併走していた工業用水道管に誤接合され、最大５ヶ月間、工
業用水を家庭に供給していた。

住民からの水質についての問い合わせがあり、調査の結果、塗料会社の
工場内で上水道と工業用水道の給水管が接合されていることが判明し
た。その後、全市域の工場３９０事業所を調査し４事業所で工業用水との
誤接合を確認した。

ある事業所から白濁した水が出るとの苦情により調査した結果、鉛管布設
替工事を施工した業者が、水道管と併走していた工業用水道管に誤接合
し、約半年間、工業用水を水道用水として供給していた。

 

 

④給水装置工事に関する違反事例 

水道事業者に対するアンケート結果（平成17年度・指定給水装置工事事業者制度に関す

る調査）によると、大多数の水道事業者が違反工事の件数は制度改正前後であまり変わら

ないと回答している。一方、違反の内容としては、「給水装置工事の申請手続き及び現場施

工管理等に関する基本的な知識の不足に起因する地域外業者の違反行為が目立つ」や「無

届工事が増加」などが指摘されている。地域独特の工事事情や状況に対応していない工事

事業者の問題、また給水装置の設置又は変更の手続きをきちんと行わずに工事を施行して

いる問題の存在が明らかとなっている。 
 

 

(3)指定給水装置工事事業者制度の施行状況の評価 

 

指定給水装置工事事業者制度については、制度改正後も、ほぼ全て（99．3％）の水道事

業者（平成17年度・指定給水装置工事事業者制度に関する調査）において給水装置工事事

業者の指定制度が維持されており、給水装置工事の適正を確保するための仕組みとして重

要な位置づけにある。制度施行以前には、水道事業者ごとに指定基準が異なり、また給水

範囲内に事業所を有することなどが指定条件とされているなどのため、給水装置工事に対

する広域的な事業活動の阻害や参入障害といったことが指摘されていたが、制度の施行に

よりこれらの状況が解消され、規制緩和の成果が十分に現れていると評価できる。 

一方、給水装置工事の実施件数が極めて多いことに比べると発生件数は限定的であると

言えるが、給水装置とその他の設備との誤接合等の重大な事故も報告されている。事故事
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例の分析から、専門的な知識・技能を有していない者が給水装置の工事を行う危険性が示

されており、給水装置工事について適切な技術を有するものが施工する必要性、給水装置

工事事業者は給水装置工事が人の健康に影響を与え得る重要なものであることを認識し、

継続的に技術の確保、向上に努めることの重要性が明らかとなった。また、指定取消しの

状況からは、指定給水装置工事事業者が課せられた義務を果たしていないなどの事例が少

なからずある実態が明らかとなっており、適正な給水装置工事の実施を確保するためには、

指定制度下で水道事業者が指定給水装置工事事業者に対して一定の管理を行うことが引き

続き必要である。 

以上のことから、指定給水装置工事事業者の指定要件は必要最低限の要件のみを規定し

ているものであり、また、現行制度は安全な給水を確保する上で重要な役割を果たしてい

るといえ、さらなる規制緩和を図ることは適切でないと考える。 

制度施行後10年が経過し、指定給水装置工事事業者の果たすべき役割の重要性が明らか

になってきており、工事事業者への参入緩和に伴う給水装置工事に関する様々な問題点も

浮き彫りになってきている。このことから、現行の制度の下、明らかになっている問題や

課題に対し関係各者において解決策を講じ、制度の改善を図りつつ運用していくことが重

要である。 

 

 

３．指定給水装置工事事業者制度に関する課題と解決の方向 

 

平成１７年度、平成１８年度に実施した水道事業者、指定工事事業者、住宅メーカーに

対する調査や国民生活センター及び消費生活センターへの相談事例の分析、を通じて、現

行制度に対する問題が明らかとなった。本検討会において各問題を検討し改善を要する課

題として整理した。整理された課題について以下に示す。 

 

(1)改善を要する主な課題 

指定給水装置工事事業者制度に直接関係するものとして以下の①から⑤が挙げられる。 

① 指定給水装置工事事業者の廃止届及び変更届の不徹底 

水道法第２５条の７の規定により、指定給水装置工事事業者が省令で定める事項の

変更があった場合あるいは廃業した場合には、速やかに届け出ることとなっているが、

現実には届出もなく移転あるいは廃業を行う指定給水装置工事事業者が多く、また、

給水装置工事主任技術者の選任・解任届も出されていないことから、これに起因する

様々な事例が発生している。主な問題や意見の事例としては、 

ア 届出を指導しているにもかかわらず届けが出ないため、営業実態が不明となっ

ている。 

イ 指定給水装置工事事業者に関して現状調査をしたところ、相当数の未届け数を

確認した事例が報告。 

ウ 水道利用者（需要者）から水道事業者に対し、指定給水装置工事事業者一覧表

から業者を選んでも連絡が取れない等の苦情が増加している。 

エ 工事事業者に関する情報の提供を工夫してはどうか。 
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② 水道利用者（需要者）への指定工事事業者に関する情報の不足 

新築工事の時は水道利用者（需要者）が指定給水装置工事事業者を意識することは

少なく維持管理業務等修繕工事が必要になったときに、はじめて指定給水装置工事事

業者を探して工事を依頼しているのが現状である。また、夜間に修繕工事を頼んだが

断られた等の修繕工事に関する苦情などが出ている。 

主な問題や意見の事例としては、 

ア 水道利用者（需要者）はどの指定給水装置工事事業者に工事を依頼してよいのか

わからない 

イ 水道利用者（需要者）が修繕工事を依頼しても施工してくれない指定給水装置工

事事業者がいる。 

ウ 電話をしても指定給水装置工事事業者と連絡の取れない場合も多い。 

エ 水道利用者（需要者）から優良な指定給水装置工事事業者を紹介してほしいとの

問い合わせが増加している。 

オ 業者に関する情報の提供について工夫したらどうかとの意見がある。 

③ 給水装置工事の事業の運営上の問題 

水道事業者に対するヒアリング調査において、給水装置工事の施工にあたっては、

水道事業者に申請をしなければならないが、届出義務意識の低さから無届けによる工

事が増加している。といった意見が寄せられている。 

主な問題や意見の事例としては、 

ア 同一の給水装置工事主任技術者が同時に複数の指定給水装置工事事業者の工事

申請を行っている。 

イ 給水装置工事主任技術者と雇用関係がないのに、多数の指定給水装置工事事業者

から選任されている。 

ウ 無届け工事によるトラブルの発生。 

エ 指定給水装置工事事業者からの高額請求の発生・苦情 

カ 関連法令の改正情報、分岐からメータまでの工事条件の改定情報、事故事例等の

水道事業者からの連絡事項が周知されていない。 

キ 「技能を有する者」に当たる者を明確にする必要がある。 

④ 給水装置工事の施行技術の確保・向上 

水道事業者に対するヒアリング調査等において、給水装置工事主任技術者、配管技

能者の技術・技能の低下を懸念する意見が出ている。主な問題や意見の事例としては、 

ア 給水装置や工法に関する最新の技術情報が周知されていない。 

イ 工事申請書に添付する設計図面が書けない等、十分な技術力を保持していない。 

ウ 技術の低い指定給水装置工事事業者に対する水道利用者（需要者）からの苦情。 

エ 指定給水装置工事事業者によって技術・技能の差がある。技術・技能の低い業者

の底上げを図る必要がある。 

オ 給水装置工事主任技術者試験の問題を工夫したらどうかとの意見がある。 

⑤ 指定取消に関する問題 

無断で移転・廃業等を行う指定給水装置工事事業者は、水道法第２５条の１１第三

項「第２５条の７の規定による届出をせず、又は虚偽の報告をしたときは、指定を取
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り消すことができる」の規定に従い処分が可能であるが、処分に係る手続き等の問題

から、処分に対して二の足を踏む水道事業者も多い。また、処分基準が水道事業者ご

とに異なることについて不公平との意見がでている 

主な問題や意見の事例として 

ア 指定給水装置工事事業者が、違反により指定の取消を受けても、他の市町村で営

業を継続している。 

イ 指定取消処分の内容が市町村ごとに異なり、同じ違反でも市町村によって処分が

違うなどの不公平が生じている。 

ウ 悪徳業者は処分する必要があるとの意見がある。 

 

明らかとなった問題を整理した結果、指定給水装置工事事業者制度に直接関係しない点

もあり個別の検討を要する課題として⑥から⑨が整理された。 

⑥ 自己認証への不理解 

構造・材質基準への適合性の認証制度（特に自己認証）の仕組みについて十分理解

していない水道事業者があり、自己認証品を認めない事例がある。 

⑦ 多様化する給水用具への対応 

湯沸器や浄水器、トイレ等給水装置の末端で使用する給水用具の取替及び設置工事

をメーカー等が実施している場合が多く、また、水道利用者（需要者）自身での取替

を紹介しているところもある。また、工事内容、本体価格の割には水道事業者に納め

る手数料が高いために無届けとなっていることも考えられる。 

また、給水用具に関するトラブルや事故等の問題もある。 

⑧ お客様サービス 

給水装置は水道利用者（需要者）と水道との接点となるものである。また、水道の

汚染を防ぐことからも適切な工事の施行、維持管理は重要である。こうしたことも踏

まえ、水道利用者に対して、きめ細かい広報活動に努める必要がある。また、ガス事

業や電気事業も参考にお客様サービスを検討したらとの意見もある。 

⑨ その他（悪質商法に関するもの、無資格者による工事） 

主な事例としては、 

  ア 施工業者からの高額請求の発生・苦情 

  イ 不要工事を強要されたとの苦情 

  ウ 契約後に業者と連絡が取れない 

  エ 無届け工事によるトラブルの増加 

 

 

(2)課題に対する解決の方向 

 

① 指定工事事業者、主任技術者に対する講習・研修の実施 

給水装置は、人の生命、健康に直接関わる水道水の衛生に関連する施設であり、

適切な給水装置工事を確保することは非常に重要である。指定給水装置工事事業者、

主任技術者に定期的に研修受講の機会を与えることにより、必要な情報の取得及び
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技術力の維持向上を図り、水道利用者への安全・安心な給水の確保の実現に資する

とともに、併せて、廃止届け、給水装置工事主任技術者の選任・解任等の変更手続

きを同時に行うなど、研修会を最大限有効に活用することが必要である。 

指定を行う水道事業者からの研修ニーズ、主任技術者の技術・資質向上を図る面

からの研修ニーズに対しては、これらの課題・ニーズに応えた研修プログラムの企

画を図り、研修を実施することが必要である。 

水道事業者においては、供給規程で指定工事事業者による給水装置工事の施行を

供給条件とし、工事事業者を指定した者として、適正な給水装置工事の施行を確保

するため、必要な情報提供を図ると共に、合わせて水道法25条の7に規定された届出

等の確認を行うことを目的として、指定した工事事業者に対して講習を実施する必

要がある。 

［指定給水装置工事事業者講習の主要な内容］ 

・ 給水装置に関する水道法令の規定（指定給水装置工事事業者制度の再確認） 

・ 給水装置に関連する行政・法令情報 

・ 給水装置の事故事例と留意事項 

・ 水道利用者（需要者）への普及啓発（給水装置の知識、維持管理の重要性） 

・ 指定工事事業者情報リスト等による水道利用者（需要者）への情報提供 

・ 分岐部からメータまでの工事条件の改定情報 

また、主任技術者の技術力向上のための研修の機会を提供する必要があることか

ら、水道法第25条の８及び同法施行規則第36条4号に規定されている「給水装置工事

主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施工技術の向

上のために、研修機会を確保するよう努めること。」に基づき、工事事業者が主任技

術者等の技術向上の研修機会確保に資するため、外部機関において定期的に研修の

機会を提供することが必要である。 

［給水装置工事主任技術者等の研修の主要な内容］ 

・ 給水装置・給水装置工事法に関する最新の技術情報 

・ 給水装置事故の対策技術 

・ 給水装置の維持管理（故障・異常の原因と対策、修繕工事法） 

・ 給水装置工事主任技術者の職務と役割 

 

② 水道利用者（需要者）のニーズに応じた指定工事事業者に関する情報の提供 

水道利用者から指定給水装置工事事業者として指定を受けている事業者のリスト

を参照し連絡したが修繕工事を拒否された、対応が遅い、連絡がつかない、といった

苦情が寄せられている。 

これらのことから、水道利用者が必要としている指定給水装置工事事業者に関する

情報を掲載し、利用者の便宜を図るために、水道事業者としての公共性を考慮した上

での情報提供のあり方について検討することは有意義である。 

 

③ 指定工事事業者の処分基準の整備 

水道法25条の11において「水道事業者は、指定給水装置工事事業者が次の各号のい
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ずれかに該当するときは、第16条の2第1項の指定を取り消すことができる。」と規定

されているが、処分の考え方については、水道事業者ごとに異なっている状況である。 

指定給水装置工事事業者に対する処分に際しては、あらかじめ処分基準を作成して

おくこととされており、統一的な考えに基づく処分基準の提示は有意義である。また、

標準的な処分基準を作成することは、指定給水装置工事事業者の健全な発展のために

も有意義であると考える。 

 標準的な処分基準や処分手順を提示することで、水道事業者が処分を実施する上で

の判断材料となるものである。こうした標準的な処分基準は、工事事業者の指定や指

定の取り消しは各水道事業者が行うものであることから、水道事業者が中心となり作

成、整備することが妥当であると考えられる。 

 

④ 各主体からの啓発・広報活動の充実、情報発信 

水道利用者（需要者）が給水装置を誤った方法で使用あるいは接続した場合、水質

汚染など重大な事故につながる危険があり、給水装置の適切な工事施工、及び維持管

理は重要である。しかし、給水装置の管理責任について水道利用者（需要者）が理解

できるような情報提供が十分に行われていない可能性も高い現状である。水道法には

水道事業者の情報提供が義務付けられており、給水装置等について情報提供を行うこ

ととしている。また、水道利用者（需要者）の水道に対する信頼性確保のためにも、

水道事業者から水道利用者（需要者）へ必要な情報を一層発信していくことが重要で

ある。 

水道事業者は給水装置の管理責任や給水装置工事指定工事事業者制度に関するこ

と、悪質商法に関する情報など、水道利用者（需要者）が知っておく必要がある情報

を積極的に広報するため、先進的な水道事業者の例も参考にし、広報の方法、広報事

項について検討する必要がある。 

また、工事事業者や給水装置の製造者からも消費者が必要とする情報を積極的に発

信していくことが必要である。 

 

⑤ 「技能を有する者」の明確化・周知と適切な配管技能者の確保 

配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水

道メータまでの工事の施行にあたり、その作業に従事させるべき「適切に作業を行う

ことができる技能を有する者」について、その求められる技能として水道事業者等に

よって行われた試験や講習により資格を与えられた配管技能者や（財）給水工事技術

振興財団が実施する配管技能に係る講習課程修了者などが想定される旨（ただし特定

の有資格者に限定されるものではない）、水道事業者に対し周知を図る必要がある。 

また、適切に作業を行うことができる「技能を有する者」を養成するための機会の

確保が引き続き必要である。さらに、そうした「技能を有する者」を養成確保するこ

とにより、配管工事に従事する者全体の技能の確保・向上につなげることが求められ

る。 
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指定給水装置工事事業者制度に直接関係しない点もあり個別の検討を要するとさ

れた個々の課題⑥～⑨に対しても、各関係者が引き続き取り組んでいかなければなら

ない。 

構造・材質基準適合品であることの証明方法の基本となる自己認証について十分理

解していない水道事業者に対し、認証制度の周知を図り、適切な運用が図られるよう

にする必要がある。また、多様化する給水用具への対応やお客様サービスの向上、悪

質商法や無資格者による工事などの問題が提起されている。これらの問題については、

個別の検討を要するものもあり、各関係者はそれぞれの問題に対して引き続き取り組

んでいかなければならない。適切な給水装置工事を確保するためには、給水装置工事

に関わる関係各者がそれぞれの責務を果たすことが重要であり、水道利用者の果たす

べき役割も大きい。適切な給水装置工事やその維持管理を確保していくためにも賢い

消費者(水道利用者)の育成といった観点から、情報提供、広報活動の充実といったこ

とも含めて、関係者間の役割を周知するようコミュニケーションを図っていくことが

必要である。 
 

 

４．おわりに 

 

水道事業者、指定工事事業者、住宅メーカーに対する調査や国民生活センター及び消費

生活センターへの相談事例の分析を通じて、明らかとなった現行制度に対する問題につい

ては、本検討会において問題を整理し、主な課題として整理を図り、また各課題に対する

解決の方向性を示した。（参考資料１）。 

給水装置は水道利用者（需要者）と水道との直接の接点であり、不適切な工事施工は水

道利用者（需要者）の健康に直接影響を与え得るものである。そのため、給水装置工事に

対して各関係者はそれぞれの責務を果たし、適切な給水装置工事を確保する必要がある。 

参考資料２に示すように、各関係者は解決の方向性に基づき、早急に具体的な方策を実

施し制度の改善を図っていく必要がある。一方、国や都道府県においても各水道事業者や

関係者に対し、適切な情報の周知を図ると共に、課題の解決方策が図られるよう、必要な

措置を講じる必要がある。 
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指定給水装置工事事業者制度 
に係る検討会 
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はじめに 

指定給水装置工事事業者制度については、第６回厚生科学審議会生活環境水道部会(平成19年10

月開催)で行われた検討・審議において、現行制度が水道の適正を確保する上で重要な役割を果た

していると評価された一方、改善を要する課題とその解決の方向が示された。その結果を受け、平

成20年３月21日付厚生労働省健康局水道課長通知「給水装置工事事業者の指定制度等の適正な運用

について」により、指定給水装置工事事業者に対する講習・研修の実施等、所要の措置を講じるこ

ととされた。 

こうした動きに呼応して、日本水道協会では、全国の水道事業者が統一的な内容の講習・研修を

行えるよう、指定給水装置工事事業者研修テキスト（平成19年11月）を作成した。 

全国の水道事業者においては、この研修テキストを活用して積極的に講習・研修が展開されてい

たが、初版発刊後に通知された給水装置に関する行政情報や事故事例など新たな知見が集積してい

たことから平成22年３月に改訂を行い、指定給水装置工事事業者研修テキスト2010を発刊した。 

さらに前回改訂から３年が経過し、新たな行政情報や平成24年に改訂された水道施設設計指針

2012の最新の技術情報など新たな知見が集積していること、また、水道事業者等からの研修テキス

ト改訂に対する要望が大きくなってきたことから、今般、指定給水装置工事事業者研修テキスト

2013を取りまとめたものである。 

その主な改訂ポイントは、以下のとおりである。 

①水道事業者が実施する講習・研修会の内容が、社内研修等により給水装置工事主任技術者や配

管従事者等へ周知されるよう、給水装置に関連する水道法や指定給水装置工事事業者制度につ

いて分かりやすい記載とした。 

②厚生労働省からの給水装置に関する最新の行政情報を網羅した。 

③改訂された水道施設設計指針2012の内容を踏まえ、給水装置に関する最新の技術情報に関する

記述を充実した。 

④クロスコネクション等の事故が相次いで発生しており、さらなる啓発を図るため、事故事例の

見直しを行い、最新の事故事例を追加した。 

⑤近年、給水装置工事に関するトラブルや悪質商法などの被害が増加していることを踏まえ、給

水装置工事に関する信頼性の向上についての記述を充実した。 

今後も本研修テキストが指定給水装置工事事業者に対する講習・研修に活用され、給水装置工事

事業者指定制度のより適正な運用に寄与することを期待している。 

おわりに、指定給水装置工事事業者研修テキスト2013の発刊に際し、御多忙の中、執筆等に積極

的にご協力いただいた委員及び関係者の方々には深く感謝を申し上げる。 

 

 

平成25年３月 

指定給水装置工事事業者制度の運用等に関する専門委員会 

委員長 本荘谷 勇一 
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事 務 連 絡 

平成２３年８月３０日 

各都道府県水道行政主管部局 

各厚生労働大臣認可水道事業者    

厚生労働省健康局水道課   

 

給水装置工事の適正な施行について 

 

水道行政の推進につきましては、日頃から格別の御協力をいただき御礼申し上げます。 

給水装置工事に際しては、水道法（昭和 32 年法律第 177 号）第 25 条の４第１項の規定

に基づき給水装置工事主任技術者を選任するとともに、水道法施行規則（昭和 32 年厚生省

令第 45 号）第 36 条第２号の規定に基づき、配水管から分岐して給水管を設ける工事等を

施行する場合において、適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事又は監督さ

せることとしています。 

この「適切に作業を行うことができる技能を有する者」としては、平成 20 年３月 21 日

付健水発 0321001 号「給水装置工事事業者の指定制度等の適正な運用について」において

次のように例示しています。 

①水道事業者等によって行われた試験や講習により、資格を与えられた配管工（配管技

能者、その他類似の名称のものを含む。） 

②職業能力開発促進法（昭和44年法律第64号）第44条に規定する配管技能士 

③職業能力開発促進法第24条に規定する都道府県知事の認定を受けた職業訓練校の配

管科の課程の修了者 

④財団法人給水工事技術振興財団が実施する配管技能の習得に係る講習の課程を修了

した者（平成 24 年度より分岐せん孔技能講習を含む講習内容の充実及び「検定会」へ

の名称変更を予定）  

なお、いずれの場合も、配水管への分水栓の取り付け、配水管のせん孔、給水管の接合

等の経験を有している必要があります。 

 

この度の東日本大震災では、給水管部分においても漏水が数多く発生しており、給水装

置の復旧作業を進める中で改めて次のことが確認されております。  

(1) 都道府県を越えるような広域的な災害において、被災地の水道復旧の応援として給

水装置の復旧工事を実施する配管工は、工法や材料に関する幅広い技能を有している

必要があること。  

担当者 殿
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(2) 迅速かつ確実な復旧には、現場において配水管及び他の地下埋設物の状況を迅速に

判断し、適切な作業を行う等の給水装置工事の実務的技能が必要となること。  

また、誤分岐接合等の給水装置工事における不適切な工事の事例も依然として報告され

ていることから、平時においても給水装置工事の適切な施行を徹底する必要がある状況で

す。  

 

水道事業者におかれましては、給水装置工事の適正な実施のため、配水管から分岐して

給水管を設ける工事等を施行する場合において、適切に作業を行うことができる技能を有

する者を従事又は監督させるよう指定給水装置工事事業者に対し助言及び指導の徹底をお

願いいたします。また、その確認にあたっては適切に作業を行うことができる技能を有す

る者の判断を客観的に行うため、先に例示した資格等を供給規程又は指定給水装置工事事

業者に関する規程に明示する等の方策を推進いただきますようお願いいたします。  

都道府県におかれましては、貴管内の都道府県知事認可の水道事業者に対して、本件を

周知いただきますようお願いいたします。 
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（平成２７年度厚生労働省受託） 

 

第３回 指定給水装置工事事業者制度に係る検討会 

 

議事次第 

 

１．日 時 平成２７年９月２８日（月）１３時３０分～１５時３０分 

 

２．場 所 日本水道協会８階 第４会議室 

 

３．議 題 

 （１）第２回指定給水装置工事事業者制度に係る検討会議事概要について 

（２）指定給水装置工事事業者制度に係る課題解決の方向性と対策案の検討 

   について 

（３）その他 

 

４．配布資料 

資料１   第２回指定給水装置工事事業者制度に係る検討会議事概要 

資料２－１ 指定給水装置工事事業者制度に係る課題解決の方向性と対策案  

資料２－２ 指定給水装置工事事業者制度の課題解決の方向性と 

対策案（事務局たたき台）のイメージ図 

 

５．参考資料 

参考資料１ 他事業者〔下水・ガス・電気〕との制度比較 

参考資料２ 給水装置に係る行政情報の変遷 

参考資料３ 給水管及び給水用具類の変遷【規格・認証の変遷】 
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平成２７年度指定給水装置工事事業者制度に係る検討会委員名簿 

 

 
氏 名 所属・役職 

座長 古米 弘明 
東京大学大学院工学系研究科 
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代理 
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国立保健医療科学院 
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江郷 道生 

公益財団法人給水工事技術振興財団 

専務理事 

 楠 茂樹 上智大学大学院法学研究科 教授 
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別 紙 
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第 2回 指定給水装置工事事業者制度に係る検討会議事概要 

 

平成 27年 6月 23日（火） 13時 00分～15時 00分 

日本水道協会 8階第 4会議室 

 

１．出席者に関する主な事項 

 委員全員が出席 

 

２．第 1回指定給水装置工事事業者制度に係る検討会議事概要について 

・資料 1により第 1回指定給水装置工事事業者制度に係る検討会議事概要について説明 

（事務局） 

 

３．指定事業者制度の解決すべき課題の設定と解決の方向性の検討について 

 ・参考資料１により、給水人口別指定事業者数について説明（事務局） 

 ・参考資料２により、指定事業者制度の確認事項について説明（厚生労働省） 

 ・参考資料３により、平成 19年検討会による具体的対策の実施状況にについて説明 

（事務局） 

 ・資料２により、指定事業者制度の解決すべき課題と解決の方向性（たたき台）について 

説明（事務局） 

 ・参考資料４により、解決の方向性に関連した意見の抜粋について説明（事務局） 

 

 

（委員からの主な意見等） 

 

 ① 水道事業者の視点 

・指定しているということで安心・信頼できる業者として修繕等の依頼してしまうが、

中には不良の業者がいる。また消費者の給水装置に係る知識不足も大きな課題である。 

・特に中小の水道事業体にとっては、処分に係る業務量が膨大だったり、人員の不足で

あったり問題解決に向けて難しい部分もあるが、努力不足のところがあるのであれば、

改善が必要である。 

・処分については、水道事業者ごとに処分を行っていることから、A 市では処分されて

いても B 市では業務を行っているという可能性が考えられ、水道事業者間で連携をと

って情報を整理すること等が必要である。 

・難しいかもしれないが、指定の広域化ができれば、処分基準の差異等は解決できるの

ではないか。 

資料 １ 

平成 27 年 9 月 28 日 

指定給水装置工事事業者制度 

に係る検討会 
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・給水装置工事の審査・検査の体制について見直すことにより、違反行為の減少抑制に

効果があると考えられる。 

・指定事業者のモラルアップにつながるような処分基準や表彰基準整備を検討すべきで

ある。 

・処分基準の整備率は、またまだ不足している。 

・消費者の給水装置に係る知識不足という点では、消費者が蛇口までを水道事業者の管

理と考えている場合も多く、水道事業者が情報発信をしていくべきである。 

・講習会については、定期開催であることから、実態把握や能力を確認する更新制度と

セットにして実施する方法も考えられる。 

・現行の研修会も不明業者の把握の機会として機能はしていると思う。ただ受講率が低

いので、それをアップするにはどうすれば良いか、上手く行けば一定程度の減少・抑

制につながる。 

・現行の指定事業者制度については、一度指定をした後の要件確認は定められておらず、

この確認が必要であれば、制度設計をすべきである。 

・指定の要件に変更があった場合は、指定事業者の主導で変更届けを提出する制度とな

っているが、その届出すらされない指定事業者が存在することが問題である。 

・現行の法制度が、高度なレベルの技術を求めるものになっていないため、課題解決の

方向を考える場合に、現行制度との関係性を整理する必要がある。 

・不明事業者の調査については、運用が各水道事業者に任されており、水道事業者によ

って把握の度合いが異なっている。指定に全国一律の要件が定められた現行制度にお

いて、このような対応の違いをどのように整理すべきかを検討すべきである。 

・給水装置工事主任技術者等に対する研修の実施については、配管をする技能者の育成

も含めて、研修内容を考えていくべきであり、大都市が中心となって検討していくべ

きである。 

 

 ② 水道工事者（指定工事事業者）の視点 

  ・現行の指定事業者制度では、指定の際には要件を満たしていたが、その後要件を欠く

ような状況となった場合、申請をする必要があるが、指定事業者の中には申請を怠る

業者がいるため、一定年の間に要件を確認する仕組みが必要である。 

  ・指定要件や供給規程には、技術力確保のためにも、主任技術者の他に、技能者を配置

することを要件とすることも検討すべきである。 

・下水道の指定排水設備工事事業者については、制度の違いはあるが、更新制度等があ

ると聞いているため、良い部分はうまく活用すべきであり、必要であれば法改正も検

討すべきである。 

  ・配管の技能者について、講習・研修内容を明確化するとともに、水道法上の指定要件

や供給規程には、技術力確保のためにも、主任技術者の他に、技能者を配置すること

を要件とすることも検討すべきである。 
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 ③ 建築工事業者の視点 

  ・水道事業者は、処分など警察のような役割や、研修など学校のような役割など様々な

対応をしなければならず、水道事業者によって指導監督体制が異なっているように思

われる。処分基準の整備率などを見ても、職員数などの問題から、決断がしにくい状

況にあるのかもしれない。 

  ・費用や職員数などを勘案して、なるべく労力がかからず実行できる対策が必要である。

例えば、e-ラーニングや指定事業者のリスト作りなどである。 

・研修を受け、最新のルール等の必要な知識を持って、適正な工事を行い、後々のメン

テナンスにも責任をもって対応するような指定事業者制度を運用できるよう、検討を

進めていくべきである。 

・不明事業者が引き起こす具体的な問題点は、消費者が連絡がとれない、連絡がつかな

いにもかかわらず情報が公表されていることである。 

 

 ④ 水道利用者の視点 

 ・新築時や水道を開始する際に、開始のしおりを配布し、給水装置に関するルール等の

情報提供を行うとともに、その際に修繕時などトラブル防止に関する記載を併せて行

い、注意喚起すべきである。 

 

 ⑤ 学識経験者の視点 

  ・給水人口 2万人以下の水道事業者は、職員数 1桁で、給水装置だけでなく、計画、浄

水場の運転や料金徴収などを行っている。大小水道事業者を全部一律にして解決策を

考えるのは難しいと感じる。 

 ・1桁の職員しかいないような水道事業者のために、今回の課題解決にあたっては、サ

ポートできるような組織をどこかが担う必要がある。 

・水道には制度がないわけではない。講習会の受講が半分になっているなど、使い方と

いうか実効性を上げていくために、どういう風にうまく活用するかの議論が必要なの

ではないか。 

・処分については、水道法では～できるという記載になっており、最終的に水道事業者

の裁量になっている。中規模以上の水道事業者は、職員もある程度確保されているの

にも関わらず、違反のうち取消が 1割程度となっていることから、人手不足だけでは

なく、実際処分基準を作成していても処分できない事情があるのではと想定される。 

  ・水道事業者にとって、処分がなかなかできないという意見も見受けられたため、不良

業者に対し、処分までいかなくても、対応できる部分を検討していくべきである。例

えば、指定事業者に関する情報提供の部分で、各水道事業者は工事の実績は把握して

いると思われるので、そういう情報を消費者に提供していくことを検討すべきである。 

・本委員会の情報が、ホームページ等に公開される際、一般の方が理解できるように、

資料作成の際にあたっては、水道事業者、工事事業者、不明事業者などの表現を見直

し、違いを明らかにするべきである。 
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  ・一般の消費者から見れば、電気・ガス・水道というのは、公共的に供給をされており、

生命や生活に重要なものとの認識があるため、電気やガスの事業者に対する指導監督

体制などを調査し、良い部分はうまく活用すべきである。 

  ・新築工事の際には、工事に係るトラブルが少なく、一方で、漏水修繕などで、個人が

水道工事店に頼む時にトラブルが多発していると思われる。その際にトラブル回避で

きるような情報の周知が必要である。 

  ・指定事業者については、モラルの不足という部分があるため、主任技術者試験の中に

技術者倫理に関する適正を取り入れることも検討すべきである。 

・全国の指定事業者がどの水道事業者に登録しているのかを作成し、その状況を各水道

事業者に配布すれば、不明事業者の排除につながるかもしれない。 

 ・不明事業者を減らす努力として、水道事業者は、例えば 2年間に一度など、定期的に

指定事業者へ所在確認をするなどの対応が必要である。 

・一度指定した者を一定期間の後に指定し直すことが可能かどうかについて、法律の解

釈としては、指定行為というのが行政上どういった意味を持つのかによって変わって

くるもので、水道法を所管する厚労省がどう考えるかによるが、一般的には法律で書

くか、あるいは政令で規定するなどしないと、難しいものと思われる。 

 ・指定事業者に関する情報提供については、消費者にも指定事業者にもメリットがあり、

適正なものを提供すべきであり、先駆的にやっている事例等を収集し、その結果が各

水道事業者へアドバイスされるなどの仕組みがあると良い。 

 

４．今後の予定、進め方について 

・第 3回は、平成 27年 9月頃の開催を予定している。 

・課題の設定に関して、グループ分けを再度見直すべきである。例えば不明事業者で言え

ば、消費者が連絡を取れないのに指定事業者として公表され、最終的に苦情につながる

ことが課題であったりするため、今一度再整理する。 

・今後整理すべき解決策は、法制度に関わることと、現行制度の中でできることを整理す

る。現行制度の中できることについては、これまでの取組をレベルアップさせるのか、

新しい取組を行うのかを整理する。 

・水道事業者の規模も勘案して、実行可能性も踏まえつつ、実施しやすいものと中長期的

に取り組むものを整理する。 

・解決方法の中には、関係各主体に何ができるのか、そしてどう連携して情報共有すれば

いいのかを整理して方向性を見出すべきである。 

 

 

（以上） 
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資料 ２－２ 

平成 27年 9月 28日 

指定給水装置工事事業者制度 

に係る検討会 指定給水装置工事事業者制度の課題解決の   

方向性と対策案（事務局たたき台）のイメージ図 
 

違反・苦情・トラブルの減少 

●不明工事事業者の自動排除 

●技術力やお客様サービスの向上 

●指定工事事業者及び主任技術者

の意識向上 

●誤穿孔等の事故防止 

●悪質工事事業者の排除 

●給水装置工事の信頼性等の向上 

●水道利用者が正しい知識を会得 

～ 定期的な事業実態の確認 ～ 

●指定要件の再確認にあわせて、 

以下の点を確認し指導に活かす。 

○講習実績の確認（指定工事事業者、主

任技術者） 

○配管技能者の確認（資格等） 

○工事実績の確認 

○修繕対応可否の確認 

指定工事事業者制度への更新制の導入 

水道利用者へ 
の情報提供の充実 

処分環境の整備 

主任技術者 
の講習会受講の 
促進 

●受講しやすい環
境の整備 

●修繕対応が可能な
指定工事事業者の
情報提供の促進 

適切な配管技能者

の適正な配置の促進 

●適切な配置を促進する
仕組みづくり（工事の
際の届出指導等） 

●処分基準作成の 
徹底（再通知等） 

指定工事事業者 
講習会実施の促進 

●実施率向上の仕組み
づくり（広域化等） 
 

 

【事務局（たたき台）検討に当たり考慮した点】 
●実現の可能性 ※法改正は必要だが実現可能性はあり。 
●小規模水道事業者の体制を考慮した仕組みづくり 
※更新の手続き方法等を検討することで対応可能 

●規制緩和を考慮した方策の検討 
※現行法令に定める指定要件や遵守事項の定期的な確認であるため
規制緩和の趣旨に逸脱しない. 
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他事業者〔下水・ガス・電気〕との制度比較 

 

１．事業者と利用者の資産及び管理区分         ※      は水道事業とは異なる制度項目 

 

２．利用者が施工する工事範囲の工事事業者の指定等 

 水道事業 下水道事業 ガス事業 電気事業 

●事業者の資産 

（費用負担）範囲 

道路下に布設された配

水管まで 

（水道施設） 

道路下に敷設された下

水管及び利用者宅内の

第一ますまで 

（下水道施設） 

道路下の本管及び支管

(引込管)まで 

（供給管） 

供給線及び家屋等への

引込線まで 

（事業用電気工作物） 

●利用者が施工する工

事範囲 

※利用者の資産 

【道路部及び宅地部】 

配水管の分岐点から給

水栓まで（給水装置） 

【宅地部】 

宅地内の第一ます以降

の下水設備（排水設備） 

【宅地部】 

供給管以降の宅地内配

管（内管） 

【宅地部】 

引込線取付点からコン

セントまで 

（一般用電気工作物） 

●利用者の維持管理範

囲 

給水装置 

（配水管から水道メー

ターまでの修繕は事業

者で行う場合あり） 

排水設備 

内管 

（事業者に漏えい検

査、給排気設備などの

定期調査を義務付け） 

一般用電気工作物 

（事業者が定期調査等

により技術基準の適合

性調査を実施） 

 水道事業 下水道事業 ガス事業 電気事業 

●工事事業者の指定 

水道事業者の指定を受

けた者（指定給水装置

工事事業者） 

下水道事業者の指定を

受けた者（一例：排水

設備指定工事店） 

ガス事業者又はガス事

業者の指定工事店（簡

易内管施工登録店） 

経済産業大臣、都道府

県知事の登録を受けた

者（登録電気工事事業

者） 

●工事事業者の指定の 

更新制度 
・更新制度なし 

・更新制度あり 

※５年更新 

・有効期間あり 

※事業者により有効期

間が異なる 

・登録の有効期間あり 

※５年 

●指定の要件 

（技術者等の要件） 

・給水装置工事主任技

術者（国家資格）が

１人以上いること 

※雇用関係問わず 

※他の工事事業者と

の兼務について、

業務上支障が無け

れば可能 

 

・専属の下水道排水設

備工事責任技術者

（日本下水道協会）

が１人以上いること 

※正社員として従事 

※他の工事店等を兼

務していない者 

・修繕等の夜間対応や

休日対応の可否を申

請時に記載 

 

・責任技術者及び内管

工事士を雇用してい

ること 

 

※責任技術者 

 ・ガス主任技術者（国

家資格） 

 ・内管工事士（日本

ガス協会）２年以上

従事 

・特定営業所ごとに主

任電気工事士を置く

こと 

※登録申請者の従業

員であること 

※他営業所等との兼

務は不可 

 

※主任電気工事士 

 ・第 1 種電気工事士

（国家資格） 

 ・第 2 種電気工事士

（国家資格）３年以上

の経験 

●工事事業者に必要と

される技術者の更新制

度 

・更新制度なし 
・更新制度あり 

※５年ごとに更新 

・ガス主任技術者の更

新制度はなし 

・内管工事士の更新制

度はあり※３年更新 

（更新講習あり） 

・第 1種電気工事士に

は講習制度あり 

※５年ごとに講習 

●工事施工時に配置が

必要とされる技能者 

・配水管から水道メー

ターまでの工事にお

いて「技能を有する

者」を配置 

※法的な資格要件なし 

・技能者（資格者）の

義務付なし 

【簡易内管工事】 

・簡易内管施工士 

※作業者資格、講習会

取得、３年更新 

（更新講習あり） 

・第 1種電気工事士 

・第 2種電気工事士 

●工事事業者の違反に

対する罰則 

・水道法に基づく指定

の取消し 

・水道事業者の処分規

定による処分（指定停

止） 

・下水道事業者の条例

による処分（指定取

消しや指定停止） 

・排水設備指定工事店

以外が施工した場合

の罰金 

・ガス事業者による指

定の取消し等 

※処分基準は各ガス事

業者による 

・電気工事業法に基づ

く登録の取消し停止 

・登録を受けないで電

気工事業を営んだ者の

罰金 

平成 27年 9月 28日 
指定給水装置工事事業者制度 

に係る検討会 

参考資料 １ 
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他事業者〔下水・ガス・電気〕との制度比較 

  

３．修繕等の工事が必要となった場合の対応 

 水道事業 下水道事業 ガス事業 電気事業 

●利用者の所管範囲に

修繕等の工事が必要

となった場合の対応 

・利用者所管の範囲の

工事は、利用者自ら

指定給水装置工事事

業者に工事を依頼し

施行 

・利用者所管の範囲の

工事は、利用者自ら

が排水設備指定工事

店に工事を依頼し施

行 

・利用者所管の範囲の

工事は、利用者自ら

ガス事業者又はガス

事業者の指定を受け

た工事店に依頼し施

行 

※ガス事業者にはガス

配管の漏えい検査、

給排気設備などの定

期調査が義務付け 

・利用者所管の範囲の

工事は、利用者自ら

登録電気工事業者に

依頼し施行 

※電力会社には一般用

電気工作物の竣工調

査、定期調査が義務

付け 
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給水装置に係る行政情報の変遷 

～指定給水装置工事事業者制度発足以降～ 

施行年度 通知等 主な内容 

平成 9年 
10月 1日施行 

平成 9年 3月 19日 厚生省令第一四号 
給水装置の構造及び材質の基準に関する省令 

●給水装置が有すべき必要最小限の要件を基準化 
・耐圧、浸出、水撃限界、逆流防止、防食、耐寒、耐久 

平成 11年 
8月 24日通知 

生衛発第 1185号 厚生省生活衛生局水道環境部
長通知 

水道法第 25条の 5第 3項に基づく給水装置工
事主任技術者免状の返納命令に係る取り扱いに

ついて 

●給水装置工事主任技術者免状の返納命令に係る処分基準
及び聴聞実施要領を作成 

【返納対象】 
・水道施設の機能に障害を与え又は与える恐れが大の場合 
・故意に違反行為を繰り返した場合 

平成 13年 
11月 22日通知 

厚生労働省健康局水道課 事務連絡 
自動湯張り型ふろがまに関する情報提供につい

て 

●逆流事故の報告及び定期的な点検が必要な旨の周知を 
指導 

・製造事業者が安全を確保するまでの安全性チェック結果
の確認等 

平成 14年 
8月 30日通知 

厚生労働省健康局水道課 事務連絡 
元付け型浄水器等の衛生管理の徹底について 

●元付け型浄水器等の衛生管理の徹底を指導 
・管理状況によっては細菌等による水質汚染が発生する可
能性について、水道利用者、指定給水装置工事事業者へ
の適切な情報提供 

平成 14年 
12月 6日通知 

健水発第 1206001号 厚生労働省水道課長通知 
給水装置工事における工業用水道管等との誤接

合の防止について 

●工業用水道管等との誤接合防止の徹底を指導 
・工事完了後、給水栓における残留塩素の確認 
・配水管の位置等、水道事業者の積極的な情報提供等 

平成 15年 
4月 1日施行 

平成 14年 10月 29日 厚生労働省令第 138号 
給水装置の構造及び材質の基準に関する省令の

一部を改正する省令 

●給水装置に係る鉛の浸出性能基準が改正 
①給水装置の末端に設置されている給水用具 
0.005mg／l以下→0.001mg／l以下 
②末端以外に設置されている給水用具、又は給水管 
0.05mg／l以下→0.01mg／l以下 

平成 16年 
2月 20日通知 

厚生労働省健康局水道課 事務連絡 
通称タンクレス洗浄便器について 

●タンクレストイレについてクロスコネクションには当た
らない旨を明示 

・配水管の圧力が常時かからない部分に逆流防止基準を満
たす負圧破壊装置が設けられている場合には、クロスコ
ネクションには当たらない 

平成 16年 
4月 1日施行 

平成 16年 1月 26日 厚生労働省令第 6号及び
厚生労働省告示第 15号 

給水装置の構造及び材質の基準に関する省令の
一部を改正する省令及び給水装置の構造及び材
質の基準に係る試験の一部を改正する件 

●給水装置に係る浸出性能基準が改正 
ア,新規 : ホウ素、1，4―ジオキサン、アルミニウム、非
イオン界面活性剤、有機物(全有機炭素(TOC)の量) 

イ 変更 : ホルムアルデヒド、フェノール類 
ウ 削除 : 1，1，1―トリクロロエタン、有機物等(過マン
ガン酸カリウム消費量) 

●浸出に関する試験の一部が改正 
浸出用液の調製における水質の確認の方法及び浸出液の
分析方法が改正 

平成 17年 
9月 5日通知 

健水発第 0905001号 厚生労働省水道課長通知 
受水槽式給水設備の給水装置への切替えに関す

る留意事項について 

●受水槽式給水設備の給水装置への切替えに関する留意事
項を周知 

・更生工事の履歴のない受水槽式給水設備から、直結給水
方式に切替える場合 

・更生工事を施工した履歴があり、ライニングに使用され
た塗料・工法及び施工状況が明らかな場合 

・更生工事を施工した履歴があり、ライニングに使用され
た塗料・工法及び施工状況が確認できない場合 

平成 19年 
4月 1日適用 

平成 19年 3月 30日 厚生労働省告示第 76号 
給水装置の構造及び材質の基準に係る試験の一

部を改正する件 

●浸出に関する試験の一部が改正 
・鉄及びその化合物の分析方法に「ICP―MS法」を加え 
 る 

平成 19年 
12月 21日通知 

健水発第 1221002号 厚生労働省水道課長通知
消防法施行令及び消防法施行規則の改正に伴う
特定施設水道連結型スプリンクラー設備の運用

について 

●水道連結型スプリンクラー設置の留意事項について周知 
消防法施行令及び消防法施行規則の改正に伴い小規模社会
福祉施設に対してもスプリンクラー設備の設置が義務づけ
（水道連結型スプリンクラー設備の設置が認められる） 
【設置の留意事項（抜粋）】 
・設置に当たっては消防設備士の指導の下に行う 
・消防設備士がスプリンクラーヘッドまでの部分について
水理計算等を行う（スプリンクラーヘッド各栓の放水量
は 15L／分又は 30L／分以上確保） 

・停滞水及び停滞空気の発生しない構造とする 
・水道が断水のとき、配水管の水圧が低下したときなどは
正常な効果が得られない旨を確実に了知等 

平成 20年 
3月 21日通知 

健水発第 0321001号 厚生労働省水道課長通知
給水装置工事事業者の指定制度等の適正な運用

について 

●指定給水装置工事事業者制度において改善を要する課題
とその解決の方向を周知 

・指定給水装置工事事業者に対する講習・研修の実施 
・給水装置工事主任技術者等に対する研修の実施 
・需要者のニーズに応じた指定給水装置工事事業者に関す
る情報の提供 

・指定給水装置工事事業者の取消しの処分基準の整備 
・各主体からの啓発・広報活動の充実 
・適切な配管技能者の確保（適切に作業を行うことができ
る技能を有する者の資格等の例示） 

参考資料 ２ 

平成 27年 9月 28日 
指定給水装置工事事業者制度 

に係る検討会 
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平成 21年 
4月 1日施行 

平成 21年 3月 6日 厚生労働省令第 27号 
給水装置の構造及び材質の基準に関する省令の

一部を改正する省令 
平成 21年 3月 6日 厚生労働省告示第 58号 
給水装置の構造及び材質の基準に係る試験の一

部を改正する件 

●給水装置に係る浸出性能基準が改正 
・1，1―ジクロロエチレンに係る基準を廃止し、 
・シス―1，2―ジクロロエチレンに係る基準をシス―1，2
―ジクロロエチレン及びトランス―1，2―ジクロロエチ
レンに変更し、水栓その他給水装置の末端に設置されて
いる給水用具の浸出液に係る基準値を 0.004mg／L以
下、給水装置の末端以外に設置されている給水用具の浸
出液又は給水管の浸出液に係る基準値を 0.04mg／L以
下とし、 

・TOCに係る給水装置の末端以外に設置されている給水
用具の浸出液又は給水管の浸出液に係る基準を 3mg／L
以下に強化する 

●浸出に関する試験の一部が改正 
カルシウム、マグネシウム等(硬度)に係る水質の確認方
法に誘導結合プラズマ―質量分析法(ICP―MS法)を加
え、 

・1，1―ジクロロエチレンの項を削り、 
・シス―1，2―ジクロロエチレンをシス―1，2―ジクロロ
エチレン及びトランス―1，2―ジクロロエチレンに改
め、 

・ナトリウム及びその化合物に係る分析方法に ICP―MS
法を加える 

平成 21年 
6月 17日通知 

厚生労働省健康局水道課 事務連絡 
給水装置工事の適切な施工とトラブルの防止に

ついて 

●需要者のニーズに応じた指定給水装置工事事業者に関す
る情報の提供について、その参考例を明示 

・修繕対応可能な工事事業者の情報提供事例 
・悪質商法等に関する広報事例 
・クロスコネクションに関する広報事例 
・水質汚染等危険性の高い施設への立入調査等の措置例等 

平成 22年 
4月 1日施行 

平成 22年 2月 17日 厚生労働省告示第 49号 
給水装置の構造及び材質の基準に係る試験の一

部を改正する件 

●給水装置に係る浸出性能基準が改正 
・カドミウムに係る水栓その他給水装置の末端に設置され
ている給水用具の浸出液に係る基準値を 0.001mg／L以
下から 0.0003mg／L以下に、給水装置の末端以外に設
置されている給水用具の浸出液又は給水管の浸出液に係
る基準値を 0.01mg／L以下から 0.003mg／L以下に強
化する 

・1，1，2―トリクロロエタンに係る基準を廃止する 
●浸出に関する試験の一部が改正 
・カドミウムに係る分析方法からフレーム―原子吸光光度
法を削除する 

・1，1，2―トリクロロエタンの項を削除する 

平成 24年 
9月 6日公布 

「給水装置の構造及び材質の基準に関する省
令」及び「給水装置の構造及び材質の基準に係

る試験」の一部改正 

●耐圧に関する基準の変更 
・貯湯湯沸器及び貯湯湯沸器の下流側に設置されている給
水用具における 0.3 メガパスカルの静水圧を加える耐
圧性能試験は廃止 

・一缶二水路型貯湯湯沸器以外のより複雑な構造を有する
湯沸器における熱交換部分の耐圧性能試験に関する規定
を追加等 

●逆流防止に関する基準の変更 
・吐水口空間を有する給水装置の基準を、「越流面から吐
水口の中心までの垂直距離」から「越流面から吐水口の
最下端までの垂直距離」に変更等 

●その他の留意事項 
・ボールタップの耐圧性能試験方法について規定 
・一時止水機能を有する混合水栓の水撃限界性能試験につ
いて規定 

・水撃限界性能の試験条件について規定 

平成 26年 
3月 31日通知 

健発 0331第 30号 厚生労働省健康局長通知 
水質基準に関する省令の一部改正等について(施

行通知) 

●給水装置に係る浸出性能基準が改正 
給水装置の浸出液に係る基準について、亜硝酸態窒素に
係る水栓その他給水装置の末端に設置されている給水用
具の浸出液に係る基準値(0.004mg／L)、給水装置の末
端以外に設置されている給水用具の浸出液又は給水管の
浸出液に係る基準値(0.04mg／L)を追加 

●浸出に関する試験の一部が改正 
亜硝酸態窒素に係る分析方法としてイオンクロマトグラ
フ法を追加 

平成 26年 
6月 30日通知 

健水発 0630第 2号 厚生労働省水道課長通知 
太陽熱利用給湯システムの取扱いについて 

●設計審査にあたっての配慮事項を周知 
・システムの一次側に、逆止弁や減圧式逆流防止器等の適
切な逆流防止給水用具を備えていること。 

・現地施工により、当該システムの外側にバイパス配管を
設けるものにあっては、当該システムの日常的な使用に
おいて、貯湯タンク側とバイパス配管側の適正な流量配
分を確保できる構造となっていること等 

平成 27年 
3月 25日通知 

健発 0325第 18号 厚生労働省健康局長通知 
水質基準に関する省令の一部改正等について(施

行通知) 

●浸出に関する試験の一部が改正 
フェノール類に係る分析方法として固相抽出―液体クロ
マトグラフ―質量分析法を追加 
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（平成２７年度厚生労働省受託） 

 

第４回 指定給水装置工事事業者制度に係る検討会 

 

議事次第 

 

１．日 時 平成２７年１２月１１日（金）１３時００分～１５時００分 

 

２．場 所 日本水道協会７階 第１会議室 

 

３．議 題 

 （１）第３回指定給水装置工事事業者制度に係る検討会議事概要について 

（２）指定給水装置工事事業者制度に係る課題解決の方向性と 

対策案（概略）について 

（３）その他 

 

４．配布資料 

資料１   第３回指定給水装置工事事業者制度に係る検討会議事概要 

資料２－１ 指定給水装置工事事業者制度に係る課題解決の方向性と 

対策案（概略）について（取りまとめ） 

    資料２－２ 指定給水装置工事事業者制度に係る課題解決の方向性と 

対策案（概略）のイメージ図 

 

５．参考資料 

参考資料１ 他事業者（下水・ガス・電気）との制度比較 

参考資料２ 排水設備指定工事店の更新制度に関する調査（下水道事業） 

参考資料３ 指定給水装置工事事業者制度の概要（第１回検討会資料３） 

参考資料４ 指定給水装置工事事業者制度に係る実態調査結果 

（第１回検討会資料４） 

参考資料５ 指定給水装置工事事業者の更新制度に関する 

アンケート調査結果（日本水道協会） 

参考資料６ 指定給水装置工事事業者制度に係る課題解決の方向性と対策案 

（第３回検討会資料２－１） 
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第 3回 指定給水装置工事事業者制度に係る検討会議事概要 

 

平成 27年 9月 28日（月） 13時 30分～15時 30分 

日本水道協会 8階第 4会議室 

 

１．出席者に関する主な事項 

 長岡委員が欠席、その他委員は出席 

 

２．第 2回指定給水装置工事事業者制度に係る検討会議事概要について 

・資料 1により第 2回指定給水装置工事事業者制度に係る検討会議事概要について説明 

（事務局） 

 

３．指定事業者制度の解決すべき課題の設定と解決の方向性の検討について 

 ・資料 2-1により、指定給水装置工事事業者制度に係る課題解決の方向性と対策案につい

て説明（厚生労働省） 

・資料 2-2により、指定給水装置工事事業者制度の課題解決の方向性と対策案（事務局た

たき台）のイメージ図について説明（厚生労働省） 

・参考資料 1により、他事業者〔下水・ガス・電気〕との制度比較について説明（事務局） 

 ・参考資料 2により、給水装置に係る行政情報の変遷について説明（事務局） 

 ・参考資料 3により、給水管及び給水用具類の変遷について説明（事務局） 

 

（解決の方向性と対策案（概略）に関する主な意見等） 

 

 ○ 指定工事事業者制度への更新制の導入について 

  ・現行の制度は、規制緩和により創設された制度であるので、規制緩和に逆行しないよ

うに考慮し、更新制度の創設ができればと考えている。 

 ・更新制を創設するという方向で進めて欲しいが、指定事業者の負担が過重にならない

ように配慮して欲しい。例えば、申請書類が各水道事業者でバラバラにならないよう

することや、更新申請の手数料がなるべく安価となるようにすること等である。 

・これまで報告されてきた連絡のつかない指定工事事業者の実態を把握するためにも、

更新制は必要である。また、更新に付加する事項としては、一例として、任意で、講

習実績、配管技能者の状況や工事件数などを各指定工事事業者に提出してもらい、ホ

ームページに情報提供として公開すれば、手間は省きながらも、ある程度の情報の収

集と利用者への提供が可能になるのではないか。 

  ・指定要件の定期的な確認を、各水道事業者に任せて、バラバラな運用になるよりは、

資料 １ 

平成 27 年 12 月 11 日 

指定給水装置工事事業者制度 
に係る検討会 
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全国統一して更新制を導入した方が、わかりやすく、実効性もあり、水道利用者も困

らず、指定工事事業者も対応しやすいと想定される。ただし、過度な手続きや費用を

軽減するような工夫が必要である。 

・更新時の要件の確認については、各水道事業者が、前回指定工事事業者に対して指定

を行った際の指定要件に合致するのかを確認することが、スムーズな方法と思われる。 

 ・更新制を水道事業者が運用することになった場合、いつ、誰が、どこで、どのように

更新ということを考えただけでも多くの負担が想定されるため、その部分を検討しな

がら、実現可能性のある制度にすべきである。また、手数料が必要となることが想定

される。 

  ・更新時には、真面目に勉強して実務を行い、技術・技能を持つ者を雇用している指定

工事事業者が優遇される仕組みが必要であり、その上で、このことが水道利用者にわ

かるように情報提供していくべきである。 

  ・完全な法令違反ではないものの、接遇・マナーの部分で苦情を受ける指定工事事業者

も存在している。そのような事業者が、安易に優遇制度を受けることがないような仕

組みが必要であり、評価基準が難しい部分がある。 

  ・更新制を導入する場合、新規の指定の場合と、更新の場合とでどのような違いがある

のかを整理すべきである。 

  ・更新制を導入する場合、初回の更新時に、既存の指定工事事業者が一斉に更新を行う

ケースも想定されることから、事務手続き上、混乱が起きないようなスムーズな形で

の更新方法を検討する必要がある。 

  ・更新制を導入する場合、現状では、複数の都市で指定を受けている事業者は、複数の

窓口で手続きを行なうことが想定されるため、この負担を軽減するような仕組み作り

を検討する必要がある。 

 ・下水道事業は、各自治体が事業運営しており、ガス、電気と比較して水道事業と近い

部分があると想定されるため、更新制を導入する場合、過度な負担の軽減方法など、

参考にするべきである。 

 ・現行制度は、悪質な違反があれば指定を取り消すことができる制度となっているが、

連絡を取れないというだけで、指定を取り消すのは、現実には難しいと考えている。

その部分を指導できるような制度として、更新制を案として示している。（事務局） 

・指定の要件を、ある一定の期間ごとに、水道事業者が、指定工事事業者自らの申請に

より自動的に確認できるのが更新制のメリットである。そのため、連絡のつかない指

定工事事業者の確認作業が不要になるなど、水道事業者の負担軽減にもつながると想

定される。（事務局） 

  ・今回事務局で示したたたき台は、規制緩和により創設された制度である経緯を踏まえ、

指定を受けるための要件は変えていない。更新制は、その上で、水道事業者と指定工

事事業者との定期的な接点を設けて、色々な確認・指導ができるようにするとともに、

その内容を水道利用者に情報発信できるようにする制度として示したものである。

（事務局） 
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 ○ 適切な配管技能者の適正な配置の確認について 

・指定工事事業者には、主任技術者がいれば良いということだけではなくて、配水管か

ら水道メータまでの配管については、配管技能者を従事させることが定められている。 

・配管技能者の存在をお客様に説明できる制度にするべきである。 

・給水工事技術振興財団では、配管技能検定会を実施しているが、その受検者は年々減

少している。また、検定の合格率は 9 割程となっており、実際、1 割の受検者は不合

格となっている。給水装置工事においては、技能を有した資格を持った人が配置され

ていることを確認できる仕組み作りが必要である。 

・水道事業者は、公道下の給水装置用材料等を指定できることから、指定材料を用いて

適正な分岐・配管できる技能者が必要だということを規程などに明記すべきである。 

・配管技能者の配置の確認については、水道事業者が新たに規程を設定して運用を 

行う場合、経過措置などを設けなければならない可能性があるため、留意する必要が

ある。 

・適切な配管技能者の適正な配置の確認については、更新制を導入した場合、更新時に

技能者の確認を行うことで、一定の効果が期待できる。（事務局） 

  

 ○ 主任技術者の講習会受講の促進について 

  ・主任技術者の講習の義務化や配管技能者の位置づけの明確化が、技術・技能の向上に

つながり、水道利用者のためにもなる。 

 

 ○ 指定工事事業者講習会実施の促進について 

  ・更新時に講習会の受講実績を確認し、その情報を水道利用者に提供できれば、水道利

用者が指定工事事業者を選定する際の判断材料となり、安心で信頼性のある工事の確

保やトラブルの減少につながる。   

 

 ○ 処分環境の整備 

  ・処分環境の整備の記載のうち、「水道事業者が処分しやすい」という表現は、手続き

が大変だという趣旨であるため、記載を工夫するべきである。 

  ・処分マニュアルの整備については、再度、事例集を整理するなどの検討をして欲しい。 

  ・処分基準等の整備で必要なものについては、日本水道協会の県支部組織や比較的規模

の大きい水道事業者がリードしていけば、ある程度カバーできると想定される。あわ

せて、通知発出等により処分基準等の整備を再度促せば、未整備である５割も改善さ

れるのではないかと思われる。 

 

 ○ 水道利用者への情報提供の充実について 

  ・名古屋市では、水道事業者（お客様受付センター）、修繕センター、消費生活センタ

ーが連携しており、相談件数も減ってきている。このような形を他でも広げていくこ

とも検討すべきである。 
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  ・消費生活センターへの苦情全体としては、消費者庁が設置されてから増加傾向にある

なかで、給水装置関連の苦情は、横ばいであることから、19 年度の検討会を受けて

行われてきた情報提供は、少しずつ進んできていると想定される。今後は、比較的小

さな水道事業者も情報提供を行っていくべきである。 

  ・リーフレットを作成しても、消費者の手元に届かないケースも想定されることから、

消費生活センターの相談員が、地元で出前講座などを実施する際、一般のトラブルと

ともに給水装置関連のトラブルについても提供していくことも、検討すべきである。 

  ・水道利用者が、トラブルに巻き込まれないような整理をする上で、下水道、ガス、電

気の学ぶべきところがあるのであれば、取り入れるべきである。 

  ・水道事業者は、情報発信が一方通行とならないよう、水道利用者のニーズに応じて行

っていくべきである。 

 

○ その他 

  ・配水管から水道メータまでの新設、改造等については、水道事業者が、配管技能者の

資格等を確認している場合があるのに対し、屋内の給水管の修繕については、水道利

用者が直接指定工事事業者に依頼をするので、トラブルも発生しやすいのではないか、

両者を区別して対策案を検討すべきである。 

・指定要件の新たな追加は、新規参入を妨げる可能性があり、規制緩和の経緯を踏まえ

ると、門戸開放に逆行する。 

・解決の方向性としては、能力があると自ら証明できる指定工事事業者を、適切に使え

る制度になっていれば問題ないのではないか。しっかりと検討した上で、最善の方法

が法改正して更新制を導入するという選択であれば、良いと考える。  

 ・本検討会では、詳細な解決の具体策までは示すことが難しいと考えているが、関係者

の負担なども考慮した実現可能な解決の方向性を示したいと考えている。（事務局） 

 

４．今後の予定、進め方について 

・更新制を導入するという方向性を軸にしながら、いかに実効性のあるものにするか、そ

の他の方向性・対策案についてもどう進めていくかを次回とりまとめることとする。 

・第 4回は、平成 27年 11月～12月頃の開催を予定している。 

・次回は最終回となっている。事務局で整理した解決の方向性と対策案に、本日出た意見

を踏まえてとりまとめを行う。 

 

 

（以上） 
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839件,
47.3%

38件,
2.1%

81件,
4.6%

115件,
6.5%

324件,
18.3%

98件,
5.5%

279件,
15.7% 無届工事

クロスコネクション

基準不適合材料使用

指定材料の不使用

指導監督に応じない

安全管理の怠り

その他

 

 

指定給水装置工事事業者制度に係る課題解決の方向性と対策案（概略）について 

（取りまとめ） 

 

本検討会では、現行の指定給水装置工事事業者制度（以下「指定工事事業者制度」という。）に

ついて、平成２６年度に厚生労働省水道課と(公社)日本水道協会にて実施した水道事業者へのアン

ケート調査等を基に問題や課題を把握整理し、改善を要する課題について解決の方向性を検討し取

りまとめた。 

 

１ 改善を要する主な課題 

（1）指定工事事業者制度の現状 

（不明工事事業者の存在） 

 各水道事業者が公表している指定工事事業者リストに連絡がとれない指定工事事業者

（以下「不明工事事業者」という。）が掲載されており、一部水道事業者が確認している

だけでも約３千の不明工事事業者が存在している。（厚労省ｱﾝｹｰﾄ H25年度実績） 

 不明工事事業者は、水道事業者からの指導監督や情報提供が行えないため資質の低下が

懸念されるとともに、連絡がとれないなど水道利用者からの苦情の原因にもなっている。 

（違反行為） 

 無届工事や構造材質基準不適合など

給水装置工事における違反行為は、水

道事業者が把握しているだけでも

1,740件発生している。(厚労省ｱﾝｹｰﾄ

H25年度実績) 

 直接水質事故につながりかねないク

ロスコネクションのほかに、虚偽報告

等の悪質な違反行為も発生している。 

（苦情） 

 水道事業者に寄せられた水道利用者か

らの苦情件数は 4,864 件に上る。苦情

の内訳は「連絡不通」、「対応が遅い、

悪い」、「費用が高額」が多く、修繕の

施行不良など技術力の不足による苦情

もある。(厚労省ｱﾝｹｰﾄ H25年度実績) 

 国民生活センター、消費生活センター

等に寄せられた水道工事や水道等の修

理サービスに関する消費生活相談は約

1,000(件/年)であり、横這い傾向で減

っていない。（行政窓口に相談等する割

合 2.8%：第 41回国民生活動向調査（2013年 9月～10月実施）より） 

（案） 
資料 ２－１ 

756件,
14.5%

1057件,
20.3%

554件,
10.7%

925件,
17.8%

667件,
12.8%

332件,
6.4%

446件,
8.6%

31件,
0.6%

433件,
8.3% 連絡不通

対応が遅い

施行不良

対応が悪い

費用が高額

対応拒否

押し売り

過大公告

その他

図 1 違反行為の内訳(厚労省ｱﾝｹｰﾄ H25 年度実績) 
※内訳には複数回答分を含む 

合計 1,740件 

平成 27 年 12 月 11 日 

指定給水装置工事事業者制度 
に係る検討会 

合計 4,864件 

図 2 苦情の内訳(厚労省ｱﾝｹｰﾄ H25年度実績) 
※内訳には複数回答分を含む 
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（2）現行制度の課題 

指定工事事業者制度の現状から、現行制度の課題として大きく２点（①、②）が挙げられる。

また、①には、①-1から①-3までの３つの課題が内在している。 

 
  

（3）課題の要因 

各課題の主な要因を以下に整理する。なお、「① 指定工事事業者・主任技術者等の技術力や

モラル、お客さまサービス意識の不足」については、①-1 から①-3 までの内在する課題その

ものが主な要因と考えられる。 

   1）「①-1 指定工事事業者・主任技術者等の実態把握が不十分（不明工事事業者が存在）」と

なる主な要因 

（実態把握が不十分） 

・水道事業者において、指定工事事業者の技術力や実績等を継続的に確認する方法がない。 

・水道事業者において、最新の技術情報や給水材料等の知識を有しているかの、主任技術者

の技術力の確認が難しい。 

・水道事業者において、配管技能者の配置について確認が難しい。 

（不明工事事業者の存在） 

・指定工事事業者が法令に規定される変更、廃止等の届出を適切に行っていない。 

・不明工事事業者の所在確認等を行う水道事業者の人員・体制が乏しい。（当該給水区域外

に所在する指定工事事業者の調査・把握はさらに困難等） 

・不明工事事業者の指定工事事業者リストからの削除（指定取消）に係る水道事業者の業務

量が膨大。 

 

2）「①-2 指定工事事業者、主任技術者等に対する講習会の実施が不十分」となる主な要因 

（指定工事事業者に対する講習会） 

・講習会の実施及び参加は任意であり強制力がない。（実施：水道事業者、参加：指定工事

事業者） 

・指定工事事業者にとって受講者への優遇等、不参加者との区別がない。 

・開催費用のほか、講師・会場確保、資料準備等の講習会開催に係る水道事業者の負担が大

きい。 

・時間面と費用面において指定工事事業者の受講の負担が大きい。特に多くの水道事業者か

ら指定を受けている指定工事事業者は、それぞれの講習会を受講すると負担が大きい。 

（主任技術者等に対する講習会） 

・指定工事事業者に求められている主任技術者および配管技能者等に対する研修機会の確保

① 指定工事事業者・主任技術者等の技術力やモラル、お客さまサービス意識の不足 

  ①-1 指定工事事業者・主任技術者等の実態把握が不十分（不明工事事業者が存在） 

  ①-2 指定工事事業者、主任技術者等に対する講習会の実施が不十分 

  ①-3 指定工事事業者に対する処分、指導監督が不十分 

② 指定工事事業者に関する水道利用者への情報提供の不足 
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は法令上努力義務であり強制力がない。 

 

3）「①-3 指定工事事業者に対する処分、指導監督が不十分」となる主な要因 

・約 35％の水道事業者において処分基準が整備されていない。（（公社）日本水道協会が参考

例として示した「指定給水装置工事事業者の違反行為に係る処分基準例」（平成 19 年 11

月 15日）等が十分活用されていない） 

・指定の取消処分は聴聞等の手続きが必要。 

・人員が不足している水道事業者では十分な指導監督が困難。（特に中小の水道事業者） 

     

4）「② 指定工事事業者に関する水道利用者への情報提供の不足」となる主な要因 

・水道事業者において情報提供に必要な情報の収集が困難。（業務量が膨大、人員の不足） 

・水道利用者が必要としている情報の提供に対して水道事業者の意識が不足。 

※そのため、約９割の水道事業者において指定工事事業者の名称、所在地、電話番号など

基本的な情報の提供が行われている一方で、修繕対応可能な指定工事事業者の情報提供

は 4.4％であるなど水道利用者にとって必要と考えられる情報提供まで行っている水道

事業者は少ない状況である。 

       

２ 課題解決の方向性 

アンケート調査や本検討会委員の意見等により明らかになった現行制度に対する問題や課題

について、解決の方向性と考えられる（1）から（6）までを整理し、各方向性について「対策案

の概要」、「期待される効果」、「留意事項」を記す。 

 

 

なお、対策案の検討に当たっては、以下の事項に留意する必要がある。 

○実現可能性のある仕組みづくり 

・水道事業者、特に小規模水道事業者の体制を考慮した仕組みづくり 

  ・指定工事事業者の過度な負担とならない仕組みづくり 

○平成 19年度の検討結果からステップアップした解決方策の検討 

○規制緩和を考慮した方策の検討 

※現行の指定工事事業者制度は、国の規制緩和推進の方向性を受けて平成８年の水道法改正

により創設されたもの 

  

  （課題解決の方向性） 

（1）指定工事事業者制度への更新制の導入 

（2）適切な配管技能者の適正な配置の促進 

（3）主任技術者の講習会受講の促進 

（4）指定工事事業者講習会の実施の促進 

（5）処分環境の整備 

（6）水道利用者への情報提供の充実 
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（1）指定工事事業者制度への更新制の導入 

（対策案の概要） 

指定工事事業者の指定に一定の有効期間を設け、一定年で更新しなければ失効するものと

する。指定の更新は、指定工事事業者の申請により行い、水道事業者は、水道法に規定する指

定の基準（選任する主任技術者、工具類の保有、欠格条項）について確認する。 

また、更新の申請に併せて、配管技能者の従事状況、主任技術者等の研修機会の確保状況

等の事業の運営の基準に規定される事項を確認し、さらには配管技能者の資格、指定工事事業

者の講習会受講状況、修繕対応の可否等の情報について届出を求めることも考えられる。 

（期待される効果） 

指定工事事業者制度への更新制の導入により、水道事業者は指定工事事業者の事業実態を

定期的に把握でき、指導や監督が行いやすい環境となる。また、これまで難しかった不明工事

事業者の排除を自動的に行える。 

さらに、水道事業者が指定工事事業者の各種情報や実態を把握することで、指定工事事業

者側の意識向上にもつながり、違反行為や苦情の減少が期待される。 

（留意事項） 

  ・水道事業者や指定工事事業者にとって過度の負担とならない仕組みづくり 

   【考慮する点】 

①事務手続きや更新手数料の軽減、申請様式の統一など 

②更新事務の平準化を考慮した既存指定工事事業者の更新の進め方の検討 

③既に更新制を導入している下水道事業等を参考とした負担軽減方法の検討 

  ・各確認事項の具体的確認内容と方法の検討 

  ・制度設計等の検討期間や周知・準備期間が必要 

 

（2）適切な配管技能者の適正な配置の促進 

（対策案の概要） 

国は、配管技能者の資格等を明確にするため、供給規程等への明示について周知徹底を行

う。（「給水装置工事の適正な施行について」（平成 23 年 8 月 30 日付け厚生労働省健康局水道

課事務連絡）の再周知） 

水道事業者は、指定工事事業者の指定の更新時に、配管技能者の従事状況やその配管技能

者が有する資格等の確認を行う。また、給水装置工事の申請の際に、配置する配管技能者の資

格等を書類により確認する。 

（期待される効果） 

適切な配管技能者の適正な配置の促進により、配水管の分岐工事における施工不良等の重

大事故を未然に防止できる。 

また、指定工事事業者において配管技能者の養成が促進される。 

（留意事項） 

 ・（公財）給水工事技術振興財団が実施している検定会などを含めた、適切な配管技能者を養

成する機会の提供についての検討 

 ・水道事業者自らが実施する給水装置工事において、配管技能者の配置の徹底を図る。（配水
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管更新工事等における給水装置の切替え工事など） 

 ・法令上、配管技能者は配水管の分岐から水道メーターまでの給水装置工事に従事する者で

あり、水道メーター下流側の工事において配置を求められていない。 

 

（3）主任技術者の講習会受講の促進 

（対策案の概要） 

水道事業者は、指定工事事業者の指定の更新時に、選任する主任技術者の講習会の受講実

績を確認する。 

また、指定試験機関である(公財)給水工事技術振興財団は、主任技術者の資質向上のため、

技能に関する試験項目の充実等、主任技術者試験の内容の見直しについて検討を行う。 

（期待される効果） 

主任技術者の講習会受講の促進により、指定工事事業者や主任技術者の技術力及び意識の

向上につながり、適正な給水装置工事が確保され、違反行為や苦情の減少が期待される。 

（留意事項） 

・主任技術者の技術力の維持・向上に必要な研修機会の提供についての検討 

 ※既存の研修会として、(公財)給水工事技術振興財団や管工事事業者の組合主催のものが

ある。 

<参考>「給水装置工事事業者の指定制度等の適正な運用について」（平成 20 年 3 月 21 日厚生労働省健康局水道

課長通知）（以下「水道課長通知」という。）で示した主任技術者への研修内容 

   ・給水装置及び給水装置工事法に関する最新の情報技術 

   ・給水装置の事故事例と対策技術 

   ・給水装置の故障・異常の原因と修繕工事法 

   ・主任技術者の職務と役割 

・時間面、費用面など主任技術者の過度な負担とならない仕組みづくり（例えば e ラーニン

グによる研修） 

 ・複数の主任技術者を選任している指定工事事業者の講習会受講実績の取り扱い 

 

（4）指定工事事業者講習会の実施の促進 

（対策案の概要） 

水道事業者は、指定工事事業者の指定の更新時に、指定工事事業者としての講習会の受講

実績を確認する。 

国は、水道事業者に対し、さらなる講習会の実施率向上と、指定工事事業者のモラルやお

客さまサービス意識の向上のため、接遇対応の追加等、講習内容の充実を図るよう求める。 

<参考>水道課長通知で示した指定工事事業者への講習内容 

   ・水道法令における給水装置に関連する規定の再確認 

   ・給水装置に関連する行政や法令の動向に関する情報 

   ・給水装置に関する事故事例と防止のための留意事項 

   ・需要者への給水装置の維持管理等に関する普及啓発の実施に関する事項 

   ・水道事業者から需要者に提供する指定工事事業者の情報に関する事項 

   ・水道事業者が定める配水管の分岐から水道メーターまでの工事上の条件の改定情報 
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（期待される効果） 

指定工事事業者講習会の実施の促進により、指定工事事業者の技術力の確保やお客様サー

ビス意識が向上し、利用者とのトラブルや苦情、違反行為の減少が期待できる。 

（留意事項） 

 ・広域開催など水道事業者間の連携等による中小水道事業者にも負担が少ない効率的な講習

会開催の検討（広域開催とする場合の講習会実施主体等） 

 ・複数の水道事業者から指定を受けている指定工事事業者の講習会受講実績の取り扱い 

  

（5）処分環境の整備 

（対策案の概要） 

国は、水道事業者における処分基準の整備について再周知を行う。 

また、(公社)日本水道協会は、前回例示した処分基準例に加えて、処分事務に関する解説、

処分事例、様式例等を示すなど、水道事業者が適切に処分を実施できる環境整備について検討

する。 

（期待される効果） 

処分環境の整備により、適正で公平な処分の実施が可能となり、悪質な工事事業者を排除

するとともに、指定工事事業者の意識が向上し違反行為の抑制につながる。 

（留意事項） 

 ・不利益処分である指定の取消は、行政手続法に基づく聴聞等が必要 

 ・給水装置工事をしようとする者は、あらかじめ水道事業者に申込み、その承認を得なけれ

ばならないが、これを行わずに工事を実施する「無届工事」が 839件発生（厚労省ｱﾝｹｰﾄ H25

年度実績）しており、このような事案への対策案の検討（過料等を科す条例を制定する対

応が可能であることを周知等） 

※中には水道事業者の指定を受けていない工事事業者や指定取消の処分を受けた工事事業

者が故意に無届工事を行う悪質な事例もある 

 

（6）水道利用者への情報提供の充実 

（対策案の概要） 

水道事業者は、水道利用者に提供する指定工事事業者に関する情報について、指定工事事

業者の更新時に取得した修繕対応の可否等の情報を加えることにより内容の充実を図る。また

修繕時のトラブル防止や悪質商法に関する情報等についても提供を行う。 

なお、情報提供に当たっては、ウェブサイトの他にリーフレット等の積極的活用を検討する。 

（期待される効果） 

水道利用者への情報提供の充実により、水道利用者から指定工事事業者への修繕工事等の

依頼が円滑化されるなど、苦情の減少に一定の効果があると考えられる。また、水道利用者が

正しい知識を会得し、トラブルに巻き込まれない方策としても期待される。 

（留意事項） 

・修繕対応の可否に係る情報の他に、更新時に取得した指定工事事業者、主任技術者の講習

会受講実績や配管技能者の従事状況等の情報を活用した情報提供について検討 

※これらの情報提供により、水道利用者が修繕等の給水装置工事を依頼する際の参考とな
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るとともに、指定工事事業者がより適正な事業運営を図るようになることが期待される。 

・公表の手法については、新規参入への阻害の防止や適正な競争確保の観点から検討が必要 

・消費生活センターと水道事業者との連携による情報発信の方策の検討 

 

３ 今後の検討課題 

指定工事事業者に係る諸課題への対応としては、まずは上記２に記載した対策を講じることが

重要と考えられるが、期待する効果が十分に得られなかった場合の更なる方策として、以下の事

項が考えられる。 

・適正な事業運営を実施している「優良」な指定工事事業者に対する優遇措置（客観的で公正

な評価基準と研修機会の確保等の環境整備が必要） 

・指定工事事業者の指定要件の厳格化（ただし規制緩和に逆行することに留意が必要） 

・主任技術者の更新制度の創設 

・配管技能者の資格要件の法令規定 

 

４ まとめ 

指定工事事業者制度の問題点や課題を整理し、６項目の課題解決の方向性と対策案を提示した。

別紙のイメージ図に示すとおり、その中で指定工事事業者制度への更新制の導入は、中心となる

対策案となる。 

更新制度により、水道事業者は定期的に指定工事事業者の事業実態の確認が行えるようになり、

水道法に定める指定の基準の再確認に併せて、指定工事事業者の主任技術者や配管技能者等への

研修機会の確保状況、配管技能者の従事状況、修繕対応の可否等を確認でき、これを指導等に活

かすことが期待される。 

また、水道事業者は、これまで難しかった不明工事事業者の排除が自動的に行え、さらには修

繕対応の可否等の情報を水道利用者への情報提供に活用することで情報提供の充実を図ること

が可能となる。 

指定工事事業者は、更新時の確認事項である主任技術者の講習会受講や適正な配管技能者の配

置などの事業運営の基準を遵守するなど、自らの資質や技術を向上する意識が高まり、クロスコ

ネクション、配水管の分岐工事における施工不良等の事故防止に繋がることが期待される。 

また、水道利用者には、水道事業者をはじめとする各関係者からの適切な情報提供と対話によ

り、指定工事事業者への修繕工事等の依頼の円滑化や給水装置に関する正しい知識を会得するこ

とが期待される。 

 

最後に、指定工事事業者制度をより適正な制度とし、安全で信頼される給水装置工事を確保し

ていくためには、水道事業者、指定工事事業者、水道利用者に加えて、国における制度の検討や

指導、(公財)給水工事技術振興財団、(公社)日本水道協会、全国管工事業協同組合連合会などの

関係団体による研修機会の提供や技術指針・テキスト類の作成等による支援、建築業者と指定工

事事業者の現場での連携と水道利用者への適切な対応、消費生活センターと水道事業者との連携

した啓発活動など、各関係者の理解と協力によって、課題解決に向けた取組を推進していくこと

が不可欠である。 

（以上） 
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指定給水装置工事事業者制度に係る課題解決の 

方向性と対策案（概略）のイメージ図 
 

・安全で信頼される給水装置工事の確保 
 

・違反行為・苦情・トラブルの減少 

●不明工事事業者の自動排除 

●指定工事事業者や主任技術者の

技術力やお客様サービスの向上 

●クロスコネクション・分岐工事の

施工不良等の事故防止 

●悪質な工事事業者の排除 

●修繕工事等の依頼の円滑化 

●水道利用者が正しい知識を会得 

～ 定期的な事業実態の確認 ～ 

●指定要件の再確認にあわせて、以下の

事項を確認し指導・監督に活かす。 

○指定工事事業者、主任技術者の講習会

受講状況 

○配管技能者の配置と資格等 

○修繕対応の可否 

指定工事事業者制度への更新制の導入 

水道利用者へ 
の情報提供の充実 

資料 ２－２ 

平成 27年 12月 11日 

指定給水装置工事事業者制度 
に係る検討会 

処分環境の整備 

主任技術者の 
講習会受講の促進 

●研修機会の確保、
受講しやすい環境
の整備等 ●修繕対応が可能な指

定工事事業者の情報
提供の促進等 

適切な配管 
技能者の適正な 
配置の促進 

●工事の際の資格等の確
認等 

●処分基準作成の 
徹底等 

指定工事事業者 
講習会の実施の促進 
●実施率向上の仕組み
づくり（広域化等） 

●講習内容の充実等 

 

【課題解決の方向性・対策案について考慮する点】 
●実現可能性のある仕組みづくり 
 ・水道事業者、特に小規模水道事業者の体制を考慮 
 ・指定工事事業者の過度な負担とならないよう考慮 
●平成 19年度の検討と対策からのステップアップ 
●規制緩和を考慮した方策の検討 
※現行制度は規制緩和の推進を目的として創設されたもの 
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他事業者〔下水・ガス・電気〕との制度比較 

 

１．事業者と利用者の資産及び管理区分         ※      は水道事業とは異なる制度項目 

 

２．利用者が施工する工事範囲の工事事業者の指定等 

 水道事業 下水道事業 ガス事業 電気事業 

●事業者の資産 

（費用負担）範囲 

道路下に布設された配

水管まで 

（水道施設） 

道路下に敷設された下

水管及び利用者宅内の

第一ますまで 

（下水道施設） 

道路下の本管及び支管

(引込管)まで 

（供給管） 

供給線及び家屋等への

引込線まで 

（事業用電気工作物） 

●利用者の資産範囲 

 

【道路部及び宅地部】 

配水管の分岐点から給

水栓まで（給水装置） 

【宅地部】 

宅地内の第一ます以降

の下水設備（排水設備） 

【宅地部】 

供給管以降の宅地内配

管（内管） 

【宅地部】 

引込線取付点からコン

セントまで 

（一般用電気工作物） 

●利用者の維持管理範

囲 

給水装置 

（配水管から水道メー

ターまでの修繕は事業

者で行う場合あり） 

排水設備 

内管 

（事業者に漏えい検

査、給排気設備などの

定期調査を義務付け） 

一般用電気工作物 

（事業者が定期調査等

により技術基準の適合

性調査を実施） 

 水道事業 下水道事業 ガス事業 電気事業 

●工事事業者の指定 

水道事業者の指定を受

けた者（指定給水装置

工事事業者） 

下水道事業者の指定を

受けた者（一例：排水

設備指定工事店） 

ガス事業者又はガス事

業者の指定工事店（簡

易内管施工登録店） 

経済産業大臣、都道府

県知事の登録を受けた

者（登録電気工事事業

者） 

●工事事業者の指定の 

更新制度 
・更新制度なし 

・更新制度あり 

※５年更新 

・有効期間あり 

※事業者により有効期

間が異なる 

・登録の有効期間あり 

※５年 

●指定の要件 

（技術者等の要件） 

・給水装置工事主任技

術者（国家資格）が

１人以上いること 

※雇用関係問わず 

※他の工事事業者と

の兼務について、

業務上支障が無け

れば可能 

 

・専属の下水道排水設

備工事責任技術者

（日本下水道協会）

が１人以上いること 

※正社員として従事 

※他の工事店等を兼

務していない者 

・修繕等の夜間対応や

休日対応の可否を申

請時に記載 

 

・責任技術者及び内管

工事士を雇用してい

ること 

 

※責任技術者 

 ・ガス主任技術者（国

家資格） 

 ・内管工事士（日本

ガス協会）２年以上

従事 

・特定営業所ごとに主

任電気工事士を置く

こと 

※登録申請者の従業

員であること 

※他営業所等との兼

務は不可 

 

※主任電気工事士 

 ・第 1 種電気工事士

（国家資格） 

 ・第 2 種電気工事士

（国家資格）３年以上

の経験 

●工事事業者に必要と

される技術者の更新制

度 

・更新制度なし 
・更新制度あり 

※５年ごとに更新 

・ガス主任技術者の更

新制度はなし 

・内管工事士の更新制

度はあり※３年更新 

（更新講習あり） 

・第 1種電気工事士に

は講習制度あり 

※５年ごとに講習 

●工事施工時に配置が

必要とされる技能者 

・配水管から水道メー

ターまでの工事にお

いて「技能を有する

者」を配置 

※法的な資格要件なし 

・技能者（資格者）の

義務付なし 

【簡易内管工事】 

・簡易内管施工士 

※作業者資格、講習会

取得、３年更新 

（更新講習あり） 

・第 1種電気工事士 

・第 2種電気工事士 

●工事事業者の違反に

対する罰則 

・水道法に基づく指定

の取消し 

・水道事業者の処分規

定による処分（指定停

止） 

・下水道事業者の条例

による処分（指定取

消しや指定停止） 

・排水設備指定工事店

以外が施工した場合

の罰金 

・ガス事業者による指

定の取消し等 

※処分基準は各ガス事

業者による 

・電気工事業法に基づ

く登録の取消し停止 

・登録を受けないで電

気工事業を営んだ者の

罰金 

平成 27年 12月 11日 
指定給水装置工事事業者制度 

に係る検討会 

参考資料 １ 
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他事業者〔下水・ガス・電気〕との制度比較 

  

３．修繕等の工事が必要となった場合の対応 

 水道事業 下水道事業 ガス事業 電気事業 

●利用者の所管範囲に

修繕等の工事が必要

となった場合の対応 

・利用者所管の範囲の

工事は、利用者自ら

指定給水装置工事事

業者に工事を依頼し

施行 

・利用者所管の範囲の

工事は、利用者自ら

が排水設備指定工事

店に工事を依頼し施

行 

・利用者所管の範囲の

工事は、利用者自ら

ガス事業者又はガス

事業者の指定を受け

た工事店に依頼し施

行 

※ガス事業者にはガス

配管の漏えい検査、

給排気設備などの定

期調査が義務付け 

・利用者所管の範囲の

工事は、利用者自ら

登録電気工事業者に

依頼し施行 

※電力会社には一般用

電気工作物の竣工調

査、定期調査が義務

付け 
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排水設備指定工事店の更新制度に関する調査（下水道事業） 

 
大規模都市 

※人口 100万以上（下水道事業単独） 

大規模都市 

※人口 100万以上（下水道事業単独） 

大規模都市 

※人口 100万以上（上下水道事業） 

中規模都市 

※人口 50万人程度（上下水道事業） 

小規模都市 

※人口 10万人以下（下水道事業単独） 

１ 排水設備工事店の指定要件 

○県内に事業所があること。 

○本都市に登録している責任技術者

を、事業所ごとに１名以上専任させ

ること。 

○代表者が以下のいずれにも該当して

いないこと。 

ア 成年被後見人または被保佐人 

イ 破産者であって復権を得ないもの 

ウ 条例の規定による届出がなされていな

い排水設備の新築等の工事を施工した者

で、当該事実のあったときから２年を経

過しないもの 

エ 条例の規定により指定を取り消されて

から２年を経過しないもの 

○県内に営業所があること 

○営業所に専属の責任技術者が一人以

上いること 

・雇用関係を証する書類の提出 

○工事の施工に必要な設備、器材を有

していること 

・営業所、設備器材の写真提出 

○代表者が欠格要件に該当していない

こと 

・登記されてないことの証明書及び身

分証明書提出 

※資格審査委員会へ諮問し指定の可否

を判断 

※指定確認後講習会を実施し、指定工

事店証を交付 

※本都市下水道条例に基づき指定工事

店規則を規定 

○県内に営業所を有し，かつ相当の信用

を有していること。 

○責任技術者が 1名以上専属しているこ

と。 

○排水設備工事の設計及び施行に必要な

設備及び器材を有していること。 

○次に掲げる事項のいずれにも該当しな

い者であること。 

ア 工事業者(法人にあっては代表者)が，成年

被後見人若しくは被保佐人又は破産者であ

って復権を得ない者であること。 

イ 工事業者(法人にあっては代表者)が，本都

市指定下水道工事業者規程（以下「規程」

という。）に基づき責任技術者としての登録

を取り消されてから 2年を経過していない

者であること。 

ウ 工事業者が，規程に基づき，指定下水道工

事業者の指定を取り消されてから 2年を経

過していないこと。 

エ 工事業者がその業務に関し不正又は不誠

実な行為をするおそれがあると管理者が認

めるに足りる相当の理由を有していると

き。 

オ 法人の工事業者であって，その役員のうち

にア又はイに該当する者がいること。 

○県内に所在があること。 

○専属の責任技術者が 1人以上いること 

・正社員として従事 

○工事の施行に必要な設備及び器材を有

していること（配水設備、運搬用車両、

保安設備、その他） 

○欠格条項に該当しない者（法務局や役

所が交付する「登録（登記）されてい

ないことの証明書」及び「身分証明書」

を添付） 

※店舗写真の提出（看板、事務所、倉庫

等） 

※県内他市町村で指定を受けていないと

きは店舗調査 

※電話や FAX番号、携帯番号の記入 

※本都市指定工事店条例で規定 

○県内に営業所があること。 

○営業所ごとに、責任技術者として登

録を受けた者が１人以上専属してい

ること。 

○工事の施工に必要な機械器具を有し

ていること。 

○次のいずれにも該当しない者である

こと。 

ア 成年被後見人若しくは被保佐人又は破

産者で復権を得ないもの 

イ 条例の規定により指定を取り消され、そ

の取消しの日から２年を経過しない者 

ウ その業務に関し不正又は不誠実な行為

をするおそれがあると認めるに足りる相

当の理由がある者 

エ 法人であって、その役員のうちにアから

ウまでのいずれかに該当する者があるも

の 

※営業所の平面図及び写真並びに付近

の見取図の提出 

※本都市下水道条例で規定 

２ 排水設備工事店の指定数 
・２，４６４者 
（平成 27年 11月 1日現在） 

・１,２１４社 
(平成 27年 11月 1日現在） 

・４２９者 
（平成 27年 11月 20日時点） 

・２１１社 
（平成 27年 11月 24日現在） 

・８８社 
（平成 27年 11月末現在） 

３ 

排水設備工事店に係る下水道
利用者への情報提供の内容
（ウェブページ等での広報内
容） 

・指定工事店名、指定番号、所在地、
連絡先 

・営業時間、休業日 
・排水なんでも相談所（お客さまサー

ビスの向上を図るため、本都市が設
立した組織）の加入の有無 

・感謝状贈呈の実績 

・指定工事店名や所在地、連絡先 
・休日、夜間の対応 

・指定工事店名 
・郵便番号 
・営業所所在地 
・電話番号 
・FAX番号 

・指定工事店名や所在地、連絡先 
（ＨＰ） 

・修繕対応の有無や修繕対応時間（別
紙で作成し漏水の疑いのある家庭に
個別配布） 

・指定工事店名、所在地、連絡先 
（ＨＰ） 

４ 更新の周期 ・５年更新 ・５年更新 ・５年更新 ・５年更新 ・３年更新 

５ 更新周期の根拠 

・標準的な指定工事店規則（日本下水
道協会）において、５年と規定され
ているため。 

・指定工事店規則において、「工事店
の指定の有効期限は、当該指定の
日から５年の範囲内において市長
が定める」としているが、指定の
有効期限は、規則で定める、試験
の合格証又は講習会の修了証の有
効期間（5年間）にあわせていると
考えられる。 

 

・他事業等を参考にして設定 ・県内(又は都内,府内)他事業体と更新
周期を合わせたと考えられる 

・平成 18年 1月、1市２町合併に伴
い最短期間である３年を更新周期
として定めた。（A市…３年、A町
…３年、B町…５年） 

平成 27年 12月 11日 
指定給水装置工事事業者制度 

に係る検討会 

参考資料 ２ 
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排水設備指定工事店の更新制度に関する調査（下水道事業） 

６ 更新時の確認事項 

①指定要件を再確認する事項 
・所在地 
・代表者変更の有無 
・責任技術者の雇用、専任 

①指定要件を再確認する事項 
・営業所所在地や連絡先 
・代表者の確認 
・責任技術者の資格、雇用 
・営業所、設備器材の確認 

①指定要件を再確認する事項 
・「２排水設備工事店の指定要件」と 
同様 

①指定要件を再確認する事項 
・新規指定申請時と同様の事項につい
て確認 

①指定要件を再確認する事項 
・指定番号、指定年月日、氏名 
・欠格条項の確認 
・営業所の氏名、所在地、連絡先 
・営業所の平面図、写真、見取図 
・機械器具の確認 
・工事経歴の確認 
・納税証明書（完納証明書）の確認 
・責任技術者の確認（技術者証）、及
び雇用関係の確認 

②指定要件以外で収集、確認してい
る情報 

・商業登記事項証明書（個人におい
ては確定申告） 

・連絡先（電話、ＦＡＸ） 
・責任技術者の所在 

②指定要件以外で収集、確認してい
る情報 

・休日、夜間の対応 

②指定要件以外で収集、確認している
情報 

・なし 

②指定要件以外で収集、確認している
情報 

・なし 
（更新とは別に修繕対応等を１年に 
１回確認） 

②指定要件以外で収集、確認している
情報 

・なし 
 

７ 更新時の手数料等 ・手数料：5,100円 
・手数料：2,000円 
・講習会費： 0円 

・不要 ・手数料 10,000円 ・手数料：10,000円 

８ 更新時講習等の有無 ・なし ・なし ・なし ・なし  ・なし 

９ 
更新手続きを行わなかった場
合の取り扱い 

・期日内に更新しない指定工事店は自
動的に指定の取消し（更新期間を過
ぎた場合の猶予期間等はなし） 

・期日内に更新しない指定工事店は自
動的に指定の取消し（更新期間を過
ぎた場合の猶予期間等はなし） 

・更新しない取扱いとしている。（意味
合いとしては自動的ではなく、指定
辞退の意思を確認） 

・期間内に更新しない旨を確認し、廃
止届を提出させるか、職権で指定取
消し扱いにする（更新申請期間を過
ぎて１カ月ほどは猶予がある） 

・期日内に更新しない指定工事店は、
確認後指定の取消しを行う。（広告
掲載） 

10 更新時における優遇制度等 ・なし ・なし ・なし ・なし ・なし 

11 更新月又は更新日の指定 

・あり 
※更新時期は本都市が決定しており、
例年１２月から２月に更新窓口を
開設する。窓口混雑を防ぐため、更
新日及び受付時間はあらかじめ本
都市が指定しているが、事業者から
の日時変更の要望があれば応じて
いる。 

・あり 
※７月下旬に更新手続きの一斉受付
をし、１０月末に指定工事店証を
交付 

・あり 
※更新時期は，指定した日（年 1回の
指定日）から５年後の指定日（ただ
し、特別の事由があると認めるとき
は、これを短縮することがある。） 

※指定工事店は，指定有効期間満了日
の２月前までに更新に係る書類を提
出。 

・あり 
※更新時期は指定年度（新規、更新）
から５年後の年度末。 

 

・あり 
※更新時期は指定年から３年後の事
業者が指定する３月末日。 

※更新時は指定工事店証を交付（指定
の有効期限を記載） 

12 更新時期の通知 

・更新窓口を開設する１か月前には、
今年度更新の指定工事店に、郵送に
よる通知を行っている。 

・更新時期の３月前に指定工事店に通
知（郵送） 

・指定有効期間満了日の４月前頃に指
定工事店に対して個別に通知（郵送） 

・毎年１月に書面で更新手続きを案内
し、２月中に更新申請をしてもらう。 

・更新時期の前月２月に指定工事店に
通知（郵送） 

13 
更新時期（更新対象者）等の
管理方法 

・システムにより管理（アクセス） ・指定工事店台帳で管理 
（アクセス） 

・更新台帳を作成し管理（アクセス） ・工事店台帳を作成管理（アクセス） ・更新台帳を作成し管理 
（エクセル） 
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排水設備指定工事店の更新制度に関する調査（下水道事業） 

14 更新に対応する職員の数 

・４～８名程度 
※更新対象の指定工事店が年によっ
て増減する。多い年は期間中に１日
６０～８０者程度受け付ける日を
一週間程度設け、集中的に更新手続
の処理を行っている。 

・更新通知＝１人 
・更新受付（3日）＝３人 
・更新時交付：３人 

・２名程度（通知，受付，審査） ・２名 ・おおよそ２人 
 ※更新通知＝１人 
 ※更新受付（２日）＝２人 

15 

更新の平準化をするための施
策等（業務量の平準化の取組
み） 

・年によって、更新数が多い場合は、
必要により対応職員数を増やして
対応 

・更新日を指定日に関わらず、５年後
の指定月（日）としている。 

・年によって、更新数が多い場合は、
必要により対応職員数を増やして
対応 

・対応職員数を増やす等で調整 ・更新日は指定日から５年後の年度末
としている。 

・なし 

16 
更新制度のメリット・デメリ
ット 

【メリット】 
・定期的に指定工事店の事業実態を確

認することができる（事業を行って
いない指定工事店の排除等） 

 
【デメリット】 

・更新手続きに係る業務量の負担が大
きい 

【メリット】 
・定期的に指定工事店の事業実態を確

認することができる（事業を行って
いない指定工事店の排除等） 

 
【デメリット】 
・更新手続きに係る業務量の負担が大

きい 

【メリット】 
・定期的に指定工事店の事業実態を確
認することができる。 

 
【デメリット】 
・更新手続きに係る業務量の負担があ
る。 

【メリット】 
・定期的に指定工事店の事業実態を確
認することができる（事業を行って
いない指定工事店の排除等） 

 
【デメリット】 
・更新手続時、提出書類の多さによる
負担は大きい 

【メリット】 
 ・定期的に指定工事店の事業実態を確

認することができる。（誓約書、納
税証明書等） 

 
【デメリット】 
・更新手続きの業務量が多くなる。 

17 
更新制度に係る指定工事店か
らの苦情や要望 

・更新書類が多い 
・郵送での手続きにしてほしい 
・給水は更新不要なのに、なぜ排水は

必要なのか 

・更新書類が多い 
・更新手続きが煩雑 

・苦情や要望等は特に受けていない。 ・更新書類が多い 
・更新手続きが煩雑 
・証明書類取得にお金がかかる 

・更新の期間が短い 
・指定工事店が本都市外で多忙なこと

から、更新申請書類を郵送で審査し
て欲しい。 

18 
その他 
※更新制度に係る留意事項等 

・更新漏れ防止のためチェック体制が
必要 

・更新漏れ防止のためチェック体制が
必要 

・特になし ・指定が 200社超なので更新もれ等は
ない（マニュアルを作るほどでもな
い） 

・更新漏れ防止のため、申請書類チェ
ックリストを作成し、審査時申請
者、事業者で確認するようにしてい
る 
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第 4回 指定給水装置工事事業者制度に係る検討会議事概要 

 

平成 27年 12月 11日（金） 13時 00分～15時 00分 

日本水道協会 7階 第 1会議室 

 

１．出席者に関する主な事項 

 松井委員が欠席、代理として、住宅生産団体連合会 技術部長の篠崎氏が出席 

 

２．第 3回指定給水装置工事事業者制度に係る検討会議事概要について 

・資料 1により第 3回指定給水装置工事事業者制度に係る検討会議事概要について説明 

（事務局） 

 

３．指定給水装置工事事業者制度に係る課題解決の方向性と対策案（概略）について 

 ・資料 2-1により、指定給水装置工事事業者制度に係る課題解決の方向性と対策案（概略）

の取りまとめについて説明（厚生労働省） 

・資料 2-2により、指定給水装置工事事業者制度の課題解決の方向性と対策案（概略）の

イメージ図について説明（厚生労働省） 

・参考資料 1により、第 3回検討会で指摘のあった、他事業者（下水・ガス・電気）との

制度比較について修正点を説明（事務局） 

 ・参考資料 2により、排水設備指定工事店の更新制度に関する調査結果について説明 

（事務局） 

 ・参考資料 5により、指定給水装置工事事業者の更新制度に関するアンケート調査結果に

ついて説明（事務局） 

 ※参考資料 3,4 及び参考資料 6 については、検討会の基礎資料として過去の検討会資料

を参考に添付 

 

（課題解決の方向性と対策案（概略）の取りまとめに関する主な意見等） 

 

 ○ 指定工事事業者制度への更新制の導入について 

  ・複数の水道事業者で指定を受けている工事事業者の更新方法について、今後検討して

いく必要があると考えている。 

  ・指定工事事業者を数千者抱える水道事業者では、既存の指定工事事業者を一度に更新

することは非常に困難であり、段階的に更新するなど激変緩和の方策の検討が必要と

考える。さらには複数の水道事業者で指定を受けている工事事業者の対策として、県

レベルでの広域的な更新等の方策も検討する必要があるのではと考えている。ただし、

12 第４回 検討会議事概要 
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広域的な更新を行う際、事務作業の負担軽減を併せて検討する必要がある。 

  ・現状の指定工事事業者制度の問題点のうち、特に不明工事事業者の存在は大きな課題

であり、この更新制度の導入により自動的に排除が可能となることは大きな効果だと

考えている。 

 

 ○ 適切な配管技能者の適正な配置の促進について 

   ・水道事業者が請負で行う給水装置工事において、配管技能者の配置を徹底するに当た

り、水道事業者は規程の制定等の準備が必要であり、また、配管技能者の確保に必要

な期間も考慮した経過措置が必要と考えている。 

  ・現行法令上、指定工事事業者は主に道路下の重要な給水装置工事において適切な配管

技能者の配置に努めることとされており、この対策案を早急に進めるべきと考える。

水道事業者は配管技能者の資格等を明示し、給水装置工事の際にその配置を確認する

ことが必要である。また、指定工事事業者に所属する配管技能者の情報を水道利用者

へ提供することで、水道利用者が工事事業者を選択する際に参考となり、適正な給水

装置工事を確保することができ、安心で安全な水の供給につながると考えている。 

  

 ○ 主任技術者の講習会受講の促進について 

  ・主任技術者の過度の負担とならない研修の仕組みづくりとして、e-ラーニングが挙げ

られているが、消費生活相談員においても年間 18時間の全国統一的な e-ラーニング

を受講しており、一定の知識を確保するのに非常に役立っている。その方法は、パソ

コン画面の左側で講師が説明し、右側のレジメを見ながら勉強するもので、この方法

は非常に良く身に付くので、このような方法を e-ラーニングに取り入れるのも良い

かと考えている。 

  ・主任技術者試験の見直しについては、ぜひ進めていくべきだと考える。技能に関する

試験項目の追加だけではなく、モラルに関する項目も追加すべきである。技術者倫理

や技術者制度の項目を取り入れることで、主任技術者のモラルは向上していくと考え

ている。 

  ・e-ラーニングは場所を選ばず、効率的な研修方法と考えるが、e-ラーニングによる講

習実績をどのよう確認していくのか、今後検討する必要がある。 

     

 ○ 指定工事事業者講習会の実施の促進について 

  ・指定工事事業者に対する講習会の実施は非常に有効であると考えており、平成 19 年

度の検討会からステップアップした対策とするためには、更新と併せて講習を行うよ

うな仕組みづくりの検討も必要と考えている。 

  ・講習内容については、違反の事例や苦情例及びその対策例などを盛り込むことで、指

定工事事業者への啓発につながると考えている。 

  ・更新時に指定工事事業者や主任技術者の講習実績を“確認する”とあるが、確認だけ

では効果が弱いのではないかと感じている。参考資料 5の水道事業者に対し行った更
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新制度に関するアンケート調査結果でも、更新制度創設に併せて、更新時講習の義務

付が挙げられており、このような方策も視野に入れた方が良いのではと考えている。 

・今回の対策案で“確認”としたのは、更新制の導入という大きな制度改正をする中で、

更新時講習まで義務化、制度化することは、水道事業者や指定工事事業者に過度の負

担を強いることとなり、実現可能性のある仕組みづくりの観点から、現段階では非常

に難しいと判断したからである。平成 20 年の水道課通知で示した指定工事事業者講

習会の受講状況や、現行法令で定められている指定工事事業者の主任技術者や給水装

置工事に従事する者に対する研修機会の確保状況を定期的に確認し、それらの情報を

水道利用者に提供する仕組みをつくることで、指定工事事業者や主任技術者の意識向

上につながり、講習会受講の促進につながることを期待している。（厚生労働省） 

・更新制の導入により現行制度から規制が厳しくなる方向性の中で、現段階で更新時講

習を義務化することは、その効果が明確にできないと難しいと考える。今後の考え方

としては、自主的に講習会を受講することがメリットとなる方策、例えばＣＰＤ

（Continuing Professional Development）という考え方を参考にしてはどうか、継

続的に絶えず技術者能力を磨く努力をしている人を評価する。つまり自主的に講習会

に参加した主任技術者にはポイントを与え、一定のポイントを持った者が従事してい

る指定工事事業者にはインセンティブを与える。そういった仕組みを検討していく必

要があるのではと考えている。 

・講習会実施の促進は、指定工事事業者や主任技術者の技術力やモラルの向上に必要で

あるが、一律に実施率向上や講習内容の充実を求めても、特に小規模な水道事業者で

は対応が難しいと想定され、その点を考慮した対策案とする必要があると考えている。 

   

 ○ 処分環境の整備 

  ・処分基準の整備を促進していくためには、再通知だけではなく県単位で周知していく

などの働きかけも必要と考えている。 

  ・水道事業者が指定取消し等の重い処分を行う場合には、指定工事事業者からの不服申

し立てがないよう、その違反行為に対し一件一件、非常に労力をかけ慎重に処分を決

定しており対応に苦慮している現状がある。よって違反行為に対し処分の目安となる

ような処分事例等を示すことは、水道事業者にとって公平で適切な処分の実施につな

がると考えている。 

  ・処分基準の例においては、平成 19 年に日本水道協会からも発出されているが、特に

中小の水道事業者においては、基準があっても実際の処分にはなかなか踏み込めない

実態があると考えており、前回例示した処分基準例に加え、処分事務に関する解説や

様式例、また、新たに収集、整理した処分事例等を示していきたいと考えている。 

（厚生労働省） 

 

 ○ 水道利用者への情報提供の充実について 

  ・トラブルの減少には、給水装置の水道事業者と利用者の管理区分の周知徹底が重要で
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あり、水道事業者からの発信だけではなく、消費生活センター等と連携した情報提供

が有効と考えている。 

   

○ 今後の検討課題について 

  ・優良な指定工事事業者の優遇措置に関連し、表彰制度を採り入れたらと考える。水道

利用者にとっては表彰を受けた指定工事事業者であれば安心して修繕工事等を申し

込むことができる。また、指定工事事業者にとってもモチベーションや技術力の向上

につながると考えている。 

  ・優良な指定工事事業者の“優遇措置”は今後の検討課題であるとしても、“表彰制度

等”に関しては、少数ではあるが実施している水道事業者もあり、アンケート調査結

果でも苦情率の低下につながっているという結果が出ている。優良な指定工事事業者

の表彰制度等の検討については、本対策案の留意事項に盛り込めないかと考えている。

その際、優良でない指定工事事業者が安易に表彰を受けない仕組みづくりについて留

意する必要がある。 

  ・事務局としても指定工事事業者の差別化の仕組みづくりは必要と考えており、その方

向性としては、対策案の「（6）水道利用者への情報提供の充実」の留意事項に示した、

更新時に取得する指定工事事業者や主任技術者の講習実績の情報提供を考えている。

講習実績を情報提供することで、水道利用者が指定工事事業者を選定しやすくなり、

安心して修繕等の工事を依頼できるようになると期待している。（厚生労働省） 

  ・講習実績だけでは、その指定工事事業者が真に優良なのか判断が難しい。優良事業者

制度を導入している水道事業者では、工事実績や緊急時の対応、技術力等を判断基準

としており、優良の判断としては、このような工事実績や技術力を確認することが望

ましいと考える。しかし、水道事業者にとっては負担が増え、対応が難しい水道事業

者もあることから、本検討会では留意事項または今後の検討課題として整理した方が

よいと考えている。 

  ・修繕工事の際に、水道事業者から紹介される指定工事事業者は２、３者なので、その

中から水道利用者が適正な指定工事事業者を選定する目安として、優良工事事業者の

選定は必要と考える。ただし、水道利用者は“指定”というだけでも信頼しているの

で、優良工事事業者とする評価については、その内容が優良たる十分なものでなけれ

ばならないと考えている。 

  ・現状の指定要件では、仮に指定取消しとなっても、指定要件に合うよう別会社を立ち

上げれば２年を待たず再指定を受けることができると考えられ、指定要件の厳格化を

検討する際には、この点に考慮する必要があると考えている。 

  ・指定取消しとなった者が別の代表者や別の役員で別会社を立ち上げ、指定の申請をし

てくれば、申請を受理せざるを得ないが、法の枠組みとしては、欠格条項のいずれに

も該当しない者の中に「その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると

認めるに足りる者」と規定しており、事実が判明した場合には、指定を拒むことは可

能となっている。指定取消しとなった者が別会社で再指定を受けている事実やその行
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為が横行している実態を国等がつかみ、それを周知することができれば、現行の指定

要件でも対応は可能と考えている。（厚生労働省） 

  ・指定を取り消された者が別会社で生計を立てるケースは水道以外の他の事業でもある

が、現状、それらにすべからく対処することは非常に難しい。また、水道事業者がそ

のような指定工事事業者を独自に把握し処分することは、実質的に困難であり、国レ

ベルでの関与が必要と考えている。 

・指定要件では、事業所ごとに主任技術者を置くこととなっており、本来は指定工事事

業者と主任技術者は雇用関係にあるべきだと考えるが、現行法令上には規定されてい

ない。雇用関係を義務付ける等の検討が必要と考える。また、主任技術者は、指定工

事事業者が行う給水装置工事の統括的責任者であり、違反行為に関しては、指定工事

事業者だけでなく主任技術者も一緒に処分できる仕組みづくりを検討すべきと考え

ている。 

・主任技術者の資質を継続して確保していくためには、やはり主任技術者の更新制度が

必要だと考える。e-ラーニング等を活用した更新の仕組みができれば負担の無い更新

制度が可能と考えている。 

 

○ その他 

・今後の更なる方策として、主任技術者の資格に電気事業のような１級、２級といった

段階的な制度を検討する必要があるのではと考えている。 

 ・更新の事務手続きや申請様式の統一と併せて、給水装置工事の申請書類も統一してほ

しい。 

・主任技術者の試験内容の見直しに関連して、給水装置分野全体に係る技術者、技能者

を確保、育成する方策を検討する場も必要だと考えている。 

・主任技術者や配管技能者の技術力の確保と並行して、容易に施工可能で漏水等を起こ

すことのない継手等の給水材料の技術開発も進めていくべきかと考えている。 

・給水材料の進歩、技術開発は日々進んでおり、指定工事事業者はそのような最新の給

水材料や技術を身に着けていく必要がある。そのためにも定期的な講習会の実施を促

進していくことが必要と考えている。（厚生労働省） 

・その他の項目における発言は、本検討課題や対策案に関連して出た意見、方策である

ため、今後の検討課題のなかに盛り込めればと考えている。 

   

４．座長まとめ 

  ・資料２-１「指定給水装置工事事業者制度に係る課題解決の方向性と対策案（概略）

ついて（取りまとめ）」の「２ 課題解決の方向性」については、対策案も記載してい

るので「２ 課題解決の方向性と対策案」とする。 

  ・資料２-２「指定給水装置工事事業者制度の課題解決の方向性と対策案（概略）のイ

メージ図」の「水道利用者への情報提供の充実」が他の対策案と異なり四角表示され

ていることについては、課題の要因で示した大きな２つの要因の一つであることから
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他の対策案と差別化したとのことだが、わかりにくいので表現を工夫すること。 

  ・報告書の作成の際は、取りまとめた課題解決の方向性と対策案が、実現可能性のある

仕組みづくり等の検討に当たり留意した事項に沿ったものであるかチェックをする

こと。 

  ・報告書には、課題解決の対策案に対し関係者がどのように関わって行くのか、相関図

的な資料を盛り込むこと。 

  ・更新制度の創設は非常に大きな制度改正となる。よって、今回、取りまとめた対策案

については、「何年後に施行状況を確認する」といった、レビュープロセスを意識し

たメッセージを報告書に盛り込むことを検討すること。 

   

５．今後のスケジュール等 

・本検討会で審議した課題解決の方向性と対策案については、本日の意見等を踏まえ、

整理、調整のうえ、今年度末までに報告書として取りまとめる。 

・本検討会で取りまとめた審議概要については、平成 28 年２月に開催予定の厚生科学

審議会生活環境水道部会へ報告する。 

・法制度の改正が必要な事項に関しては、今後は厚生科学審議会生活環境水道部会で審

議、検討していく。 

 

 

（以上） 
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